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指導要録は，児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記載し，その後の指導

や外部に対する証明等に役立てるための原簿となるものです。この記載内容については，

学習指導要領の改訂ごとに文部科学省から示され，それを基に，各学校の設置者が様式を

定めることとなっております。  

平成 31年３月 29日，文部科学省は「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等にお

ける児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」（以下「通知」という。）を通

知し，平成 29年３月に告示された学習指導要領の下で学習評価を行うに当たっての配慮事

項，指導要録に記載する事項及び各学校における指導要録作成に当たっての配慮事項等と

併せて，小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録等の参考様式を示しました。県教育委

員会では，これを受け，「小学校児童指導要録・中学校生徒指導要録の手引」を作成する

こととしました。  

今回の通知は，平成 31年１月 21日に報告された，中央教育審議会初等中等教育分科会教

育課程部会における「児童生徒の学習評価の在り方について（報告）」を受けて改善が図

られています。通知においては，学習評価の改善について主に次のことが示されています。 

(1) 学習評価の改善の基本的な方向性については，次の３点としたこと。  

①  児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと  

②  教師の指導改善につながるものにしていくこと  

③  これまで慣行として行われてきたことでも，必要性・妥当性が認められないものは

見直していくこと  

(2) 学習評価の主な改善点として，新学習指導要領において各教科等の目標及び内容が

「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人間性等」

という資質・能力の三つの柱で再整理されたことを受け，指導と評価の一体化を推進

する観点から観点別学習状況の評価の観点についても，これらの資質・能力に関わる

「知識・技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の３観点

に整理して示し，設置者において，これに基づく適切な観点を設定することとしたこ

と。  

(3) 指導要録の主な改善点として，教師の勤務負担軽減の観点から，例えば「総合所見

及び指導上参考となる諸事項」については，要点を箇条書きとするなど，その記載事

項を必要最小限にとどめ，記述の簡素化を図ることとしたこと。  

児童生徒の学習状況を的確に捉え，教師が指導の改善を図るとともに，児童生徒自身が

自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにするためには，学習評価の

在り方が極めて重要です。  

つきましては，新学習指導要領の趣旨に即して指導要録の役割が果たされるよう，設置

者による指導要録の様式の決定や各学校における指導要録の作成の参考として，本手引を

活用くださるようお願いいたします。  

 

 令和２（ 2020）年１月  

 

               栃木県教育委員会事務局義務教育課長  柳  田  伸  二  
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第１章 指導要録について 

１ 改善の趣旨 

〔１〕改善の経過 

  指導要録は，児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し，その後の指導や外

部に対する証明等に役立たせるための原簿となるものである。今回の改善においては，中央

教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会にてとりまとめられた「児童生徒の学習評価の

在り方について（報告）」（平成31年１月21日付）に示された趣旨等を踏まえ，「小学校，

中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等に

ついて（通知）」（平成31年３月29日付）において各設置者による指導要録の様式の決定や

各学校における指導要録の作成の参考となるよう，学習評価を行うに当たっての配慮事項，

指導要録に記載する事項及び各学校における指導要録の作成に当たっての配慮事項等が示さ

れた。 

  そこで，栃木県においても，その趣旨に沿って検討した結果を改訂栃木県案として示し，市

町教育委員会等における指導要録の様式の決定及び学校における適切な指導要録の作成の参考

とすることとした。 

  なお，指導要録の新しい様式については，小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同

じ。）においては令和２年度から，中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期

課程を含む。以下同じ。）においては令和３年度から全学年同時に用いることとなる。 

 

〔２〕栃木県における改善の方針 

 (1) 改善の方法 

ア 文部科学省通知の趣旨を十分に取り入れる。 

  イ 現行の指導要録に関して，市町教育委員会等から寄せられた意見，質問等を基に，各学

校において記入・活用がしやすいよう工夫する。 

 (2) 記述の簡素化（教師の勤務負担軽減の観点） 

ア 「総合所見及び指導上参考となる諸事項」については，要点を箇条書きとするなど，そ

の記載事項を必要最小限にとどめる。 

イ 通級による指導を受けている児童生徒について，個別の指導計画を作成しており，通

級による指導に関して記載すべき事項が当該指導計画に記載されている場合には，その

写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入に替えることも可能と

するなど，その記述の簡素化を図る。 

(3) 情報通信技術の活用 

情報通信技術の活用を通して，指導要録に係る事務の改善を推進することが重要であり，

統合型校務支援システムの導入や校務用端末の利用による電磁的な処理等が効果的である

ことから，情報通信技術を活用して指導要録の作成や保存等を行うことについての留意事

項を示す。 

 

〔３〕 栃木県案の概要 

文部科学省案を検討した結果，現行の指導要録についての改善意見が反映されていたため，

文部科学省案を骨子として作成した。指導要録の様式は，別紙Ⅰ，Ⅱ（小学校 P.18～20），

Ⅲ，Ⅳ（中学校 P.21～23）のとおりとする。 

  なお，指導要録の用紙の規格は，Ａ４判縦型とし，紙質は従来どおり日本産業規格70㎏程度

の上質紙とする。 
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２ 取扱い 

〔１〕取扱い上の注意 

   指導要録の作成，送付及び保存等については，次の事項に留意する。 

(1) 入学の場合 

   校長は，児童生徒が入学した場合，速やかに指導要録を作成する。 (学校教育法施行規則 第24条

第１項 P.63参照) 

 (2) 進学の場合 

  ア 校長は，児童生徒が進学した場合，当該児童生徒の指導要録の抄本又は写しを作成し，これを毎

年４月末日までに進学先の校長に送付する。(学校教育法施行規則 第 24条第２項 P.63参照) 

  イ アにおいて抄本を作成し送付する場合，その記載事項は，おおむね下記の事項を含むものとする。

（第２章 指導要録抄本について P.51参照） 

   (ｱ) 学校名及び所在地 

   (ｲ) 児童生徒の氏名，性別，生年月日及び現住所 

   (ｳ) 卒業年月日 

   (ｴ) 小学校第６学年又は中学校第３学年，義務教育学校第９学年の各教科の学習の記録 

   (ｵ) 小学校第６学年又は中学校第３学年，義務教育学校第９学年の道徳科の記録  

   (ｶ) 小学校第６学年又は中学校第３学年，義務教育学校第９学年の総合的な学習の時間の記録 

   (ｷ) 小学校第６学年又は中学校第３学年，義務教育学校第９学年の特別活動の記録 

   (ｸ) 小学校第６学年又は中学校第３学年，義務教育学校第９学年の行動の記録 

   (ｹ) その他，将来，指導上必要と思われるものがある場合にはその事項 

 (3) 転学の場合 

   校長は，児童生徒が転学した場合，指導要録の写しを作成し，それを転学先の校長に送付する。転

学してきた児童生徒が更に転学した場合は，指導要録の写し及び転学により送付を受けた写しを送

付する。これらの場合，進学元（幼稚園，保育所，認定こども園，小学校，義務教育学校等）から

送付を受けた抄本又は指導要録の写しも転学先の校長に送付する。(学校教育法施行規則 第 24 条 

第３項 P.63参照) 

   また，児童自立支援施設，児童心理治療施設又は少年院に入院し，就学義務の猶予・免除を受けて

いた児童生徒が転学した場合は，それらの施設から送付を受けた指導要録に準じる記録の写しも送

付する。 

   なお，本県にある児童自立支援施設及び児童心理治療施設においては，学校教育が実施されている

ため，入院に当たって就学義務の猶予・免除を受ける必要はなく，通常の転学の手続きとなる。 

(4) 転入学の場合 

   校長は，児童生徒が転入学してきた場合，前に在学していた学校の校長に，速やかに連絡し，当該

児童生徒の指導要録の写しの送付を受ける。 

   なお，この場合，校長は，新たに当該児童生徒の指導要録を作成すべきであって，送付を受けた写

しに連続して記入してはならない。 

 (5) 学校統合，学校新設等の場合 

   学校名及び所在地の変更として取り扱うか，上記(3)及び(4)に準じて取り扱うかは，実情に応じて

処理する。 
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 (6) 退学等の場合 

  ア 校長は，児童生徒が外国にある学校などに入るために退学等をした場合，当該学校が日本人学校

その他文部科学大臣が指定した在外教育施設であるときにあっては，上記(2)及び(3)に準じて指

導要録の抄本又は写しを送付するものとし，それ以外の学校などにあっては，求めに応じて適切

に対応する。 

  イ 校長は，児童生徒が児童自立支援施設，児童心理治療施設又は少年院に入院し，就学義務の猶予

・免除を受けた場合，上記(3)に準じて，当該児童生徒の指導要録の写しを入院先の施設長に送付

し，児童生徒の入院中の教育に資するものとする。 

 (7) 編入学等の場合 

  ア 校長は，児童生徒が外国にある学校などから編入学等をした場合，編入学年月日以後の指導要録

を作成する。その際，できれば，外国にある学校などにおける履修状況の証明書や指導に関する

記録の写しの送付を受ける。 

  イ 校長は，就学義務の猶予・免除を受けていた児童生徒が児童自立支援施設，児童心理治療施設又

は少年院から移った場合，それぞれの施設長の発行した証明書及び指導要録に準じる記録の写し

の送付を受け，移った日以後の指導要録を作成する。 

  ウ 校長は，就学義務の猶予・免除の事由がなくなったことにより就学義務が生じ，児童生徒が就学

した場合，就学した日以後の指導要録を作成する。（学校教育法施行規則 第 35条 P.64参照） 

 (8) 保存期間 

  ア 学校においては，指導要録及び転入学の際，送付を受けた写しのうち，学籍に関する記録につい

ては20年間，指導に関する記録については５年間保存する。(学校教育法施行規則 第28条第２項 

P.64参照) 

  イ 幼稚園，小学校などから送付を受けた指導要録の抄本又は写しは，児童生徒が当該学校に在学す

る期間保存する。 

  ウ 外国にある学校などへ入るための退学の場合，学齢を超過している児童生徒の退学の場合，児童

自立支援施設，児童心理治療施設又は少年院への入院などによる就学義務の猶予・免除の場合，

又は児童生徒の居所が１年以上不明の場合には，指導要録及び転入学の際送付を受けたその写し

は，校長が退学又は在学しない者と認めた日以後，学籍に関する記録については20年間，指導に

関する記録については５年間保存する。 

  エ 保存期間を経過した指導要録，その写し及び抄本については，直ちに廃棄するなどの適切な処置

をする。その際，市町単位で一括焼却するなど，厳重な管理のもとに処分することが望ましい。 

    なお，保存期間を経過しながら処分されていなかった指導要録に関して，成績証明等の依頼があ

った場合でも，証明すべきではない。 

 (9) 写し 

   進学先あるいは転学先に送付する指導要録の写しは，同じ用紙を用い，欄外に 写 と記入し，次の

事項を欄外の適切な場所に記入押印する。複写機を用いて作成する場合も同様とする。 

  ア 「この指導要録の写しは，原本と相違ないことを証明する」旨の文 

  イ 証明の年月日 

  ウ 学校名及び校長氏名，証明の印（職印） 

 

  

第
１
章 

指
導
要
録
に
つ
い
て 

 



 - 4 - 

 (10) その他 

  ア 対外的に証明書等を作成する必要がある場合には，指導要録の記載事項をそのまま転記すること

は必ずしも適当ではないので，個人情報保護や教育的な配慮の観点から，申請の趣旨等を確認し

た上で，証明の目的に応じて必要な事項のみを記載するなどの配慮が必要である。 

  イ 指導要録は，学習指導の過程及び結果の要約を記録するものであり，その様式や記載方法等を学

校と家庭との連絡に用いるいわゆる通信票等をそのまま転用することは必ずしも適切ではない。

したがって，学校においては，指導要録における各教科等の評価の考え方を踏まえ，児童生徒の

学習の過程や成果，一人一人の可能性などについて適切に評価し，児童生徒一人一人のその後の

学習を支援することに役立つようにする観点から，通信票等の様式や記載内容等について工夫改

善に努める必要がある。 

ウ 配偶者からの暴力の被害者と同居する児童生徒については，転学した児童生徒の指導要録の記

述を通じて転学先の学校名や所在地等の情報が配偶者（加害者）に伝わることが懸念される場合

がある。 

    このような特別の事情がある場合には，「配偶者からの暴力の被害者の子どもの就学について」

(平成21年７月13日・21生参学第７号 P.80～82，P.56Ｑ＆Ａ Ｑ９ 参照）に沿って，配偶者から

の暴力の被害者と同居する児童生徒の転学先や居住地等の情報については，各地方公共団体の個

人情報保護条例等に基づき，配偶者暴力相談支援センターや福祉部局等との連携を図りながら，

厳重に管理する。 

 

〔２〕 とじ方，整理の仕方 

(1) とじ方，記入事項 

ア 指導要録は，学級ごとに様式１（学籍に関する記録）と様式２（指導に関する記録）とを別々

に，表紙，名列表（索引表）を付してとじて（左とじ）おく。 

イ 児童生徒が入学・編入学又は転入学した後，速やかに指導要録を作成し，当該児童生徒の氏名

及び住所を記入するとともに，名列表（索引表）にも氏名と事由を記しておく。 

転入学等の際は，送付を受けた写しも併せてとじておく。 

ウ 児童生徒が転学又は退学したときは，直ちにつづりからはずし，別に整理して保存するように

する。この際，名列表（索引表）の当該児童生徒氏名を朱一本線で消除し，事由を付記しておく。 

(2) 表紙 

表紙には，なるべく厚い紙を用い，その内容を示すのに必要な事項を記載しておく。 

〈例〉 

    令和○年度入学 

     児童指導要録様式１（学籍に関する記録） 

    ○○市立○○小学校 

 

 

 

 

年  度                    

学  級    

担任氏名    

校長氏名    
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(3) その他 

ア 原級留置の場合には，新たに指導要録を作成し，その学年以降の記録を記入する。なお，それ

以前の指導要録も併せてとじておく。 

イ 通常の学級から特別支援学級に入級した場合は，特別支援学級の名列表（索引表）に氏名を記

入するとともに，在籍していた学級の児童生徒の名列表（索引表）については，その学級に在籍

していた児童生徒の異動を明確にするために，氏名を朱一本線で消除し，「転学・退学の年月日」

の欄に変更となった日付を，事由として「特別支援学級入級」を記入する。 

 

〔３〕情報通信技術の活用（電子化）についての留意事項 

(1) 基本的な考え方 

ア コンピュータ等の情報機器を用いて指導要録を作成することについては，原則として各学校の

設置者の判断によるものとする。 

  イ 情報通信技術を活用する際には，「指導要録等の電子化に関する参考資料」（平成22年９月・文

部科学省初等中等教育局 P.88～98），及び「表簿・指導要録等の電子化に係る基本的な考え方

等について」（平成24年３月・文部科学省初等中等教育局 P.98～100）を参照する。 

(2) 作成に当たっての留意事項 

ア 作成するに当たっては，各自治体の文書取扱い規程や個人情報保護条例等との整合性を図る。 

イ 指導要録の原本を紙媒体で保管する場合には，決められた用紙（Ａ４判，日本産業規格70㎏程

度の上質紙）にプリントアウトし，保管する。その際，用紙やインクは，法令で定められた保存

期間に耐えうるものを使用する。 

ウ 原本の真実性保持のため，電子データの改ざんや誤記がないよう，以下のことについて十分な

対策を講じる。 

(ｱ) 電子データの作成に用いるコンピュータは，例えば，ＩＤやパスワードを設定するなど，使用

者が限定できるようにする。 

(ｲ) 電子データは，教職員用や個人用のパソコンにコピー，保存は行わない。 

(ｳ) 記載事項の変更や追加，修正を行う場合は，変更前のものと必ず照合する。その際，複数の人

数で照合するなど，チェック体制を工夫する。 

(ｴ) 不要になったデータは，速やかに破棄する。 

(ｵ) 指導要録の他に，出席簿や通信票等と一体化したシステムを活用する場合，それぞれの記載事

項について誤りがないか確実に照合する。  

(3) 電子データの取扱い 

電子データの破損や消失，情報流出がないよう，以下のことについて十分な対策を講じる。 

    ア 指導要録を管理するコンピュータを１台に限定したり，校内ＬＡＮや外部インターネットとの

接続に伴う安全管理を徹底したりするなど，情報の流出には十分留意する。 

    イ 保存媒体は，耐火金庫等に集中保管するなど，所在を明らかにしておく。 

    ウ 作業に使用するコンピュータのハードディスクに記録が残らないようにする。 

    エ 電子データの学校外への持ち出しは，禁止する。 

    オ 教職員用や個人用のパソコンのハードディスクに，データを保存しないようにする。 
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(4) 記載事項の変更 

記載事項に変更のあった場合は，その都度，旧事項を朱一本線で消除し，余白に新事項を記入す

ることを原則とする。 

その際，欄外に，変更事項，変更日付を書いて押印（記入者の認印）する。 

(5) 保存 

原本は，年度ごとにデータを上書きするが，紙媒体は，新たにプリントアウトしたものと差し替

え，前年度のものは速やかに破棄する。 

その際，途中学年の用紙については，上記(2)イに示した紙を用いなくてもよい。 

(6) 送付 

転出後，指導要録の写し等を電子データで送付する場合は，転出先の学校長の同意を得るととも

に，ファイル形式について承諾を得ること。電子データでの送付が不可能な場合は，紙媒体で従来

どおり送付する。 

(7) その他 

電子化に当たっては，途中学年からの移行ではなく，小・中・義務教育学校とも第１学年から行

うことが望ましい。 

 

 

３ 記入上の注意 

〔１〕一般的事項 

 (1) 記入用字 

   原則として「常用漢字表」（平成22年11月30日内閣告示）及び「送り仮名の付け方」等，現代の国

語を書き表すための目安やよりどころに従い，横書きを基本に記入する。 

   ただし，児童生徒や保護者の氏名は，学齢簿の記載に一致させる。 

 (2) 筆記用具 

   黒又は青インクを用い，変色や消えるおそれのあるものの使用は避ける。なお，記入事項の保存性

や管理面に十分配慮した上で，ゴム印による押印やプリンター等による印字も可能である。 

 (3) 記載事項の変更 

   記載事項に変更のあった場合は，その都度，旧事項を朱一本線で消除し，余白に新事項を記入する

ことを原則とする。 

その際，欄外に，次のような変更事項，変更日付を書いて押印（記入者の認印）する。 

    なお，余白のない場合は，はり紙（旧事項が確認できるよう，片端糊付け）をして記入する方法も

あるが，写しの作成等に支障をきたすので，できるだけ余白に記入するようにする。 

     〈例〉 

                    印                   印 

             住所変更                保護者変更 

                      2.5.20                    2.8.2 

  

(4) 記載事項の訂正 

   記載事項の誤記を訂正する場合は，記載事項を朱二本線で消除して訂正事項を記入し，訂正箇所に
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訂正者の押印をする。 

 (5) 記入時期 

   「学籍の記録」は，児童生徒が入学，編入学，転入学及び進級した際に記入し，転学・退学等の異

動が生じた場合は，その時点で記入する。「学習の記録」等の欄は，学年末など，その事実の生じ

た時点で記入する。 

   また，記載事項に変更があった場合は，その都度修正する。なお，児童生徒や保護者の現住所の欄

等，記載事項に変更が生じることのある欄については，例えば，最初は上部に寄せて記入するなど

の工夫をする。 

 

〔２〕学籍に関する記録 

 (1) 学級，整理番号 

   この欄には，各学年の学級名及び出席番号等の児童生徒番号を記入する。 

   普段，学級名として学級担任名や植物名等を用いている場合も，指導要録における学級名は，数字

を用いることが望ましい。なお，単学級の場合にも，学年で最初の学級であることを明確に示すた

めに記入する。 

 (2) 学籍の記録 

   この欄は，原則として学齢簿の記載に基づき，学年当初及び異動の生じた時に記入する。 

  ア 児童（生徒） 

(ｱ) ふりがなは，平仮名で記入する。なお，学齢簿にふりがなが記載されていない場合は，別に

「児童（生徒）個人票」等で確認の上記入する。 

   (ｲ) 現住所は，略記しない。 

   (ｳ)「性別」の欄には，性別を記入する。 

  イ 保護者 

(ｱ)「氏名」の欄には，児童（生徒）に対して親権を行う者を，親権を行う者のいないときは後見

人を記入する。 

(ｲ)「現住所」の欄には，児童（生徒）の現住所と同一の場合には「児童の欄に同じ」，若しくは

「生徒の欄に同じ」と略記する。 

  ウ 入学前の経歴 

   (ｱ) 第１学年に入学するまでの教育又は保育関係の略歴を記入する。 

     〈例〉 ○○幼稚園在園（年月日～年月日），○○保育所(園)在所(園)（年月日～年月日） 

         ○○認定こども園在園（年月日～年月日） 

         ○○市立○○小学校卒業 

   (ｲ) 外国において受けた教育の実情などもこの欄に記入する。 

     〈例〉 インドネシア ジャカルタ市ジャカルタ日本人学校小学部の課程修了 

(ｳ) 海外から帰国した事実などで，指導上特に配慮が必要な事項については，「総合所見及び指

導上参考となる諸事項」の欄に記入する。 

  エ 入学・編入学等 

   (ｱ) 入学の場合 

     「入学」とは，児童（生徒）が第１学年に初めて就学することをいう。 

     この場合は，「入学・編入学等」の欄に，第１学年に入学した年月日を記入する。この年月日
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は，市町立学校にあっては市町教育委員会が通知した入学期日（原則として４月１日），その

他の学校にあっては学校の定めた入学期日を記入する。 

     なお，期日に遅れて出校した場合も指定の入学期日を記入する。 

     また，「第○学年編入学」の文字は，黒又は青の一本線で消除する。 

     他の学校に入学した者が第１学年の中途で転入学した場合は，この欄に記入しないで「転入学」

の欄に記入する。 

   (ｲ) 編入学等の場合 

     「編入学等」とは，第１学年の中途又は第２学年以上の学年に，在外教育施設や外国の学校か

ら編入した場合又は就学義務の猶予・免除の事由の消滅により就学義務が発生した場合をいう。 

     この場合は，「入学・編入学等」の欄に，学校に編入学した年月日（教育委員会が指定した期

日），学年及び事由等を記入する。 

     なお，この場合には「第１学年入学」の文字を黒又は青の一本線で消除する。 

  オ 転入学 

    「転入学」とは，他の小学校，中学校，義務教育学校又は特別支援学校の小学部・中学部から転

校してきた場合をいう。 

    この場合は，転入学の欄に，転入学年月日，転入学年，前に在学していた学校名，所在地及び転

入学の事由等を記入する。 

  カ 転学・退学等 

    上記のエ及びオに記入された日以後の異動について記入する。 

   (ｱ) 転学の場合 

     「転学」とは，学校から他の同種の学校に転校する場合をいう。 

     この場合は，転学のために学校を去った年月日（出校した最後の日）をこの欄の上部括弧内に，

また下部には転学先の学校が受け入れた年月日の前日を記入し，その下の余白に転学先の学校

名，所在地，転入学年及びその事由等を記入する。 

     なお，児童生徒が二つの学校に在籍することを避けるため，午前中に前の学校を去り，午後に

新しい学校に転入学した場合も，転入学の期日は翌日とするなどの配慮が必要である。 

   (ｲ) 退学等の場合 

     「退学等」には，外国にある学校などに就学するために退学したり，学齢（満15歳に達した日

の属する学年の終わりまで）を超過している児童生徒が退学したりする場合と，就学義務の猶

予・免除の措置がされたり，児童生徒の居所が１年以上不明で在学しない者として取り扱った

りする場合の二つが含まれる。 

     退学の場合には，校長が退学を認めた年月日を下部の年月日欄に記入し，その事由等を余白に

記入する。また，在学しない者として取り扱う場合は，校長が在学しない者と認めた年月日を

上部括弧内に記入し，その事由等を余白に記入する。 

     なお，外国にある学校などに入る場合や就学義務の猶予・免除を受けて児童自立支援施設,児

童心理治療施設又は少年院に入院する場合は，児童生徒の指導の連続性を確保するためにも，

転学に準じて，学校名（施設名）及び所在地を記入する。 

  キ 卒業 

    校長が卒業を認定した年月日（原則として３月 31日）を記入する。 

  ク 進学先（進学先・就職先等） 
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    進学した中学校等名又は高等学校等名及び所在地（市区町村名程度）を記入する。ただし，同一

市町内の中学校，学区内の高等学校等に進学した場合，所在地は省略してもよい。 

    就職した者については，事業所名及び所在地を記入し，就職しながら進学した者については，上

記の両者を記入するようにする。 

    家事又は家業に従事した者については，その旨を記入する。 

    なお，学齢の超過による退学の場合には，退学後の状況もこの欄に記入する。 

 (3) 学校名及び所在地 

   学校名は，栃木県○○町立○○小学校，栃木県○○市立○○中学校，栃木県○○市立○○義務教育

学校のように記入し，所在地は町（市）名，番地を記入する。 

   分校の場合は，本校名及び本校の所在地を記入し，その下部に，分校名，所在地及び在学した学年

等を併せて記入する。 

〈例〉 

 学校名 

 及 び 

 所在地 

（分校名・所在地等） 

 栃木県○○町立○○小学校 

 ○○町○○番○○号 

 ○○分校 

 ○○町○○番○○号 第４学年まで在学 

  

(4) 校長氏名印，学級担任者氏名印 

   学年当初（原則として４月１日）において，法令上指導要録作成の義務を負う校長の氏名と，その

記入を担当する学級担任名を記入する。 

   同一年度内に校長又は学級担任者が代わった場合には，その都度後任者の氏名をその下方に併記す

る。この場合，前任者名は消除せず，代わった月日又は期間を括弧書きする。 

   なお，産前産後の休暇中における臨時的任用の教員が担当した場合などにおいても，その氏名を記

入する。この場合には，その氏名の最初に（産・補）のように記入し，その担任期間も併記してお

く。また，学年当初から正式な担任が休暇中で，その代理として臨時的任用の教員が担任する場合

は，休暇中である教諭名を記入し，その下に臨時的任用の教員名を記入する。 

   指導要録の作成が完結した学年末又は転学・退学等の際は，記入について責任を有する校長及び学

級担任者（現任者）が押印（認め印）する。 
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〔３〕指導に関する記録（小学校児童指導要録） 

 (1) 各教科の学習の記録 

   各教科の学習の記録については，観点別学習状況及び評定について記入する。 

     なお，特別支援学級に在籍する児童の指導に関する記録については，通常の学級と同様であるが，必要

がある場合，特別支援学校小学部の指導要録に準じて作成する。その際，指導要録の扱いが学校や学級に

より異なることは好ましくないため，市町教育委員会に確認するなどし，適切に処理することが基本とな

る。 

  ア 観点別学習状況 

     小学校学習指導要領（平成29年文部科学省告示第63号）に示された各教科の目標に照らして，その実

現状況を観点ごとに評価し記入する。 

その際，「十分満足できる」状況と判断されるものをＡ，「おおむね満足できる」状況と判断される

ものをＢ，「努力を要する」状況と判断されるものをＣのように区別して評価を記入する。 

       各教科の評価の観点について，設置者は，小学校学習指導要領等を踏まえ，付属資料１（P.28～49）

を参考に設定する。 

  イ 評定 

    第３学年以上の各教科の学習の状況について，小学校学習指導要領に示された各教科の目標に照らし

て，その実現状況を総括的に評価し記入する。 

    各教科の評定は，小学校学習指導要領に示された目標に照らして，その実現状況を「十分満足できる」

状況と判断されるものを３，「おおむね満足できる」状況と判断されるものを２，「努力を要する」状

況と判断されるものを１のように区別して評価を記入する。 

     評定に当たっては，評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり，「ア 観点別学習状

況」において掲げられた観点は，分析的な評価を行うものとして，各教科の評定を行う場合において基

本的な要素となるものであることに十分留意する。 

    その際，評定の適切な決定方法等については，各学校において定める。 

 (2) 特別の教科 道徳（以下「道徳科」という） 

    小学校等における道徳科の評価については，「学習指導要領の一部改正に伴う小学校，中学校及び特別

支援学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（28文科

初第604号）に基づき，学習活動における児童の学習状況や道徳性に係る成長の様子を個人内評価として

文章で端的に記述する。 

 (3) 外国語活動の記録 

   外国語活動の評価については，「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学

習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（30文科初第1845号）に基づき，付属資料２（P.50）を

参考に，評価の観点に即して児童の学習状況に顕著な事項がある場合に，その特徴を文章で端的に記述す

る。 

 (4) 総合的な学習の時間の記録 

  ア 学習活動 

    総合的な学習の時間に行った学習活動を簡潔な文言で示す。 

  イ 観点 

       小学校学習指導要領に示された総合的な学習の時間の目標を踏まえ，各学校において具体的に定めた

目標，内容に基づいて付属資料３（P.51）を参考に定める。 
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  ウ 評価 

    アの学習活動及びイの観点を記入した上で，それらの観点のうち，児童の学習状況に顕著な事項があ

る場合などに，その特徴を記入する等，児童にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。 

 (5) 特別活動の記録 

  ア 観点 

        小学校学習指導要領等に示された特別活動の目標を踏まえ，各学校において付属資料４（P.52）を参考

に定める。 

その際，特別活動の特質や学校として重点化した内容を踏まえ，例えば，「主体的に生活や人間関係

をよりよくしようとする態度」などのように,より具体的に定めることも考えられる。記入に当たって

は，特別活動の学習が学校や学級における集団活動や生活を対象に行われるという特質に留意する。 

  イ 評価 

    アの観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，評価の観点に照らして十分満足できる活動の状

況にあると判断される場合に，〇印を記入する。 

      なお，クラブ活動については，実施しなかった学年の欄に斜線（右上り）を引く。 

 (6) 行動の記録 

  ア 項目 

    各教科，道徳科，外国語活動，総合的な学習の時間，特別活動やその他学校生活全体にわたって認め

られる児童の行動について，設置者は，小学校学習指導要領等の総則及び道徳科の目標や内容，内容の

取扱いで重点化を図ることとしている事項等を踏まえて示している付属資料５（P.53～54）を参考にし

て，項目を適切に設定する。 

また，各学校において，自らの教育目標に沿って項目を追加できるようにする。 

  イ 評価 

    各項目の趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合に，〇印を記入する。 

 (7) 総合所見及び指導上参考となる諸事項 

   児童の成長の状況を総合的に捉えるため，以下の事項等を文章で箇条書き等により端的に記述する。 

記入に際しては，児童の優れている点や長所，進歩の状況などを取り上げることに留意する。 

ただし，児童の努力を要する点などについても，その後の指導において，特に配慮を要するものがあれ

ば端的に記入する。 

  ア 各教科や外国語活動，総合的な学習の時間の学習に関する所見 

     各教科や外国語活動，総合的な学習の時間の学習について，総合的に見た場合の児童の特徴や指導上

特に留意すべき事項など。 

  イ 特別活動に関する事実及び所見 

    特別活動における児童の活動の状況について，所属する係名や委員会名，クラブ名及び学校行事にお

ける役割の分担などの主な事実や，その児童個人として比較的優れている点等，特別活動全体を通して

見られる児童の特徴など。 

  ウ 行動に関する所見 

      行動の状況について，その児童個人として比較的優れている点など，学校生活全体にわたって，総合

的に見た場合の児童の特徴や，指導上特に留意する必要があると認められる児童の健康状況の事項など。 

  エ 児童の特徴・特技，学校内外におけるボランティア活動などの社会奉仕体験活動，表彰を受けた行為

や活動，学力について標準化された検査の結果等指導上参考となる諸事項          

第
１
章 

指
導
要
録
に
つ
い
て 

 



 - 12 - 

     (ｱ) 児童の特徴や特技，趣味などのうち，児童の長所を把握する上で特に重要なもの 

(ｲ) 家庭や社会における奉仕活動等の善行，学校内外における表彰を受けた行為や活動及び教育課程外

における活動のうち児童の長所と判断されるもの 

   (ｳ) 学力について標準化された検査結果等のうち，その後の指導に生かすことができる具体的な内容 

   (ｴ) 海外から帰国した事実など指導上特に必要な事項 

  オ 児童の成長の状況にかかわる総合的な所見 

      当該学年の学習や特別活動及び行動等の状況において，当初と学年末とを比較し，進歩が著しい場合，

その状況に関すること。 

  カ その他 

(ｱ) 障害のある児童や日本語の習得に困難のある児童のうち，通級による指導を受けている児童につい

ては，通級による指導を受けた学校名，通級による指導の授業時数，指導期間，指導の内容や結果等

を端的に記入する。 

(ｲ) 通級による指導の対象となっていない児童で，教育上特別な支援を必要とする場合については，必

要に応じ，効果があったと考えられる指導方法や配慮事項を端的に記入する。 

     なお，これらの児童について個別の指導計画を作成している場合において当該指導計画に上記にか

かわる記載がなされている場合には，その写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録へ

の記入に替えることも可能である。 

 (8) 出欠の記録 

    この欄には，以下の事項を記入する。 

  ア 授業日数 

    児童の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。学校保健安全法第20条（P.67）

の規定に基づき，臨時に，学校の全部又は学年の全部の休業を行うこととした日数は授業日数には含め

ない。 

    この授業日数は，原則として，同一学年の全ての児童につき同日数とすることが適当である。ただし，

転学又は退学等をした児童については，転学のため学校を去った日又は退学等をした日までの授業日数

を記入し，転入学又は編入学等をした児童については，転入学又は編入学等をした日以後の授業日数を

記入する。 

    なお，授業とは，学校において編成した教育課程を実施することであるから，例えば，夏季休業期間

中における児童の出校日等は，それが教育課程として実施されたものでない限り，授業日とはみなさな

い。 

  イ 出席停止・忌引等の日数 

    以下の日数を合算して記入する。 

(ｱ) 学校教育法第35条（P.66）による出席停止日数，学校保健安全法第19条（P.71）及び学校保健安全

法施行規則第18条，第19条（P.71～72）による出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律第19条，第20条，第26条及び第46条（P.72～74）による入院の場合の日数 

(ｲ) 学校保健安全法第20条により，臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数 

(ｳ) 忌引日数 

この日数については，市町教育委員会で定めた「児童生徒の忌引日数」の規定に従う。 

     規定を定めていない市町においては，学校により忌引日数等が異なることは好ましくないため，学

校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第11条14項別表２に示された日数を参考に，下表の
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ようにすることが望ましい。なお，別表第２の日数の欄に掲げている日数とは，「学校職員の勤務時

間その他の勤務条件に関する規則の運用について」（平成７.３.31付義教1169）の第７の22において，

連続する暦日（休日を含む日数のこと）としている。  

死 亡 し た 者 日 数 付記 １ 生計を一にする姻族の場合は， 

左に準ずる。 

２ 葬祭のため遠隔の地に赴く必要 

のある場合は，実際に要した往復 

日数を加算することができる。 

１親等の直系尊属（父母） ７ 日 

２親等の直系尊属（祖父母） ３ 日 

２親等の傍系者  （兄弟姉妹） ３ 日 

３親等の傍系尊属（伯叔父母） １ 日 

 

(ｴ) 非常変災等児童又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで，校長が出席し

なくてもよいと認めた日数 

(ｵ) その他教育上特に必要な場合で，校長が出席しなくてもよいと認めた日数 

  ウ 出席しなければならない日数 

    授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数を記入する。 

  エ 欠席日数 

    出席しなければならない日数のうち，病気又はその他の事故で児童が欠席した日数を記入する。 

  オ 出席日数 

   (ｱ) 記入 

出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。 

    (ｲ) 出席扱いとすることができる場合 

a 学校の教育活動の一環として児童が運動や文化などに関わる行事等に参加したものと校長が認め

る場合 

     b 「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日・元文科初第698号 P.75～84）

に沿って，別記１（義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・

指導を受けている場合）及び別記２（不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動

を行った場合）により，校長が出席扱いと認める場合 

なお，この場合には，出席日数の内数として出席扱いとした日数並びに児童が通所又は入所した

学校外の施設名と所在市町名（県外の施設の場合は都道府県名）又は自宅においてＩＣＴ等を活用

した学習活動によることを備考欄に記入する。 

        c 「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の

出欠の取扱い等について」（平成30年9月20日・30文科初第837号 P.104～106）に沿って，病気療

養児に対する教育の一層の充実を図るために同時双方向型授業配信を行った場合 

       なお，この場合には，出席日数の内数として出席扱いとした日数並びに病気療養中の授業配信に

よることを備考欄に記入する。 

  カ 備考 

     出席停止・忌引等の日数に関する特記事項，学校に登校していないが出席扱いとした事由，欠席理由

の主なもの，遅刻，早退等の状況，その他の出欠に関する特記事項等を記入する。 
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(9) 別記（非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録） 

この欄には、以下の事項を記入する。 

ア 児童が登校できない事由  

感染症や災害の発生等の児童がやむを得ず学校に登校できなかった事由を記入する。 

イ オンラインを活用した特例の授業 

非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童について、以下の方法に

よるオンラインを活用した学習の指導（オンラインを活用した特例の授業）を実施したと校長が認める

場合には、(ｱ)から(ｳ)までの事項を記入する。 

・ 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導 

・ 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童同士の意見交換をオンラインを活用して実施す

る学習指導（オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む） 

(ｱ) 実施日数 

オンラインを活用した特例の授業の実施日数を記入する。 

(ｲ) 参加日数 

オンラインを活用した特例の授業への参加日数を記入する。学校の臨時休業中のオンラインを活用

した特例の授業を実施している日に、 家庭の事情等により学校に登校して参加する児童についても、 

オンラインを活用した特例の授業への参加日数として記入する。 

(ｳ) 実施方法等 

オンラインを活用した特例の授業の実施方法等を簡潔に記入する。 

ウ その他の学習等 

必要に応じて、 オンラインを活用した特例の授業以外に、 非常時に臨時休業又は出席停止等により

やむを得ず学校に登校できなかった児童が行った学習その他の特記事項等について記入する。 
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〔４〕指導に関する記録（中学校生徒指導要録） 

 (1) 各教科の学習の記録 

   各教科の学習の記録については，観点別学習状況及び評定について記入する。 

   なお，特別支援学級に在籍する生徒の指導に関する記録については，通常の学級と同様であるが，必要

がある場合，特別支援学校中学部の指導要録に準じて作成する。その際，指導要録の扱いが学校や学級に

より異なることは好ましくないため，市町教育委員会に確認するなどし，適切に処理することが基本とな

る。 

  ア 観点別学習状況 

     中学校学習指導要領（平成29年文部科学省告示第64号）に示された各教科の目標に照らして，その実

現状況を観点ごとに評価し記入する。 

その際，「十分満足できる」状況と判断されるものをＡ，「おおむね満足できる」状況と判断される

ものをＢ，「努力を要する」状況と判断されるものをＣのように区別して評価を記入する。 

    各教科の評価の観点について，設置者は，中学校学習指導要領等を踏まえ，付属資料１（P.28～49）

を参考に設定する。 

    選択教科を実施する場合は，各学校において観点を定め，記入する。 

  イ 評定 

    各学年における各教科の学習の状況について，中学校学習指導要領に示された各教科の目標に照らし

て，その実現状況を総括的に評価し記入する。 

    必修教科の評定は，中学校学習指導要領に示された各教科の目標に照らして，その実現状況を「十分

満足できるもののうち，特に程度が高い」状況と判断されるものを５，「十分満足できる」状況と判断

されるものを４，「おおむね満足できる」状況と判断されるものを３，「努力を要する」状況と判断さ

れるものを２，「一層努力を要する」状況と判断されるものを１のように区別して評価を記入する。 

    選択教科を実施する場合は，各学校が評定の段階を決定し記入する。 

    評定に当たっては，評定は各教科の学習の状況を総括的に評価するものであり，「ア 観点別学習状

況」において掲げられた観点は，分析的な評価を行うものとして，各教科の評定を行う場合において基

本的な要素となるものであることに十分留意する。 

    その際，評定の適切な決定方法等については，各学校において定める。 

 (2) 特別の教科 道徳（以下「道徳科」という） 

      中学校等における道徳科の評価については，「学習指導要領の一部改正に伴う小学校，中学校及び特別

支援学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（28文科

初第604号）に基づき，学習活動における生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子を個人内評価として

文章で端的に記述する。 

 (3) 総合的な学習の時間の記録 

  ア 学習活動 

    総合的な学習の時間に行った学習活動を簡潔な文言で示す。 

  イ 観点 

    中学校学習指導要領に示された総合的な学習の時間の目標を踏まえ，各学校において具体的に定めた

目標，内容に基づいて付属資料３（P.51）を参考に定める。 

  ウ 評価 

    アの学習活動及びイの観点を記入した上で，それらの観点のうち，生徒の学習状況に顕著な事項があ

第
１
章 

指
導
要
録
に
つ
い
て 

 



 - 16 - 

る場合などに，その特徴を記入する等，生徒にどのような力が身に付いたかを文章で端的に記述する。 

 (4) 特別活動の記録 

  ア 観点 

中学校学習指導要領等に示された特別活動の目標を踏まえ，各学校において付属資料４（P.52）を参考

に定める。 

その際，特別活動の特質や学校として重点化した内容を踏まえ，例えば，「主体的に生活や人間関係

をよりよくしようとする態度」などのように,より具体的に定めることも考えられる。記入に当たって

は，特別活動の学習が学校や学級における集団活動や生活を対象に行われるという特質に留意する。 

  イ 評価 

    アの観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，評価の観点に照らして十分満足できる状況にあ

ると判断される場合に，〇印を記入する。 

 (5) 行動の記録 

  ア 項目 

    各教科，道徳科，総合的な学習の時間，特別活動やその他学校生活全体にわたって認められる生徒の

行動について，設置者は，中学校学習指導要領等の総則及び道徳科の目標や内容，内容の取扱いで重点

化を図ることとしている事項等を踏まえて示している付属資料５（P.53～54）を参考にして，項目を適

切に設定する。 

また，各学校において，自らの教育目標に沿って項目を追加できるようにする。 

イ 評価 

    各項目の趣旨に照らして十分満足できる状況にあると判断される場合に，〇印を記入する。 

 (6) 総合所見及び指導上参考となる諸事項 

   生徒の成長の状況を総合的に捉えるため，以下の事項等を文章で箇条書き等により端的に記述する。 

記入に際しては，生徒の優れている点や長所，進歩の状況などを取り上げることに留意する。 

ただし，生徒の努力を要する点などについても，その後の指導において，特に配慮を要するものがあれ

ば端的に記入する。 

  ア 各教科や総合的な学習の時間の学習に関する所見 

     各教科や総合的な学習の時間の学習について，総合的に見た場合の生徒の特徴や指導上特に留意すべ

き事項など。 

  イ 特別活動に関する事実及び所見 

    特別活動における生徒の活動の状況について，所属する係名や委員会名及び学校行事における役割の

分担などの主な事実や，その生徒個人として比較的優れている点等，特別活動全体を通して見られる生

徒の特徴など。 

  ウ 行動に関する所見 

      行動の状況について，その生徒個人として比較的優れている点など，学校生活全体にわたって，総合

的に見た場合の生徒の特徴や，指導上特に留意する必要があると認められる生徒の健康状況の事項など。 

  エ 進路指導に関する事項 

    学校の教育活動全体を通じて行う進路指導に関し，生徒の将来の希望や生徒の学習状況，生徒の希望

を実現するために行った指導・助言など。 

  オ 生徒の特徴・特技，部活動，学校内外におけるボランティア活動などの社会奉仕体験活動，表彰を受

けた行為や活動，学力について標準化された検査の結果等指導上参考となる諸事項 

   (ｱ) 生徒の特徴や特技，趣味などのうち，生徒の長所を把握する上で特に重要なもの 
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(ｲ) 家庭や社会における奉仕活動等の善行，学校内外における表彰を受けた行為や活動及び教育課程外

における活動のうち生徒の長所と判断されるもの 

   (ｳ) 学力について標準化された検査の結果等のうち，その後の指導に生かすことができる具体的な内容 

   (ｴ) 海外から帰国した事実など指導上特に必要な事項 

  カ 生徒の成長の状況にかかわる総合的な所見 

      当該学年の学習や特別活動及び行動等の状況において，当初と学年末とを比較し，進歩が著しい場合，

その状況に関すること。 

  キ その他 

(ｱ) 障害のある生徒や日本語の習得に困難のある生徒のうち，通級による指導を受けている生徒につい

ては，通級による指導を受ける学校名，通級による指導の授業時数，指導期間，指導の内容や結果等

を端的に記入する。 

(ｲ) 通級による指導の対象となっていない生徒で，教育上特別な支援を必要とする場合については，必

要に応じ，効果があったと考えられる指導方法や配慮事項を端的に記入する。 

     なお，これらの生徒について個別の指導計画を作成している場合において当該指導計画に上記にか

かわる記載がなされている場合には，その写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録へ

の記入に替えることも可能である。 

 (7) 出欠の記録 

    この欄には，以下の事項を記入する。 

  ア 授業日数 

    生徒の属する学年について授業を実施した年間の総日数を記入する。学校保健安全法第20条（P.67）

の規定に基づき，臨時に，学校の全部又は学年の全部の休業を行うこととした日数は授業日数には含め

ない。 

    この授業日数は，原則として，同一学年の全ての生徒につき同日数とすることが適当である。ただし，

転学又は退学等をした生徒については，転学のため学校を去った日又は退学等をした日までの授業日数

を記入し，転入学又は編入学等をした生徒については，転入学又は編入学等をした日以後の授業日数を

記入する。 

    なお，授業とは，学校において編成した教育課程を実施することであるから，例えば，夏季休業期間

中における生徒の出校日等は，それが教育課程として実施されたものでない限り，授業日とはみなさな

い。 

  イ 出席停止・忌引等の日数 

    以下の日数を合算して記入する。 

(ｱ) 学校教育法第35条（P.66）による出席停止日数，学校保健安全法第19条（P.71）及び学校保健安全

法施行規則第18条，第19条（P.71～72）による出席停止日数並びに感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律第19条，第20条，第26条及び第46条（P.72～74）による入院の場合の日数 

(ｲ) 学校保健安全法第20条により，臨時に学年の中の一部の休業を行った場合の日数 

   (ｳ) 忌引日数 

     この日数については，市町教育委員会で定めた「児童生徒の忌引日数」の規定に従う。 

     規定を定めていない市町においては，学校により忌引日数等が異なることは好ましくないため，学

校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則第11条14項別表２に示された日数を参考に，下表の

ようにすることが望ましい。なお，別表第２の日数の欄に掲げている日数とは，「学校職員の勤務時
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間その他の勤務条件に関する規則の運用について」（平成７.３.31付義教1169）の第７の22において，

連続する暦日（休日を含む日数のこと）としている。  

死 亡 し た 者 日 数 付記 １ 生計を一にする姻族の場合は， 

左に準ずる。 

２ 葬祭のため遠隔の地に赴く必要 

のある場合は，実際に要した往復 

日数を加算することができる。 

１親等の直系尊属（父母） ７ 日 

２親等の直系尊属（祖父母） ３ 日 

２親等の傍系者  （兄弟姉妹） ３ 日 

３親等の傍系尊属（伯叔父母） １ 日 

 

      (ｴ) 非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで，校長が出席し

なくてもよいと認めた日数 

   (ｵ) 選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で，校長が出席しなくてもよいと認めた

日数 

   (ｶ) その他教育上特に必要な場合で，校長が出席しなくてもよいと認めた日数 

  ウ 出席しなければならない日数 

    授業日数から出席停止・忌引等の日数を差し引いた日数を記入する。 

  エ 欠席日数 

    出席しなければならない日数のうち病気又はその他の事故で生徒が欠席した日数を記入する。 

  オ 出席日数 

    (ｱ) 記入 

出席しなければならない日数から欠席日数を差し引いた日数を記入する。 

    (ｲ) 出席扱いとすることができる場合 

a 学校の教育活動の一環として生徒が運動や文化などに関わる行事等に参加したものと校長が認め

る場合 

     b  「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日・元文科初第698号 P. 75～

84）に沿って，別記１（義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相

談・指導を受けている場合）及び別記２（不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習

活動を行った場合）により，校長が出席扱いと認める場合 

なお，この場合には，出席日数の内数として出席扱いとした日数並びに生徒が通所又は入所し 

た学校外の施設名と所在市町名（県外の施設の場合は都道府県名）又は自宅においてＩＣＴ等を活

用した学習活動によることを備考欄に記入する。 

        c   「小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の

出欠の取扱い等について」（平成30年9月20日・30文科初第837号 P. 104～106）に沿って，病気

療養児に対する教育の一層の充実を図るために同時双方向型授業配信を行った場合 

なお，この場合には，出席日数の内数として出席扱いとした日数並びに病気療養中の授業配信に

よることを備考欄に記入する。 

  カ 備考 

     出席停止・忌引等の日数に関する特記事項，学校に登校していないが出席扱いとした事由，欠席理由

の主なもの，遅刻，早退等の状況，その他の出欠に関する特記事項等を記入する。 
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(8) 別記（非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録） 

この欄には、以下の事項を記入する。 

ア 生徒が登校できない事由  

感染症や災害の発生等の児童がやむを得ず学校に登校できなかった事由を記入する。 

イ オンラインを活用した特例の授業 

非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない生徒について、以下の方法に

よるオンラインを活用した学習の指導（オンラインを活用した特例の授業）を実施したと校長が認める

場合には、(ｱ)から(ｳ)までの事項を記入する。 

・ 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導 

・ 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施す

る学習指導（オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む） 

(ｱ) 実施日数 

オンラインを活用した特例の授業の実施日数を記入する。 

(ｲ) 参加日数 

オンラインを活用した特例の授業への参加日数を記入する。学校の臨時休業中のオンラインを活用

した特例の授業を実施している日に、 家庭の事情等により学校に登校して参加する生徒についても、 

オンラインを活用した特例の授業への参加日数として記入する。 

(ｳ) 実施方法等 

オンラインを活用した特例の授業の実施方法等を簡潔に記入する。 

ウ その他の学習等 

必要に応じて、 オンラインを活用した特例の授業以外に、 非常時に臨時休業又は出席停止等により

やむを得ず学校に登校できなかった生徒が行った学習その他の特記事項等について記入する。 
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別紙Ⅰ

様式１（学籍に関する記録）

（日本産業規格Ａ４縦型）

4 5 6

6

　　　　　年度 　　　　　年度 　　　　　年度

学級担任者
氏　名　印

年　　度

区分 学年

区分 学年

学級担任者
氏　名　印

校長氏名印

学　　級

整理番号

1

学　　　　　籍　　　　　の　　　　　記　　　　　録

3

転学・退学等

児
　
　
　
童

　　　　　年　　月　　日　第 1 学年  入学
　　　　　　　　　　　 　 第   学年編入学

　　　　　年　　月　　日　第   学年転入学
転　入　学

入学・編入学等

小　学　校　児　童　指　導　要　録　（参 考 様 式）

2 543学年区分

学　校　名

及　　　び

所　在　地

（分校名・所在地等）

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日生

性
　
別

保
　
護
　
者

ふりがな

ふりがな

現住所

氏　名

生年月日

現住所

氏　名

入学前の経歴

年　　度

校長氏名印

　　　　　年度　　　　　年度

1 2

　　　　　年度

進　学　先

 （　　　　　年　　　月　　　　日）
　 　　　　　年　　　月　　　　日

卒　　　業 　 　　　　　年　　　月　　　　日
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別紙Ⅱ

様式２（指導に関する記録） （日本産業規格Ａ４縦型）

学　　級

整理番号

1

2

5

6

4

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度

6

評定

総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 記 録

児　童　氏　名

観　　点 学　　年 3 4 5

区分 学年 1 2 3 4 5

特　別　の　教　科　　道　徳

学年

　学　習　活　動　 　観　　点　 評　　価

6教科 1 2

思考・判断・表現

算
　
　
数

知識・技能

評定

理
　
　
科

評定

主体的に学習に取り組む態度

思考・判断・表現

知識・技能

主体的に学習に取り組む態度

主体的に学習に取り組む態度

思考・判断・表現

知識・技能

生
 
　
活

 

知識・技能

主体的に学習に取り組む態度

学年

各　教　科　の　学　習　の　記　録

外　国　語　活　動　の　記　録

学習状況及び道徳性に係る成長の様子

思考・判断・表現

評定

思考・判断・表現

知識・技能

学　　校　　名

知識・技能

主体的に学習に取り組む態度

思考・判断・表現

評定

評定

思考・判断・表現

評定

主体的に学習に取り組む態度

思考・判断・表現

国
　
　
語

社
　
　
会

知識・技能

知識・技能

主体的に学習に取り組む態度

評定

音
　
　
楽

図
画
工
作

家
　
　
庭

体
　
　
育

外
国
語

知識・技能

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

思考・判断・表現

評定

主体的に学習に取り組む態度

評定

主体的に学習に取り組む態度

3

4

3

学年

3

4

5

6

特　別　活　動　の　記　録

内　　容 観　点 学　年 1 2 3 4 5 6

学級活動

児童会活動

クラブ活動

学校行事
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公共心・公徳心

勤労・奉仕

生命尊重・自然愛護

公正・公平

2

1

3

4

6

5

第
5
学
年

第
6
学
年

総　合　所　見　及　び　指　導　上　参　考　と　な　る　諸　事　項

第
2
学
年

第
3
学
年

児　童　氏　名

区分

学年

第
1
学
年

第
4
学
年

自主・自律

責任感

創意工夫

出　　　欠　　　の　　　記　　　録

授業日数 欠席日数 出席日数 備　　　　　　考
出席停止・

忌引等の日数

出席しなければ

ならない日数

基本的な生活習慣

健康・体力の向上

思いやり・協力

1 2 1 2 3

行　　　動　　　の　　　記　　　録

3 4項　　目 学　　年 4 5 6項　　目 学　　年5 6
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様式２（指導に関する記録）別記

児　童　氏　名

非　常　時　に　オ　ン　ラ　イ　ン　を　活　用　し　て　実　施　し　た　特　例　の　授　業　等　の　記　録

第
1
学
年

児童が登校
できない
事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数 実施方法等

第
2
学
年

児童が登校
できない
事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数

その他の
学習等

その他の
学習等

実施方法等

参加日数 実施方法等

その他の
学習等

第
4
学
年

児童が登校
できない
事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数 実施方法等

第
3
学
年

児童が登校
できない
事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数

その他の
学習等

第
5
学
年

児童が登校
できない
事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数 実施方法等

その他の
学習等

その他の
学習等

第
6
学
年

児童が登校
できない
事由

オンライン
を活用した
特例の授業

実施日数 参加日数 実施方法等
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様式１（学籍に関する記録）

入学前の経歴

年　　度

　 　　　　　年　　　月　　　　日

　　　　　年度　　　　　年度 　　　　　年度

卒　　　業

　進　学　先

　就　職　先　等

氏　名

学　　　　　籍　　　　　の　　　　　記　　　　　録

生
　
　
　
徒

転学・退学等

ふりがな

氏　名

生年月日

現住所

ふりがな

保
　
護
　
者

現住所

区分 学年

学　校　名

及　　　び

所　在　地

（分校名・所在地等）

　　　　　年　　月　　日　第 1 学年  入学
　　　　　　　　　　　  　第   学年編入学

　　　　　年　　月　　日　第   学年転入学
転　入　学

入学・編入学等

3

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日生

性
　
別

1 2

 （　　　　　年　　　月　　　　日）
　 　　　　　年　　　月　　　　日

中　学　校　生　徒　指　導　要　録　（参 考 様 式）

2学年区分

学　　級

整理番号

3

（日本産業規格Ａ４縦型）

1

学級担任者
氏　名　印

校長氏名印
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様式２（指導に関する記録）

生徒会活動

3

特　別　活　動　の　記　録

内　　容

1

2

学　年観　点

学級活動

学校行事

321

特　別　の　教　科　　道　徳

学年 学習状況及び道徳性に係る成長の様子

　学　習　活　動　 　観　　点　 評　　価

総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 記 録

2

1

学年

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

評定

評定

思考・判断・表現

知識・技能

主体的に学習に取り組む態度

評定

思考・判断・表現

評定

区分 学年

学　　級

整理番号

学　　年

 

321

各　教　科　の　学　習　の　記　録

生　徒　氏　名 学　　校　　名 1 2 3

2

外
国
語

思考・判断・表現
技
術
・
家
庭

主体的に学習に取り組む態度

保
健
体
育

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

思考・判断・表現

美
　
　
術

思考・判断・表現

知識・技能

音
　
　
楽

知識・技能

評定

評定

主体的に学習に取り組む態度

思考・判断・表現

理
　
　
科

思考・判断・表現

3
評定

数
　
　
学

知識・技能

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

観　　点

評定

観　　点 学　　年

知識・技能

思考・判断・表現

評定

（日本産業規格Ａ４縦型）

国
　
　
語

教科

社
　
　
会

主体的に学習に取り組む態度

1

主体的に学習に取り組む態度

思考・判断・表現

3教科

評定

- 25 -



3

2

1

第
3
学
年

出　　　欠　　　の　　　記　　　録

区分
授業日数

出席停止・ 出席しなければ

欠席日数 出席日数 備　　　　　　考
学年 忌引等の日数 ならない日数

第
1
学
年

第
2
学
年

総　合　所　見　及　び　指　導　上　参　考　と　な　る　諸　事　項

創意工夫 公共心・公徳心

自主・自律

責任感 公正・公平

勤労・奉仕

健康・体力の向上 生命尊重・自然愛護

基本的な生活習慣 思いやり・協力

生　徒　氏　名

行　　　動　　　の　　　記　　　録

項　　目 学　　年 項　　目 学　　年1 2 3 1 2 3
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様式２（指導に関する記録）別記

その他の
学習等

第
3
学
年

生徒が登校
できない
オンライン
を活用した

実施日数 参加日数 実施方法等

第
2
学
年

生徒が登校
できない
オンライン
を活用した

実施日数

その他の
学習等

参加日数 実施方法等

生　徒　氏　名

非　常　時　に　オ　ン　ラ　イ　ン　を　活　用　し　て　実　施　し　た　特　例　の　授　業　等　の　記　録

第
1
学
年

生徒が登校
できない
オンライン
を活用した

実施日数 参加日数 実施方法等

その他の
学習等
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付属資料１ 各教科等・各学年等の評価の観点及びその趣旨 

      （小学校及び特別支援学校小学部並びに中学校及び特別支援学校中学部） 

 

１．各教科の学習の記録 

 

 



 - 29 - 

 



 - 30 - 
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付属資料２ 外国語活動の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 51 - 

付属資料３ 総合的な学習の時間の記録 
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付属資料４ 特別活動の記録 
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付属資料５ 行動の記録 
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第２章 指導要録抄本について 

 

１ 改訂の趣旨 

  指導要録の記載内容の変更及び抄本に対する変更意見を参考に，現行の抄本を改善した。 

２ 改訂栃木県案 

新たな指導要録の様式を基に，指導上必要と思われる事項が記入できるものとする。 

用紙の規格は，指導要録と同様にすべて日本産業規格Ａ４判縦型とし，紙質は45㎏程度の上質

紙とする。 

３ 取扱い 

進学した児童生徒については，指導要録の抄本又は写しを作成し，毎年４月末日までに進学先

の校長に送付する。 

幼稚園や小学校等から送付を受けた抄本又は写しは，指導要録に準じて名列表(索引表），表

紙等を付してとじておく。児童生徒の転学によって送付を受けた写しも，このつづりにとじこむ

とともに，当該児童生徒の氏名を名列表（索引表）に書き加える。 

児童生徒が転学した場合は，指導要録の抄本又は写しとともに，進学元（幼稚園，保育所，認

定こども園，小学校，義務教育学校等）から送付を受けた指導要録の抄本又は写しも転学先の校

長に送付することになるので，名列表（索引表）の訂正など所要の手続きをとるようにする。 

４ 記入上の注意 

〔１〕 一般的事項 

  (1) 指導要録の記載事項又はそのうちの必要事項を選んで記入する。 

 (2) 記入の方法などについては，指導要録に準じる。 

〔２〕 各教科の学習の記録 

    観点別学習状況及び評定については，指導要録の記載どおりに記入する。 

〔３〕 道徳科の記録 

    学習状況や道徳性に係る成長の様子については，指導要録の記載どおりに記入する。 

〔４〕 外国語活動の記録（小学校）  

    観点及び評価については，指導要録の記載どおりに記入する。 

〔５〕 総合的な学習の時間の記録 

    学習活動，観点及び評価については，指導要録の記載どおりに記入する。 

〔６〕 特別活動の記録 

    観点及び活動の状況については，指導要録の記載どおりに記入する。 

〔７〕 行動の記録 

    行動の状況については，指導要録の記載どおりに記入する。 

〔８〕 総合所見及び指導上参考となる諸事項のうちの必要事項 

    指導上参考となる諸事項の欄に記載されている事項のうち将来の指導上必要と思われる事

項だけを記入する。また，小学校における第６学年及び中学校第３学年以外の学年の記載内

容で，特に将来の指導上必要と思われる内容がある場合には，学年を明記して記入する。 

なお，記入する事項のない場合には，斜線（右上り）を引く。 

〔９〕 出欠の記録 

    各項目の日数は，指導要録の記載どおりに記入する。 

    「備考のうちの必要事項」には，将来の指導上必要と思われる事項を記入する。また，小

学校第６学年，中学校第３学年及び義務教育学校第９学年以外の学年の記載内容で，将来の

指導上特に必要と思われる内容がある場合には，学年を明記して記入する。 

    なお，記入する事項のない場合には，斜線（右上り）を引く。 

 

第
２
章 

指
導
要
録
抄
本
に
つ
い
て 
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外
国
語

創意工夫

理
　
科

音
　
楽

学習状況及び道徳性に係る成長の様子

責任感 公正・公平

生命尊重・自然愛護

自主・自律 勤労・奉仕

健康・体力の向上

項　　目 評価 項　　目 評価

基本的な生活習慣 思いやり・協力

公共心・公徳心

学校行事

第　６　学　年　の　行　動　の　記　録 第６学年の総合所見及び指導上参考となる諸事項のうちの必要事項

児童会活動
備　考　の　う　ち　の　必　要　事　項

クラブ活動

学級活動

第　６　学　年　の　特　別　活　動　の　記　録 第　６　学　年　の　出　欠　の　記　録

内　　容 観　　　　点 評　価
授業日数

出席停止・
忌引等の日数

出席しなければ
ならない日数

欠席日数 出席日数

第 ６ 学 年 の 特 別 の 教 科　 道 徳 の 記 録 第 ６ 学 年 の 総 合 的 な 学 習 の 時 間 の 記 録

学 習 活 動 観　　点 評　　価

知識・技能

思考・判断・表現 思考・判断・表現

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度 主体的に学習に取り組む態度

知識・技能

主体的に学習に取り組む態度

思考・判断・表現 思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度 主体的に学習に取り組む態度

算
　
数

知識・技能 体
　
育

知識・技能

思考・判断・表現 思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度 主体的に学習に取り組む態度

社
　
会

知識・技能 家
　
庭

知識・技能

思考・判断・表現 思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度 主体的に学習に取り組む態度

評　価 教科 観　　　　　点 評　価

国
　
語

知識・技能 図
画
工
作

知識・技能

卒 業 年 月 日  令和　　　　年　　　月　　　日

第　　６　　学　　年　　の　　各　　教　　科　　の　　学　　習　　の　　記　　録

Ⅰ　　　観　点　別　学　習　状　況
Ⅱ評定

Ⅰ　　　観　点　別　学　習　状　況
Ⅱ評定

教科 観　　　　　点

保
護
者

ふ り が な

氏 名
生 年 月 日  平成　　　　年　　　月　　　日生

現 住 所
現 住 所

現　住　所
学級担任者
氏　　　名

学　　　　籍　　　　の　　　　記　　　　録

児
　
童

ふ り が な
氏 名

性
別

小 学 校 児 童 指 導 要 録 抄 本 （日本産業規格Ａ４縦型）

学　校　名 校長氏名印
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第 ３ 学 年 の 特 別 の 教 科 　道 徳 の 記 録

学習状況及び道徳性に係る成長の様子

中 学 校 生 徒 指 導 要 録 抄 本 （日本産業規格Ａ４縦型）

学　校　名 校長氏名印

現　住　所
学級担任者
氏　　　名

学　　　　籍　　　　の　　　　記　　　　録

生
　
徒

ふ り が な
氏 名

性
別

保
護
者

ふ り が な

氏 名

生 年 月 日  平成　　  　年　　 　月　 　　日生

現 住 所
現 住 所

卒 業 年 月 日  令和　　  　年　　 　月　　 　日 

第　　３　　学　　年　　の　　各　　教　　科　　の　　学　　習　　の　　記　　録

Ⅰ　　　観　点　別　学　習　状　況
Ⅱ評定

Ⅰ　　　観　点　別　学　習　状　況
Ⅱ評定

教科 観　　　　　点 評　価 教科 観　　　　　点 評　価

国
　
語

知識・技能 保
健
体
育

知識・技能

思考・判断・表現 思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度 主体的に学習に取り組む態度

社
　
会

知識・技能 技
術
・
家
庭

知識・技能

思考・判断・表現 思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度 主体的に学習に取り組む態度

数
　
学

知識・技能 外
国
語

知識・技能

思考・判断・表現 思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度 主体的に学習に取り組む態度

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

理
　
科

知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度

音
　
楽

知識・技能

思考・判断・表現

知識・技能美
　
術 主体的に学習に取り組む態度

第　３　学　年　の　総　合　的　な　学　習　の　時　間　の　記　録 第　３　学　年　の　特　別　活　動　の　記　録

学 習 活 動 観　　点 評　　価 内　　容 観　　　　点 評価

生徒会活動

学校行事

責任感 創意工夫
思いやり・

協力

学級活動

勤労・奉仕 公正・公平

第　　３　　学　　年　　の　　行　　動　　の　　記　　録

基本的な
生活習慣

健康・体力
の向上

自主・自律

第　３　学　年　の　出　欠　の　記　録

出席しなければ
ならない日数

欠席日数

第３学年の総合所見及び指導上参考となる諸事項のうちの必要事項

公共心・
公徳心

授業日数
出席停止・

忌引等の日数
出席日数

備　考　の　う　ち　の　必　要　事　項

生命尊重・
自然愛護
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第３章 指導要録の記入Ｑ＆Ａ 

 

１ 取扱い 

Ｑ１ 指導要録の写しの作成に複写機を使ってもよいでしょうか。また，その際，用紙の大きさを変えてもよい

でしょうか。 

Ａ  現在の複写機の性能から考えると，写しの作成に用いることは原則としては差し支えありません。 

ただし，複写する際の指導要録の取扱いや，保存年限を考えた用紙の選択などの配慮が必要です。 

また，写しの作成に用いる用紙の大きさは，原本と同じものとすることが基本です。 

 

Ｑ２ 指導要録の記載事項について，生徒本人や他の機関から照会があった場合は提供してよいのでしょうか。 

Ａ ① 本人から開示の要求があった場合 

指導要録は，学校教育法施行規則第24条第１項（P.63）に規定されるとおり，学校に備えなければなら

ない表簿であり，学校が保有する個人情報です。開示の要求があった場合の具体的な取扱いについては，

様式や記載事項等を決定する権限を有する各市町教育委員会において，条例や規則等に基づき判断するこ

とになります。 

  ② 他の機関から照会があった場合  

指導要録は，児童生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し，その後の指導及び外部に対す

る証明等に役立たせるための原簿となるものですが，もともと児童生徒の関係する学校以外には部外秘の

ものです。したがって，外部に対する証明等に当たっては，その使途や本人に対する利益，不利益等を十

分に考慮して慎重に取り扱う必要があります。 

つまり，回答書や証明書の作成には，照会の趣旨等を十分に確認した上で，その目的に応じて必要最小

限の事項を記載するような配慮が必要です。 

なお，市町の個人情報保護条例の実施機関である市町立小・中・義務教育学校が，例えば県の個人情報

保護条例の実施機関である県立高等学校に法令で定められた写し又は抄本以外の個人の情報を提供する場

合には，本人又は保護者の承諾が必要となるなどの制限が付くことがあります。 

また，私立の幼稚園等，市町の個人情報保護条例の実施機関となっていない機関等に対し，情報の提供

を求めることができない場合もあるので注意が必要です。 

 

Ｑ３ 長期欠席等により原級留置となった場合，指導要録は，どのように処理すればよいのでしょうか。 

Ａ  同じ学年について，再度記入することは困難であるため，新たな指導要録を作成することになります。そ

の際，元の指導要録の当該学年の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に，「原級留置」，「原級

留置とした年月日（通常は学年末である○○年３月31日）」，「原級留置とする学年」，「事由（例：入院

による長期欠席のため）」を記入します。 

また，新しく作成した指導要録には，児童生徒氏名等の必要最小限の事項を記入するとともに，当該学年

の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に，「原級留置をする学年」と「原級留置を決定した年月

日」を記入し，その学年に関する事項を記録していくことになります。 

なお，原級留置までの記録が記入された指導要録は，新たに作成したものと併せてとじておくようにしま

す。 

また，名列表(索引表)については，その学級に所属していた児童生徒の異動を明確にするために，氏名を

朱一本線で消除し,「転学・退学の年月日」の欄に年度末の年月日を，「事由」として「原級留置」を記入

します。 
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Ｑ４ Ｂ小学校に第２学年まで在籍していて，第３～４学年を海外の現地校に在籍していた児童が，Ｂ小学

校（第２学年まで在籍していた学校）に再度編入学してきました。Ｂ小学校は，当該児童の指導要録を

新たに作成する必要はあるのでしょうか。 

Ａ  新たに作成する必要はありません。Ｂ小学校に保存されている第２学年まで記載のある指導要録に第５

学年からの記録を記載してください。 

なお，健康診断票に関しても同様です。 

（指導要録の手引 P.３「(7)編入学等の場合 ア，(8)保存期間 ア」参照） 

 

２ 記入一般 

Ｑ５ 指導要録の欄によって，ゴム印による押印やパソコンの文書作成ソフト等による記入は可能でしょう

か。その際，どのようなことに配慮したらよいでしょうか。 

 Ａ  基本的には定められた期間の保存が可能であれば，ゴム印やパソコンの文書作成ソフト等を使用しても問

題はありません。 

つまり，ゴム印やパソコンの文書作成ソフト等が問題なのではなく，インクやトナー等が20年という期間

の保存に耐えられるかということが問題となります。 

    また，欄によってゴム印を使用してはならないというようなことはありませんが，指導要録の活用を考え

れば，学校内では統一することが望ましいと思われます。 

    なお，パソコンの文書作成ソフト等により記入する際は,特に次のようなことに配慮する必要があります｡ 

   ① プリンタの紙づまり等により指導要録が破損することのないよう，十分注意する。 

   ② 別の児童生徒の指導要録に印刷することのないよう，十分に確認する。 

   ③ 指導要録に記入するために作成したデータの取扱いは，指導要録と同様の配慮をする。 

 

 

３ 児童生徒氏名 

Ｑ６ 編入学してきた外国人児童生徒の氏名は，どのように表記したらよいでしょうか。 

 Ａ  学齢簿に準じるものに基づいて氏名を表記するようにします。学齢簿に準じるものを作成していない場合

には，在留カード，特別永住者証明書又は住民票に記載された氏名を表記するようにします。ただし，教育

委員会及び学校は在留カードまたは特別永住者証明書の提示を強要することはできませんので，任意で提示

してもらうようにします。 

    なお，通称名を使用する場合は本名の下に，括弧書きで通称名を記入します。 

    また，ふりがなについては，発音に最も近い形で，本名，通称名ともに記入しておく必要があります。 

 

 

４ 保護者 

Ｑ７ 父母が外国に転勤したため，祖父母の家から通っている児童生徒の保護者は，どのように記入すればよ

いのでしょうか。 

 Ａ  学校教育法第16条に「保護者（子に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは，未成年後見人）を

いう。以下同じ。）は…。」とあるので，学齢簿，指導要録の保護者氏名はこれに従って記入します。 

    つまり，住所が異なっていても，保護者の欄には，法律上の親権者（この場合，外国に転勤した父母のう

ち親権を有する者）を記入することとなります。 

    なお，児童生徒の指導上，児童生徒と祖父母との関係などを明確にしておく必要がある場合には，「総合

所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に記入しておきます。 
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５ 転入学 

Ｑ８ Ｄ小学校の３年生に在学していたある児童が，保護者の転勤のために他県のＥ小学校に転学しました。

最後に登校したのは令和２年10月15日でしたが，Ｅ小学校より，令和２年10月18日に受け入れたとの連絡

がありました。このような場合，転学・退学の欄にはどのように記入すればよいのでしょうか。 

 Ａ  転学・退学等の欄には，転学のために学校を去った年月日（出校した最後の日）をこの欄の上部括弧内に 

また，下部には転学先の学校が受け入れた年月日の前日を記入し，その下の余白に転学先の学校名，所在地，

転入学年及びその事由等を記入することとなっていますので，Ｄ小学校の指導要録は図１のようになり，Ｅ 

小学校の指導要録は図２のようになります。 

    なお，10月15日と10月17日の間は，一般には，転居等の都合によりその児童に授業を課する事が不可能な

日であり，この期間は授業を行わない日とみなされ，たとえ授業があったとしても，それは授業日数として

数えないこととなります。 

       図１    Ｄ小学校の指導要録 

転学・退学等 

 （令和２年１０月１５日） 

  令和２年１０月１７日 

  ◇◇◇県◇◇市立 Ｅ 小学校 第３学年 

  ◇◇◇県◇◇市◇◇町◇◇   転居のため 

 

       図２  Ｅ小学校の指導要録 

 

転入学 

 

  令和２年１０月１８日 

  △△県△△市立 Ｄ 小学校  第３学年 

  △△県△△市△△町△△    転居のため 

 

    長期欠席していた児童生徒が転学する場合など，転学のために学校を去った年月日が不明な場合は，相手

の学校が受け入れた日の前日から，転居に要した日数を差し引いた年月日を学校を去った日として，括弧内

に記入することが望ましいと思われます。 

なお，年度末に児童生徒が転学する場合，手続きが遅れると，転学したはずの児童生徒が，新しい学年に

所属していたことになってしまいます。転学の際には，年度が変わる前に手続きをするよう保護者に依頼し

ておくことも大切です。 

 

Ｑ９ 配偶者からの暴力の被害者の子どもが，住民登録をしないで転入学した場合，指導要録の取扱いや配慮

事項は，どのようにすればよいのでしょうか。 

Ａ (1) 指導要録の取扱い 

配偶者からの暴力の被害者の子どもの就学を住民票なしに受け入れた場合，当該市町教育委員会は，学

齢簿に記載したり，前住所地の教育委員会に対して学齢簿に記載した旨を通知したりするなど，就学手続

をとることになります。 

転学先の学校は，市町教育委員会が編製した学齢簿に従い，当該児童生徒の指導要録を作成し，必要事

項を記入します。 

転出元の校長は，転学先の学校に写しを送付します。 

(2) 配慮事項 

配偶者からの暴力の被害者の子どもについては，転学した児童生徒の指導要録の記述を通じて，転学先

の学校名や所在地等の情報が配偶者（加害者）に伝わることが懸念されるため、配偶者からの暴力の被害

者の子どもの就学であることを関係者間で共有するとともに，情報を知り得る者については必要最小限の

範囲に制限するなど，情報を特に厳重に管理した上で，転出元の学校から転学先の学校へ児童生徒の指導

要録の写しを送付するようにします。 

なお，当該児童生徒に関する転学先や居住地等の情報の管理については，各地方公共団体の個人情報保
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護条例等に則り，配偶者暴力相談支援センターや福祉部局等との連携を図りながら，厳重に管理してくだ

さい｡特に，指導要録の開示請求については，配偶者からの暴力の被害者の子どもの特別な事情があること

を十分認識した上で，慎重に対応することが重要です。 

（指導要録の手引 P.80～82「配偶者からの暴力の被害者の子どもの就学について」参照） 

 

６ 校長氏名印，学級担任者氏名印 

Ｑ10 年度途中などで学級担任が代わる場合の記入の仕方は，どのようにすればよいのでしょうか。 

 Ａ  基本的には，次のようなことに注意して記入してください。 

  (1)  その年度において（４月１日から翌年の３月31日まで），担任が不在の期間は作ってはならない。 

  (2)  担任が変更になった場合は，下に新たな担任名を記入し，変更の年月日を括弧書きする。その際，前の

担任名は消除せず，変更の理由を記入する必要もない。 

  (3)  育休補充教員が担任する場合など，正式な担任がいてその代わりの者が担任する際は，正式な担任名を

記入し，その下に補充教員名を記入する。その際，氏名の最初に（産・補）等補充教員であることを明記

するとともに，担任する期間を括弧で記入する。 

  (4)  同一教員が，連続しない複数の期間担任する場合は，氏名を２度記入する必要はない。担任した期間を

複数回括弧で記入する。 

  (5)  押印は，学年末や転学・退学等指導要録の記入が完結する際に担任している者が行う。 

 
問題となりやすいものを例示すると，次のようになります。 

 
        例１ 担任（足利愛子）の育休補充教員（栃木望）が４月１日より担任する場合 

年 度 令和２年度 令和３年度 

区分  学年 １ ２ 

校長氏名印 宇 都 宮  誠  

学級担任者 
氏 名 印 

足 利  愛 子 

(育･補) 栃木  望 
     (4.1～6.25) 

 

   

        

  たとえ４月１日より育休補充教員が担任するとしても，最初に正式な担任名を書き，その下に 

育休補充教員の名前を記入します。担任が学校に復帰した場合，再度名前を記入する必要はあり 

ません。 

 

        例２ 欠員補充の教員（鹿沼未来）が４月２日に辞令の発令があり，赴任した場合 

年 度 令和11年度 令和12年度 

区分  学年 １ ２ 

校長氏名印 宇 都 宮  誠  

学級担任者 
氏 名 印 

佐 野  夢 子 

鹿 沼  未 来 
(4.2) 

 

   

         当該学級の児童生徒の所属する学級には，担任がいるはずです。 

そこで，４月１日のみの担任として，この場合は教務主任である佐野夢子の氏名を記入し， 

４月２日に担任名を鹿沼未来に変更して記入することとなります。 
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７ 指導に関する記録 

Ｑ11 不登校によりほとんど出席していない児童生徒に対し，指導の記録はどのように記入したらよいでしょ

うか。 

 Ａ  学年の課程修了，卒業認定の関係もあるので，「長欠のため評定せず」，「長欠のため記載せず」等とす

ることは好ましいことではありません。 

    不登校等の特別の事情により登校できない児童生徒については，その成長を温かく見守っていくという基

本的な視点に立ち，家庭訪問等の個別指導や適応指導教室等との情報交換などを通して，当該児童生徒の学

習状況，生活状況等の情報の収集に努め，学級担任の個人的判断ではなく，学校としての判断に基づき記入

します。 

    また，「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄には，長期欠席という事実を記入するほか，児童生

徒の長所を可能な限り記載するよう心掛けることが大切です。  

なお，下記の取扱いの際の指導要録の様式等については，「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校

等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」(平成31年３月29日付・30文科初第1845号)

を踏まえ，出席日数の内数として出席扱いとした日数及び児童生徒が通所又は入所した学校外の施設名を記

入します。その際，備考欄に，「出席扱い○○日（□□町□□教室）」と出席扱いとした日数及び児童生徒

が通級又は入所した学校外の施設名と所在市町名（県外の施設の場合は都道府県名）を記入します。 

① 不登校児童生徒が教育支援センターや民間施設等の学校外の施設において相談・指導を受けるとき 

一定の要件を満たすとともに，当該施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指す

ものであり，かつ，不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず，不登校児童

生徒が自ら登校を希望した際に，円滑な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施してい

ると評価できる場合，校長は指導要録上出席扱いとすることができます。 

② 不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を行うとき 

当該児童生徒が在籍する学校の長は，一定の要件を満たすとともに，その学習活動が，当該児童生徒が

現在において登校を希望しているか否かにかかわらず，自ら登校を希望した際に，円滑な学校復帰が可能

となるような学習活動であり，かつ，当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場

合に，指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができます。 

 

上記①，②の際には，設置者である教育委員会と十分な連携をとり，適切に判断し対応する必要がありま

す。 

 

［参考資料］ 

・不登校児童生徒への支援の在り方について（通知） 

（令和元年10月25日 文科初第698号 文部科学省初等中等教育局長通知） 

・小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について 

（平成31年３月29日 30文科初第1845号 文部科学省初等中等教育局長通知） 

・義務教育の段階における普通教育に相当する教育機会の確保等に関する法律の公布について（通知） 

（平成28年12月22日 28文科初第1271号 文部科学省初等中等教育局長通知） 

・義務教育の段階における普通教育に相当する教育機会の確保等に関する基本指針の策定について（通知） 

（平成29年４月４日 28文科初第1852号 文部科学省初等中等教育局長通知） 

 

 

Ｑ12 非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対し、オンラインを

活用した指導を行った場合、指導要録上どのように記録するのでしょうか。 

Ａ  非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒については、指導要録の

「出欠の記録」において、登校できなかった日数は「欠席日数」として記録しないこととされています。 

その上で、以下の①又は②の方法によるオンラインを活用した学習の指導（オンラインを活用した特例の授

業）を実施したと校長が認める場合には、指導要録の指導に関する記録の別記として、非常時にオンラインを

活用して実施した特例の授業等の記録について学年ごとに作成します。 
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① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導 

② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施する

学習指導（オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む） 

 

Ｑ13 様式２（指導に関する記録）別記は、在籍する児童生徒全員について作成するのでしょうか。 

Ａ  非常時において、一定の期間児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合などにも、例えば同時双方向の

ウェブ会議システムを活用するなどして、指導計画等を踏まえた教師による学習指導と学習状況の把握を行う

ことが重要です。 

このことを踏まえ、様式２（指導に関する記録）別記は、オンラインを活用した学習の指導（オンラインを

活用した特例の授業）を実施した児童生徒について作成します。 

 

［参考資料］ 

・感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について 

（令和３年２月19日 ２文科初第1733号 文部科学省初等中等教育局長通知） 

 

８ 出欠の記録 

Ｑ14 「出席停止や忌引等」と，「出席扱い」の区別がつきません。どのような場合に，出席停止となるので

しょうか。また，その場合の記入の仕方はどのようにすればよいのでしょうか。 

 Ａ  事例ごとに説明します。 

(1)  出席停止等 

   ア 学校教育法第35条による出席停止の場合 

      次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがある

と認める児童生徒について，その保護者に対し市町村教育委員会が出席停止を命じた場合。 

     一 他の児童生徒に傷害，心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 

     二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 

     三 施設又は設備を損壊する行為 

     四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 

      この場合，命じられた期間は出席停止となりますので，出欠の記録の備考の欄に「出席停止○○日

（性行不良のため）」と記述することとなります。 

    イ 学校保健安全法第19条による出席停止の場合 

      感染症にかかっているか，あるいはかかっている疑いがあり，又はかかるおそれのある児童生徒に対

し校長が出席停止を指示した場合。 

      この場合，指示された期間は出席停止となりますので，出欠の記録の備考の欄に，「出席停止○○日

（病名）」と記述することとなります。 

      この場合，感染症と診断されてからの期間を出席停止とするのではなく，医師の判断により，必要に

応じて病気欠席開始日にさかのぼって出席停止とすることが望ましいと考えます。 

   ウ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条，第20条，第26条及び第46条による入

院の場合 

      一類感染症等のまん延を防止するために，都道府県知事から特定感染症指定医療機関等への入院を勧

告された場合。 

      この場合，入院している期間は出席停止となりますので，出欠の記録の備考の欄に「出席停止○○日

（病名）」と記述します。 

   エ 学校保健安全法第20条により，臨時に学年の中の一部の休業を行った場合 

      流感などにより臨時に学級休業を行った場合，その日数は出席停止・忌引等の欄に記入することとな

ります。ただし，全ての学級が学級休業をした場合は，その日数は授業日数として計上しないことに注

意してください。これは，授業日数が，児童生徒の属する学年について授業を実施した年間の総日数で

あり，同一学年の授業日数は原則として同日数となるためです。 

      したがって，次のような場合が考えられます。 
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(ｱ) １学年が２学級ある学年で，全ての学級が同時に３日間学級休業（学年休業）した場合 

        この場合は，各学級とも，授業日数を３日減らして記入します。 

(ｲ) １学年が２学級ある学年で，１組は１月10日～11日の２日間，２組は１月12日～14日の３日間学級

休業した場合 

        この場合は，１月10日～11日に１組が学級休業していた場合でも，２組は授業を行っていました

ので，授業日数として計上する必要があります。そこで，学級休業していた日は，全て出席停止・

忌引き等の日数となります。 

１組の指導要録の備考の欄には「出席停止等２日（学級休業のため）」と記入することとなりま

す。 

     (ｳ) １学年が２学級ある学年で，１組は１月10日～11日の２日間，２組は１月11日～13日の３日間学級

休業した場合 

        この場合は１月11日が問題となります。この日は全ての学級が同時に学級休業（学年休業）した

こととなりますので，各学級とも，授業日数を１日減らして記入します。 

        そして，１組は１月10日の１日を，２組は１月12日～13日の２日を出席停止・忌引き等の欄に記

入することになります。 

   オ 学校教育法施行規則第63条により，校長が授業を行わないとした場合 

大雨や洪水などにより，登校が困難となった場合などが考えられます。この場合は，流感（インフル

エンザ等）などによる学級休業と同じ扱いとなりますので注意してください。 

      すなわち，大雨などにより，学校あるいは同一学年の全てが臨時休業となった場合は，授業日数から

除くこととなります。しかし，橋が通れなくなった等の理由により，一部の児童生徒のみ登校できなか

った日は，出席停止・忌引き等の日数となり，出欠の記録の備考の欄には「出席停止等○○日（大雨の

ため）」と記入します。 

   カ 児童生徒の自宅が火災や浸水の被害を受け登校できなくなった場合 

      このような場合，登校できなくなったのは児童生徒や保護者の責任ではないため，校長は出席しなく

てもよい日数として認めることができます。そして，この日数を出席停止・忌引き等の欄に記入し，備

考には「出席停止等○○日（自宅火災のため）」など，出席しなくてもよい日とした理由を簡潔に記入

しておきます。 

   キ 高等学校等の入学試験を受験した場合 

      この場合も，登校できなかったのは児童生徒の責任ではないため，校長が出席しなくてもよいと判断

すれば出席停止・忌引き等の日数に含めることができます。小学生が私立中学校を受験したり，中学生

が就職試験などを受けたりする場合も同様です。 

     この場合，出欠の記録の備考の欄には「出席停止等○○日（入学試験のため）」と記入しておきます。 

   ク 少年鑑別所・児童相談所へ一時保護された場合 

         補導された場合も含めて，自分の意思によらず出席できない状況にあるわけですから，出席停止・忌

引き等の日数に含めることとなります。 

      その際，備考への記入は，「出席停止等○○日（少年鑑別所収容，警察署拘置のため等）」となりま

す。児童生徒に対する教育的配慮から，このような事実を記入しないという考え方もありますが，指導

要録がもつ，指導の過程及び結果の要約を記録しその後の指導等に生かすための原簿という役割から，

少年鑑別所への収容などの重要な事実は記録として残す必要があります。 

 

  (2) 忌引 

    忌引の場合，出欠の記録の備考の欄には「忌引○○日（親族の続柄）」と記入します。 

 

  (3) 出席扱い 

   ア 海外の姉妹都市との交流のため旅行した場合 

      この行事について，校長が教育的に参加するに値すると判断すれば，出席扱いとすることができます。 

      この場合は，備考の欄には「出席扱い○○日（姉妹都市交流活動）」など出席扱いとした日数と，ど

のような活動であったかを簡潔に記入しておきます。 
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   イ 児童生徒がコンクールや大会に参加した場合 

         出席扱いとすることができるものとして，上記「ア」以外に，児童生徒がコンクールや発表会，それ

らの表彰式などに参加する場合が考えられますが，原則として次のような条件を満たすものでなければ

ならないと思われます。 

     (ｱ) 家庭や個人の参加ではなく，学校，学年等の団体としての参加であること。 

     (ｲ) 市町教育委員会が主催した事業等に学校代表としての参加であること。 

     (ｳ) 数人の参加であるが，学校の責任のもとに教員が引率したものであること。（芸術祭，音楽祭，陸

上競技大会，野球大会等の各種大会等に参加する場合等） 

     (ｴ) 本来ならば学校の教員が引率することが望ましいが，都合により引率できないと校長が判断した場

合であること。（ボランティア活動，各種表彰式等） 

          なお，上記のような条件を満たすもので出席扱いとした場合は，児童生徒が出席していなかった日数

を明確にするために，全て備考の欄にその日数と，活動を記入しておく必要があることはいうまでもあ

りません。 

      また，個人的にボランティア活動に参加した場合は，上の条件を満たしてはいません。ただし，その

意義などを考え，やむを得ないと校長が判断すれば，出席停止・忌引き等の日数として扱うことができ

ます。この場合，出欠の記録の備考の欄には「出席停止等○○日（ボランティア活動参加のため）」と

記入することになります。 

   ウ 不登校児童生徒が教育支援センターや民間施設等の学校外の施設において相談・指導を受ける場合 

（指導要録の手引 P.75～76「別記１」参照） 

  (4) その他 

   ア 保護者の海外出張に同伴し，数か月間渡航していた場合 

      渡航先で地元の学校に在学した場合でも，本人の住所は移しておらず，学齢簿もそのままであれば，

欠席となります。 

      ただし，帰国の予定がわからず，帰国した際に住所を変更する予定である場合等は，一度退学し，帰

国した際に編入学することとなります。 

   イ 少年院等に入院した場合 

         少年院等に入院した場合，在院期間が長期にわたることから，就学義務を履行しているとはいえない

ため，就学義務の猶予・免除の措置をとるべきです。そのため，指導要録では，在学しない者として取

り扱うこととなり，転学・退学等の欄に，学校長が在学しない者と認めた年月日を上部括弧内に記入し

その事由等を余白に記入します。出欠の欄には，在学しない者と認めた日（この日を含む）までの出欠

の状況を記入します。 

      ただし，少年院において，少年院法第26条第１項に基づき，教科書を用いて学校教育に準ずる内容の

教科指導が行われていることに鑑み，児童生徒が出院後に，円滑に学校に復学できるようにする観点か

ら，入院前に当該児童生徒が通学していた学校が，少年院との連携の下，少年院における学習の状況等

を適切に把握していると判断する場合は，保護者は教育委員会に就学義務の猶予又は免除の願い出をす

る必要はなく，在院中も引き続き入院前に通学していた学校に在籍することができます。入院前に通学

していた学校における在籍が継続する場合，当該学校は少年院において矯正教育を受けた日数について

指導要録上出席扱いとすることができるので，当該矯正教育において行った学習の評価を適切に行い，

指導要録に記入することができます。 

なお，指導要録上出席扱いとした場合，指導要録においては，「小学校，中学校，高等学校及び特別

支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（平成31年３月29日

付・30文科初第1845号）を踏まえ，出席日数の内数として出席扱いとした日数及び当該施設において学

習活動を行ったことを記入することとなります。 
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第４章 関係法令等                    ※ 関連法令や通知等より一部抜粋して掲載 

 

１ 学校教育法                  （昭和22年３月31日法律第26号，平成30年６月改正） 

第16条 保護者（子に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは，未成年後見人）をいう。以下同

じ。）は，次条に定めるところにより，子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。 

 

第17条 保護者は，子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから，満十二歳に達した日の

属する学年の終わりまで，これを小学校，義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる

義務を負う。ただし，子が，満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程，義務教育学校

の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは，満十五歳に達した日の属する学年の終わ

り（それまでの間においてこれらの課程を修了したときは，その修了した日の属する学年の終わり）までと

する。  

２ 保護者は，子が小学校の課程，義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の

翌日以後における最初の学年の初めから，満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで，これを中学校，

義務教育学校の後期課程，中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。  

３ 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は，政令で定める。 

  

第18条 前条一項又は第二項の規定によつて，保護者が就学させなければならない子（以下それぞれ「学齢児

童又は「学齢生徒」という。）で，病弱，発育不完全その他やむを得ない事由のため，就学困難と認められ

る者の保護者に対しては，市町村の教育委員会は，文部科学大臣の定めるところにより，同条第一項又は第

二項の義務を猶予又は免除することができる。 

 

第35条 市町村の教育委員会は，次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童

の教育に妨げがあると認める児童があるときは，その保護者に対して，児童の出席停止を命ずることができ

る。  

  一 他の児童に傷害，心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為  

    二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 

  三 施設又は設備を損壊する行為  

  四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為  

 ２ 市町村の教育委員会は，前項の規定により出席停止を命ずる場合には，あらかじめ保護者の意見を聴取す

るとともに，理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。  

 ３ 前項に規定するもののほか，出席停止の命令の手続に関し必要な事項は，教育委員会規則で定めるものと

する。 

４ 市町村の教育委員会は，出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の

教育上必要な措置を講ずるものとする。  

 

第49条 第30条第２項，第31条，第34条，第35条及び第37条から第44条までの規定は，中学校に準用する。  

 

第49条の８ 第30条第２項，第31条，第34条から第37条まで及び第42条から第44条までの規定は，義務教育学

校に準用する。 

 

 

 

２ 学校教育法施行令             昭和28年10月31日政令第340号，平成30年12月改正） 

（学齢簿の編製） 

第１条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は，当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童

及び学齢生徒（それぞれ学校教育法。以下「法」という。第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。
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以下同じ。）について，学齢簿を編製しなければならない。 

 ２ 前項の規定による学齢簿の編製は，当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。 

 ３ 市町村の教育委員会は，文部科学省令で定めるところにより，第１項の学齢簿を磁気ディスク（これに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。）をもつて調製するこ

とができる。 

 ４ 第１項の学齢簿に記載（前項の規定により磁気ディスクをもつて調製する学齢簿にあっては，記録。以下

同じ。）をすべき事項は，文部科学省令で定める。 

 

第２条 市町村の教育委員会は，毎学年の初めから五月前までに，文部科学省令で定める日現在において，当

該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達するものについて，あらかじめ，

前条第１項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては，同条第２項から第４項までの規定を

準用する。 

 

第３条 市町村の教育委員会は，新たに学齢簿に記載をすべき事項を生じたとき，学齢簿に記載した事項に変

更を生じたとき，又は学齢簿の記載に錯誤若しくは遺漏があるときは，必要な加除訂正を行わなければなら

ない。 

 

（児童生徒等の住所変更に関する届出の通知） 

第４条 第２条に規定する者，学齢児童又は学齢生徒（以下「児童生徒等」と総称する。）について，住民基

本台帳法（昭和42年法律第81号）第22条又は第23条の規定による届出（第２条に規定する者にあつては，

同条の規定により文部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更に係るこれらの規定による届出に限る。）

があつたときは，市町村長（特別区にあつては区長とし，地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の

19第１項の指定都市にあつては区長又は総合区長とする。）は，速やかにその旨を当該市町村の教育委員会

に通知しなければならない。 

 

（学校廃止後の書類の保存） 

第31条 公立又は私立の学校（私立の大学及び高等専門学校を除く。）が廃止されたときは，市町村又は都道

府県の設置する学校（大学を除く。）については当該学校を設置していた市町村又は都道府県の教育委員会

が，市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置していた市町村又は都道府県の長が，公

立大学法人の設置する学校については当該学校を設置していた公立大学法人の設立団体（地方独立行政法人

法第６条第３項に規定する設立団体をいう。）の長が，私立の学校については当該学校の所在していた都道

府県の知事が，文部科学省令で定めるところにより，それぞれ当該学校に在学し，又はこれを卒業した者の

学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。 

 

 

 

３ 学校教育法施行規則            （昭和22年５月23日文部省令第11号，平成29年９月改正） 

 

第24条 校長は，その学校に在学する児童等の指導要録（学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及

び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。）を作成しなければならない。  

 ２ 校長は，児童等が進学した場合においては，その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成

し，これを進学先の校長に送付しなければならない。  

３ 校長は，児童等が転学した場合においては，その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し，その

写し（転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録（就学前の子どもに関する教育，保

育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令（平成26年政令第203号）第８条に規定する園児の学習及び

健康の状況を記録した書類の原本を含む。）の写しを含む。）及び前項の抄本又は写しを転学先の校長，保

育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。  
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第28条 学校において備えなければならない表簿は，概ね次のとおりとする。 

一 学校に関係のある法令 

  二 学則，日課表，教科用図書配当表，学校医執務記録簿，学校歯科医執務記録簿，学校薬剤師執務記録簿

及び学校日誌 

  三 職員の名簿，履歴書，出勤簿並びに担任学級，担任の教科又は科目及び時間表 

  四 指導要録，その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿 

  五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿 

  六 資産原簿，出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具，標本，模型等の教具の目録 

  七 往復文書処理簿 

２ 前項の表簿（第24条第２項の抄本又は写しを除く。）は，別に定めるもののほか，５年間保存しなければ

ならない。ただし，指導要録及びその写しのうち入学，卒業等の学籍に関する記録については，その保存期

間は，20年間とする。 

３ 学校教育法施行令第31条の規定により，指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は，前項の

これらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。 

 

第30条 学校教育法施行令第１条第１項の学齢簿に記載(同条第３項の規定により磁気ディスクをもつて調製す

る学齢簿にあつては，記録。以下同じ。)をすべき事項は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に掲げる

事項とする。 

  一 学齢児童又は学齢生徒に関する事項 氏名，現住所，生年月日及び性別 

  二 保護者に関する事項 氏名，現住所及び保護者と学齢児童又は学齢生徒との関係 

  三 就学する学校に関する事項 

   イ 当該市町村の設置する小学校，中学校（併設型中学校を除く。）又は義務教育学校に就学する者につ

いて，当該学校の名称並びに当該学校に係る入学，転学及び卒業の年月日 

ロ 学校教育法施行令第９条に定める手続により当該市町村の設置する小学校，中学校（併設型中学校を

除く。）又は義務教育学校以外の小学校，中学校，義務教育学校又は中等教育学校に就学する者につい

て，当該学校及びその設置者の名称並びに当該学校に係る入学，転学，退学及び卒業の年月日 

ハ 特別支援学校の小学部又は中学部に就学する者について，当該学校及び部並びに当該学校の設置者の

名称並びに当該部に係る入学，転学，退学及び卒業の年月日 

  四 就学の督促等に関する事項 学校教育法施行令第20条又は第21条の規定に基づき就学状況が良好でない

者等について，校長から通知を受けたとき，又は就学義務の履行を督促したときは，その旨及び通知を受

け，又は督促した年月日 

  五 就学義務の猶予又は免除に関する事項 学校教育法第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予

又は免除された者について，猶予の年月日，事由及び期間又は免除の年月日及び事由並びに猶予又は免除

された者のうち復学した者については，その年月日 

六 その他必要な事項 市町村の教育委員会が学齢児童又は学齢生徒の就学に関し必要と認める事項 

２ 学校教育法施行令第２条に規定する者について作成する学齢簿に記載をすべき事項については，前項第１

号，第２号及び第６号の規定を準用する。 

 

第34条 学齢児童又は学齢生徒で，学校教育法第18条に掲げる事由があるときは，その保護者は，就学義務の

猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては，当該市町村の教育委

員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。 

 

第35条 学校教育法第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子について，当該猶予

の期間が経過し，又は当該猶予若しくは免除が取り消されたときは，校長は，当該子を，その年齢及び心身

の発達状況を考慮して，相当の学年に編入することができる。 
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第56条 小学校において，学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると

認められる児童を対象として，その実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると

文部科学大臣が認める場合においては，文部科学大臣が別に定めるところにより，第50条第１項，第51条（中

学校連携型小学校にあつては第52条の３，第79条の９第２項に規定する中学校併設型小学校にあつては第79

条の12において準用する第79条の５第１項）又は第52条の規定によらないことができる。 

 

第56条の２ 小学校において，日本語に通じない児童のうち，当該児童の日本語を理解し，使用する能力に応

じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には，文部科学大臣が別に定めるところにより，第50

条第１項，第51条（中学校連携型小学校にあつては第52条の３，第79条の９第２項に規定する中学校併設型

小学校にあつては第79条の12において準用する第79条の５第１項）及び第52条の規定にかかわらず，特別の

教育課程によることができる。 

 

第56条の３ 前条の規定により特別の教育課程による場合においては，校長は，児童が設置者の定めるところ

により他の小学校，義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部において受けた授業を，当該児童の

在学する小学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。 

 

第63条 非常変災その他急迫の事情があるときは，校長は，臨時に授業を行わないことができる。この場合に

おいて，公立小学校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会（公立大学法人の設

置する小学校にあつては，当該公立大学法人の理事長）に報告しなければならない。 

   

第79条 第41条から第49条まで，第50条第２項，第54条から第68条までの規定は，中学校に準用する。この場

合において，第42条中「５学級」とあるのは「２学級」と，第55条から第56条の２まで及び第56条の４の規

定中「第50条第１項」とあるのは「第72条」と，「第51条(中学校連携型小学校にあつては第52条の３，第79

条の９第２項に規定する中学校併設型小学校にあつては第79条の12において準用する第79条の５第１項)」と

あるのは「第73条(併設型中学校にあつては第117条において準用する第107条，小学校連携型中学校にあつて

は第74条の３，連携型中学校にあつては第76条，第79条の９第２項に規定する小学校併設型中学校にあつて

は第79条の12において準用する第79条の５第２項)」と，「第52条」とあるのは「第74条」と，第55条の２中

「第30条第１項」とあるのは「第46条」と，第56条の３中「他の小学校，義務教育学校の前期課程又は特別

支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校，義務教育学校の後期課程，中等教育学校の前期課程又は特別

支援学校の中学部」と読み替えるものとする。 

   

第132条の３ 特別支援学校の小学部又は中学部において，日本語に通じない児童又は生徒のうち，当該児童又

は生徒の日本語を理解し，使用する能力に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には，文

部科学大臣が別に定めるところにより，第126条，第127条及び第129条の規定にかかわらず，特別の教育課程

によることができる。 

 

第132条の４ 前条の規定により特別の教育課程による場合においては，校長は，児童又は生徒が設置者の定め

るところにより他の小学校，中学校，義務教育学校，中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若

しくは中学部において受けた授業を，当該児童又は生徒の在学する特別支援学校の小学部又は中学部におい

て受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。 

   

第140条 小学校，中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において，次の各号のいずれかに

該当する児童又は生徒（特別支援学級の児童及び生徒を除く。）のうち当該障害に応じた特別の指導を行う

必要があるものを教育する場合には，文部科学大臣が別に定めるところにより，第50条第１項（第79条の６

第１項において準用する場合を含む。），第51条，第52条（第79条の６第１項において準用する場合を含む。），

第52条の３，第72条（第79条の６第２項及び第108条第１項において準用する場合を含む。），第73条，第74

条（第79条の６第２項及び第108条第１項において準用する場合を含む。），第74条の３，第76条，第79条の
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５（第79条の12において準用する場合を含む。）及び第107条（第117条において準用する場合を含む。）の

規定にかかわらず，特別の教育課程によることができる。 

一 言語障害者      二 自閉症者       三 情緒障害者      四 弱視者 

五 難聴者        六 学習障害者          七 注意欠陥多動性障害者 

八 その他障害のある者で，この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの 

 

 

 

４ 学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について（通知） 

  （平成26年１月14日，25文科初第928号，文部科学省初等中等教育局長 通知） 

  このたび，別添のとおり「学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成26年文部科学省令第２号）」及

び「学教育法施行規則第56条の2等の規定による特別の教育課程について定める件（平成26年文部科学省告示第

１号）」が平成26年１月14日に公布され，平成26年４月１日から施行されることとなりました。 

  今回の改正は，国際化の進展等に伴い，我が国の義務教育諸学校において帰国・外国人児童生徒等に対する

日本語指導の需要が高まっていることを踏まえ，当該児童生徒に対する日本語指導を一層充実させる観点から，

当該児童生徒の在籍学級以外の教室で行われる指導について特別の教育課程を編成・実施することができるよ

う制度を整備するものです。 

  これらの改正等の概要及び留意事項は，下記のとおりですので，十分に御了知の上，適切に御対応くださる

ようお願いします。 

〈中略〉 

記 

第１ 改正等の概要 

１ 学校教育法施行規則の一部を改正する省令（平成26年文部科学省令第２号） 

（1） 特別の教育課程の編成・実施 

小学校，中学校，中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において，日本

語に通じない児童又は生徒のうち，当該児童又は生徒の日本語を理解し，使用する能力に応じた特別の

指導（以下「日本語の能力に応じた特別の指導」という。）を行う必要があるものを教育する場合には，

文部科学大臣が別に定めるところにより，特別の教育課程によることができることとすること。（第56

条の２，第79条，第108条第１項及び第132条の３関係） 

（2） 他の学校における指導 

特別の教育課程による場合においては，校長は，児童又は生徒が設置者の定めるところにより他の小

学校，中学校，中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業

を，当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができることとすること。（第56条の３，第79条，第

108条第１項及び第132条の４関係） 

２ 学校教育法施行規則第56条の２等の規定による特別の教育課程について定める件（平成26年文部科学省

告示第１号） 

学校教育法施行規則第56条の２（同令第79条及び第108条第1項において読み替えて準用する場合を含

む。）及び第132条の３の規定による特別の教育課程について以下のとおり定めたこと。 

（1） 指導内容 

日本語の能力に応じた特別の指導は，児童又は生徒が日本語を用いて学校生活を営むとともに，学習

に取り組むことができるようにすることを目的とする指導とすること。（第1号関係） 

（2） 授業時数 

日本語の能力に応じた特別の指導に係る授業時数は，年間10単位時間から280単位時間までを標準と

すること。また，当該指導に加え，学校教育法施行規則第140条の規定による特別の教育課程について

定める件（平成５年文部省告示第７号）に定める障害に応じた特別の指導を行う場合は，２種類の指導

の授業時数の合計がおおむね年間280単位時間以内とすること。（第２号及び附則第２項関係） 
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第２ 留意事項 

１ 特別の教育課程の指導内容等について 

      日本語の能力に応じた特別の指導（以下「日本語指導」という。）には，当該児童生徒の日本語の能

力を高める指導のみならず，当該児童生徒の日本語の能力に応じて行う各教科等の指導も含むものであ

ること。その場合の各教科等の指導内容は，当該児童生徒の在籍する学年の教育課程に必ずしもとらわ

れることなく，当該児童生徒の学習到達度に応じた適切な内容とすること。なお，当該児童生徒の受入

れに当たって在籍させる学年については，必ずしもその年齢にとらわれることなく，必要に応じて相当

の下学年に在籍させることについても配慮すること。 

２ 特別の教育課程の対象となる児童生徒について 

（1） 日本語指導の対象となる「日本語に通じない」児童生徒とは，海外から帰国した児童生徒や外国人

児童生徒，その他主たる家庭内言語が外国語であるなど日本語以外を使用する生活歴がある児童生徒

のうち，学校生活を送るとともに教科等の学習活動に取り組むために必要な日本語の能力が十分でな

いものを指すものとすること。 

（2） 日本語指導の対象とすることが適当な児童生徒の判断は学校長の責任の下で行うこととし，その際，

主たる指導者（以下「日本語指導担当教員」という。）を始めとする複数人により，児童生徒の実態

を多面的な観点から把握・測定した結果を参考とすることが望ましいこと。 

   ＜中略＞ 

６ 特別の教育課程の指導計画の作成及び学習評価の実施 

（1） 日本語指導を受ける児童生徒が在学する学校は，個々の児童生徒の日本語の能力や学校生活への適

応状況を含めた生活・学習の状況，学習への姿勢・態度等の多面的な把握に基づき，指導の目標及び

指導内容を明確にした指導計画を作成し，学習評価を行うこと。 

       また，指導計画は，児童生徒の日本語の習得状況を踏まえ，定期的に見直すことが望ましいこと。 

（2） 指導計画の様式は，各地域の実情等に応じて定めるものとし，指導計画とその実績は学校設置者に

提出すること。 

 

 

 

５ 学校保健安全法                  （昭和33年４月10日法律第56号，平成27年６月改正） 

（出席停止） 

第19条 校長は，感染症にかかっており，かかっている疑いがあり，又はかかるおそれのある児童生徒等があ

るときは，政令で定めるところにより，出席を停止させることができる。 

（臨時休業） 

第20条 学校の設置者は，感染症の予防上必要があるときは，臨時に，学校の全部又は一部の休業を行うこと

ができる。 

 

 

 

６ 学校保健安全法施行規則            （昭和33年文部省令第18号，令和元年７月改正） 

（感染症の種類） 

第18条 学校において予防すべき感染症の種類は，次のとおりとする。 

一 第一種 エボラ出血熱，クリミア・コンゴ出血熱，痘そう，南米出血熱，ペスト，マールブルグ病，ラ

ッサ熱，急性灰白髄炎，ジフテリア，重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス

属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。），中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナ

ウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。）及び特定鳥インフルエンザ（感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第３項第６

号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第19条第２号イにおいて同じ。） 

二 第二種 インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。），百日咳せき ，麻しん，流行性耳下腺炎，
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風しん，水痘，咽頭結膜熱，結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 

三 第三種 コレラ，細菌性赤痢，腸管出血性大腸菌感染症，腸チフス，パラチフス，流行性角結膜炎，急

性出血性結膜炎その他の感染症 

２ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第７項から第９項までに規定する新型イ

ンフルエンザ等感染症，指定感染症及び新感染症は，前項の規定にかかわらず，第一種の感染症とみなす。 

 

（出席停止の期間の基準） 

第19条 令第６条第２項の出席停止の期間の基準は，前条の感染症の種類に従い，次のとおりとする。 

一 第一種の感染症にかかった者については，治癒するまで。 

二 第二種の感染症（結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。）にかかった者については，次の期間。ただし，

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは，この限りでない。 

イ インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）にあっては，発

症した後５日を経過し，かつ，解熱した後２日（幼児にあっては，３日）を経過するまで。 

ロ 百日咳せきにあっては，特有の咳せきが消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物質製剤による治療

が終了するまで。 

ハ 麻しんにあっては，解熱した後３日を経過するまで。 

ニ 流行性耳下腺炎にあっては，耳下腺，顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し，かつ，全

身状態が良好になるまで。 

ホ 風しんにあっては，発しんが消失するまで。 

ヘ 水痘にあっては，すべての発しんが痂皮化するまで。 

ト 咽頭結膜熱にあっては，主要症状が消退した後２日を経過するまで。 

三 結核，髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかった者については，病状により学校医その他の医師

において感染のおそれがないと認めるまで。 

四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑いがあ

る者については，予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれが

ないと認めるまで。 

五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については，その発生状況により必要と認め

たとき，学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 

六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については，その状況により必要と認めたとき，学校

医の意見を聞いて適当と認める期間。 

 

 

 

７ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

                          （平成10年10月２日法律第114号，平成26年11月改

正） 

第19条 都道府県知事は，一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは，当該感染症の患者

に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し，又はその保護者に対し当該患

者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし，緊急その他やむを得ない理由があるときは，特

定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県

知事が適当と認めるものに入院し，又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 

 ２ 都道府県知事は，前項の規定による勧告をする場合には，当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切      

な説明を行い，その理解を得るよう努めなければならない。 

３ 都道府県知事は，第１項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは，当該勧告に係る患者

を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関（同項ただし書の規定による勧告に従わないとき

は，特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府

県知事が適当と認めるもの）に入院させることができる。 
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４ 第１項及び前項の規定に係る入院の期間は，72時間を超えてはならない。 

５ 都道府県知事は，緊急その他やむを得ない理由があるときは，第１項又は第３項の規定により入院してい

る患者を，当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当

と認めるものに入院させることができる。 

  ６ 第１項又は第３項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は，72時間を

超えてはならない。 

７ 都道府県知事は，第１項の規定による勧告又は第３項の規定による入院の措置をしたときは，遅滞なく，

当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第24条第１項に規定す

る協議会に報告しなければならない。 

 

第20条 都道府県知事は，一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは，当該感染症の患者

であって前条の規定により入院しているものに対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しく

は第一種感染症指定医療機関に入院し，又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを

勧告することができる。ただし，緊急その他やむを得ない理由があるときは，10日以内の期間を定めて，特

定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県

知事が適当と認めるものに入院し，又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は，前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは，10日以内の期間を定め

て，当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関（同項ただし書の規定に

よる勧告に従わないときは，特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診

療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの）に入院させることができる。 

３ 都道府県知事は，緊急その他やむを得ない理由があるときは，前２項の規定により入院している患者を，

前２項の規定により入院したときから起算して10日以内の期間を定めて，当該患者が入院している病院又は

診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。 

４ 都道府県知事は，前３項の規定に係る入院の期間の経過後，当該入院に係る患者について入院を継続する

必要があると認めるときは，10日以内の期間を定めて，入院の期間を延長することができる。当該延長に係

る入院の期間の経過後，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

５ 都道府県知事は，第１項の規定による勧告又は前項の規定による入院の期間を延長しようとするときは，

あらかじめ，当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第24条第

１項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。 

６ 都道府県知事は，第１項の規定による勧告をしようとする場合には，当該患者又はその保護者に，適切な

説明を行い，その理解を得るよう努めるとともに，都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会

を与えなければならない。この場合においては，当該患者又はその保護者に対し，あらかじめ，意見を述べ

るべき日時，場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。 

７ 前項の規定による通知を受けた当該患者又はその保護者は，代理人を出頭させ，かつ，自己に有利な証拠

を提出することができる。 

８ 第６項の規定による意見を聴取した者は，聴取書を作成し，これを都道府県知事に提出しなければならな

い。 

 

第26条 第19条から第23条まで，第24条の２及び前条の規定は，二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症

の患者について準用する。この場合において，第19条第１項及び第３項並びに第20条第１項及び第２項中「特

定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関，第一種

感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と，第19条第３項及び第20条第２項中「特定感染

症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関，第一種感染症指定

医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と，第21条中「移送しなければならない」とあるのは「移送する

ことができる」と，第22条第１項及び第２項中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二

類感染症の病原体を保有していないこと若しくは当該感染症の症状が消失したこと又は新型インフルエンザ

等感染症の病原体を保有していないこと」と，同条第４項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」
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とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか，若しくは当該感染症の症状が消失したかどうか，

又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有しているかどうか」と読み替えるほか，これらの規定に関

し必要な技術的読替えは，政令で定める。 

 

第46条 都道府県知事は，新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは，新感染症の所見があ

る者に対し10日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し，又はその保護者に対し当該新感染症

の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし，緊急その他やむを得ない理由があ

るときは，特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し，又

は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。 

 ２ 都道府県知事は，前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは，10日以内の期間を定め

て，当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関（同項ただし書の規定による勧告に

従わないときは，特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるもの）に入

院させることができる。 

３ 都道府県知事は，緊急その他やむを得ない理由があるときは，前２項の規定により入院している新感染症

の所見がある者を，前２項の規定により入院したときから起算して10日以内の期間を定めて，当該新感染症

の所見がある者が入院している病院以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させる

ことができる。 

４ 都道府県知事は，前３項の規定に係る入院の期間の経過後，当該入院に係る新感染症の所見がある者につ

いて入院を継続する必要があると認めるときは，10日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができ

る。当該延長に係る入院の期間の経過後，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

５ 都道府県知事は，第１項の規定による勧告をしようとする場合には，当該新感染症の所見がある者又はそ

の保護者に，適切な説明を行い，その理解を得るよう努めるとともに，都道府県知事が指定する職員に対し

て意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては，当該新感染症の所見がある者又はその

保護者に対し，あらかじめ，意見を述べるべき日時，場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければ

ならない。 

６ 前項の規定による通知を受けた当該新感染症の所見がある者又はその保護者は，代理人を出頭させ，かつ，   

自己に有利な証拠を提出することができる。 

７ 第５項の規定による意見を聴取した者は，聴取書を作成し，これを都道府県知事に提出しなければならな

い。 

 

 

 

８ 学齢簿および指導要録の取扱について（通達）     

（昭和32年２月25日文初財第83号，初等中等教育局長 通達） 

小学校および中学校における就学の適正な実施を図るためには，学齢簿の記載，指導要録の作成等が，児童

生徒の転入出あるいは入退学の実際と一致して処理される必要があるが，従来これらの取扱上明確を欠く点も

見受けられるので，今後，その取扱にあたっては，下記事項に御留意の上，遺漏のないようにお願いします。 

なお，貴管内関係機関に対しては，貴職からよろしく御指導願います。 

記 

１ 学齢簿の取扱について 

    市町村の教育委員会が学齢簿を編製する場合における学齢児童および学齢生徒（以下「学齢児童生徒」と

いう。）の住所の認定については，住民登録法上の住民票に基くべきことは，従来明らかにされているとこ

ろであるが（昭和28年２月26日付法務省民事局第252号・文初第104号・法務省民事局長，文部省初等中等教

育局長通達），学齢簿の適正かつ迅速な整備をはかる上から，なお，次の要領によることとされたい。 

(1) 市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒について，学校教育法施行令第４条の届出があった場合に

おいて，当該児童生徒につき住民票の作製が行われていないときは，住所を確認の上学齢簿に記載すると

ともに，当該児童生徒の保護者に対し，すみやかに住民登録手続を行うよう指導すること。 
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(2) 市町村の区域内に転住してきた学齢児童生徒を学齢簿に記載したときは，当該教育委員会は，その旨を

すみやかに前住所地の教育委員会に通知するようにされたいこと。 

(3) 学齢児童生徒が死亡したときおよび市町村の区域外に転住したことを前項の通知により確認したときは，

住民票の消除前においても学齢簿の記載を消除すること。 

(4) 学齢児童生徒の居所が１年以上不明であるときは，住民票が消除されるまでの間，その旨を異動事項欄

に記入し，学齢簿の編製上，就学義務の猶予または免除のあった者と同様に別に簿冊を編製すること。 

(5) 上記の取扱を適正，円滑に行うため，教育委員会は，学齢児童生徒の就学状況について関係学校長と十

分連絡するとともに，常に住民登録取扱機関と連絡を保ち，児童生徒の転入出の実際と学齢簿の記載とに

不一致のないよう努めること。 

 

２ 指導要録の取扱について 

小学校および中学校における指導要録については，常に児童生徒の在学の実際と一致して整備するため，

次の要領によるよう指導されたい。 

(1) 入学（転学による入学を含む。）の場合は，次により処理すること。 

イ 入学後ただちに指導要録を整備することとし，少なくともその際当該児童生徒の氏名および住所を記

入すること。 

ロ 入学年月日は，公立学校にあっては教育委員会が通知した入学期日，その他の学校にあっては当該学

校において通知した入学期日とすること。 

ハ 入学期日に出席しない児童生徒については，校長は，すみやかに事情を調査し，他の学校に在学して

いる場合その他当該学校に入学し難い事情があると認める場合には，当該児童生徒の住所地の教育委

員会に連絡の上，入学しなかったものとして取り扱うこと。 

ニ 転学してきた児童生徒については，校長は，当該児童生徒が入学した旨およびその期日を，すみやか

に転学前の校長に連絡すること。 

(2) 退学（転学による退学を含む。）の場合は，次により処理すること。 

イ 児童生徒が退学したときは，その指導要録は，ただちに別に整理して学校教育法施行規則第15条第２

項により保存するとともに，転学による退学の場合は，同規則第12条の３第３項に定める手続をとるこ

と。 

  この場合において，児童生徒の退学について，次によって処理すること。 

(a) 転学による退学の場合は，当該児童生徒は，転学先の学校へ入学した日の前日をもって退学したも

のとすること。 

(b) 学齢（満15才に達した日の属する学年の終り）を超過している児童生徒の退学の場合は，校長が退

学を認めた日をもって退学したものとすること。 

ロ 学校教育法施行令第10条の通知は，上記イ(ａ)にかかわらず，当該児童生徒の保護者から退学の申出

があって，校長がこれを認めた日をもって行うものとすること。 

ハ 児童生徒の居所が１年以上不明であるときは，在学しないものと同様に取り扱い，その指導要録は，

別に整理して保存すること。 

ニ 就学義務の猶予または免除があった児童生徒については，当該認可の日をもって，当該学校に在学し

ないものとして取り扱い，その指導要録は，上記ハと同様の取扱とすること。 

(3) 卒業の場合は，校長が卒業を認定した日（原則として３月末であることが適当である。）を卒業年月日

とすること。 

(4) 上記各項による指導要録の取扱については，校長は，教育委員会と密接に連絡し，学齢児童生徒に係る

指導要録の処理が学齢簿の記載の加除訂正と一致して行われるよう留意すること。 

 

 

 

９ 不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）     

(令和元年10月25日元文科初第698号，文部科学省初等中等教育局長 通知) 
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  不登校児童生徒への支援につきましては，関係者において様々な努力がなされ，児童生徒の社会的自立に向

けた支援が行われてきたところですが，不登校児童生徒数は依然として高水準で推移しており，生徒指導上の

喫緊の課題となっております。 

   こうした中，「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」（以下「法」

という。）が平成28年12月14日に公布され，平成29年２月14日に施行されました（ただし，法第４章は公布の

日から施行。）。 

   これを受け，文部科学省におきましては，法第７条に基づき，平成29年３月31日，教育機会の確保等に関す

る施策を総合的に推進するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を策定したところです。 

   さらに，法の附則に基づき，平成30年12月から「不登校に関する調査研究協力者会議」及び「フリースクー

ル等に関する検討会議」において法の施行状況について検討を行い，令和元年６月21日に議論をとりまとめま

した。 

   本通知は，今回の議論のとりまとめの過程等において，過去の不登校施策に関する通知における不登校児童

生徒の指導要録上の出席扱いに係る記述について，法や基本指針の趣旨との関係性について誤解を生じるおそ

れがあるとの指摘があったことから，当該記述を含め，これまでの不登校施策に関する通知について改めて整

理し，まとめたものです。文部科学省としては，今回の議論のとりまとめを踏まえ，今後更に施策の充実に取

り組むこととしておりますが，貴職におかれましても，教職員研修等を通じ，全ての教職員が法や基本指針の

理解を深め，個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援等を行うことができるよう努めるとともに，下記によ

り不登校児童生徒に対する教育機会の確保等に関する施策の推進を図っていただくようお願いします。 

   また，都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して，都道

府県知事にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して，附属学校を置く国公立大学法人の長にあっては附

属学校に対して，構造改革特別区域法第12条第１項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては認可した学校

に対して，この趣旨について周知を図るとともに，適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。 

   なお，「登校拒否問題への対応について」（平成４年９月24日付け文部省初等中等教育局長通知），「不登

校への対応の在り方について」（平成15年５月16日付け文部科学省初等中等教育局長通知），「不登校児童生

徒が自宅においてＩＴ等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」（平成17

年７月６日付け文部科学省初等中等教育局長通知）及び「不登校児童生徒への支援の在り方について」（平成

28年９月14日付け文部科学省初等中等教育局長通知）については本通知をもって廃止します。 

記 

１ 不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方 

（1）支援の視点 

不登校児童生徒への支援は，「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく，児童生徒が

自らの進路を主体的に捉えて，社会的に自立することを目指す必要があること。また，児童生徒によって

は，不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で，学業の遅れや進

路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること。 

（2）学校教育の意義・役割 

        特に義務教育段階の学校は，各個人の有する能力を伸ばしつつ，社会において自立的に生きる基礎を養

うとともに，国家・社会の形成者として必要とされる基本的な資質を培うことを目的としており，その役

割は極めて大きいことから，学校教育の一層の充実を図るための取組が重要であること。また，不登校児

童生徒への支援については児童生徒が不登校となった要因を的確に把握し，学校関係者や家庭，必要に応

じて関係機関が情報共有し，組織的・計画的な，個々の児童生徒に応じたきめ細やかな支援策を策定する

ことや，社会的自立へ向けて進路の選択肢を広げる支援をすることが重要であること。さらに，既存の学

校教育になじめない児童生徒については，学校としてどのように受け入れていくかを検討し，なじめない

要因の解消に努める必要があること。 

        また，児童生徒の才能や能力に応じて，それぞれの可能性を伸ばせるよう，本人の希望を尊重した上で，

場合によっては，教育支援センターや不登校特例校，ＩＣＴを活用した学習支援，フリースクール，中学

校夜間学級（以下，「夜間中学」という。）での受入れなど，様々な関係機関等を活用し社会的自立への

支援を行うこと。 
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その際，フリースクールなどの民間施設やＮＰＯ等と積極的に連携し，相互に協力・補完することの意

義は大きいこと。 

（3）不登校の理由に応じた働き掛けや関わりの重要性 

      不登校児童生徒が，主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう，児童生徒自身を見守りつつ，不登校

のきっかけや継続理由に応じて，その環境づくりのために適切な支援や働き掛けを行う必要があること。 

（4）家庭への支援 

      家庭教育は全ての教育の出発点であり，不登校児童生徒の保護者の個々の状況に応じた働き掛けを行う

ことが重要であること。また，不登校の要因・背景によっては，福祉や医療機関等と連携し，家庭の状況

を正確に把握した上で適切な支援や働き掛けを行う必要があるため，家庭と学校，関係機関の連携を図る

ことが不可欠であること。その際，保護者と課題意識を共有して一緒に取り組むという信頼関係をつくる

ことや，訪問型支援による保護者への支援等，保護者が気軽に相談できる体制を整えることが重要である

こと。 

 

２  学校等の取組の充実 

（1）「児童生徒理解・支援シート」を活用した組織的・計画的支援 

      不登校児童生徒への効果的な支援については，学校及び教育支援センターなどの関係機関を中心として

組織的・計画的に実施することが重要であり，また，個々の児童生徒ごとに不登校になったきっかけや継

続理由を的確に把握し，その児童生徒に合った支援策を策定することが重要であること。その際，学級担

任，養護教諭，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー等の学校関係者が中心となり，児童

生徒や保護者と話し合うなどして，「児童生徒理解・支援シート（参考様式）」（別添１）（以下「シー

ト」という。）を作成することが望ましいこと。これらの情報は関係者間で共有されて初めて支援の効果

が期待できるものであり，必要に応じて，教育支援センター，医療機関，児童相談所等，関係者間での情

報共有，小・中・高等学校間，転校先等との引継ぎが有効であるとともに，支援の進捗状況に応じて，定

期的にシートの内容を見直すことが必要であること。また，校務効率化の観点からシートの作成に係る業

務を効率化するとともに，引継ぎに当たって個人情報の取扱いに十分留意することが重要であること。 

      なお，シートの作成及び活用に当たっては，「児童生徒理解・支援シートの作成と活用について」（別

添２）を参照すること。 

（2）不登校が生じないような学校づくり 

   １．魅力あるよりよい学校づくり 

      児童生徒が不登校になってからの事後的な取組に先立ち，児童生徒が不登校にならない，魅力ある学校

づくりを目指すことが重要であること。 

   ２．いじめ，暴力行為等問題行動を許さない学校づくり 

      いじめや暴力行為を許さない学校づくり，問題行動へのき然とした対応が大切であること。また教職員

による体罰や暴言等，不適切な言動や指導は許されず，教職員の不適切な言動や指導が不登校の原因とな

っている場合は，懲戒処分も含めた厳正な対応が必要であること。 

   ３．児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮の実施 

      学業のつまずきから学校へ通うことが苦痛になる等，学業の不振が不登校のきっかけの一つとなってい

ることから，児童生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう，指導方法や指導体制を工夫改善

し，個に応じた指導の充実を図ることが望まれること。 

   ４．保護者・地域住民等の連携・協働体制の構築 

      社会総掛かりで児童生徒を育んでいくため，学校，家庭及び地域等との連携・協働体制を構築すること

が重要であること。 

   ５．将来の社会的自立に向けた生活習慣づくり 

      児童生徒が将来の社会的自立に向けて，主体的に生活をコントロールする力を身に付けることができる

よう，学校や地域における取組を推進することが重要であること。 

（3）不登校児童生徒に対する効果的な支援の充実 

   １．不登校に対する学校の基本姿勢 
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校長のリーダーシップの下，教員だけでなく，様々な専門スタッフと連携協力し，組織的な支援体制を

整えることが必要であること。また，不登校児童生徒に対する適切な対応のために，各学校において中心

的かつコーディネーター的な役割を果たす教員を明確に位置付けることが必要であること。 

   ２．早期支援の重要性 

不登校児童生徒の支援においては，予兆への対応を含めた初期段階からの組織的・計画的な支援が必要

であること。 

   ３．効果的な支援に不可欠なアセスメント 

不登校の要因や背景を的確に把握するため，学級担任の視点のみならず，スクールカウンセラー及びス

クールソーシャルワーカー等によるアセスメント（見立て）が有効であること。また，アセスメントによ

り策定された支援計画を実施するに当たっては，学校，保護者及び関係機関等で支援計画を共有し，組織

的・計画的な支援を行うことが重要であること。 

   ４．スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携協力 

学校においては，相談支援体制の両輪である，スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー

を効果的に活用し，学校全体の教育力の向上を図ることが重要であること。 

   ５．家庭訪問を通じた児童生徒への積極的支援や家庭への適切な働き掛け 

学校は，プライバシーに配慮しつつ，定期的に家庭訪問を実施して，児童生徒の理解に努める必要があ

ること。また，家庭訪問を行う際は，常にその意図・目的，方法及び成果を検証し適切な家庭訪問を行う

必要があること。 

なお，家庭訪問や電話連絡を繰り返しても児童生徒の安否が確認できない等の場合は，直ちに市町村又

は児童相談所への通告を行うほか，警察等に情報提供を行うなど，適切な対処が必要であること。 

   ６．不登校児童生徒の学習状況の把握と学習の評価の工夫 

不登校児童生徒が教育支援センターや民間施設等の学校外の施設において指導を受けている場合には，

当該児童生徒が在籍する学校がその学習の状況等について把握することは，学習支援や進路指導を行う上

で重要であること。学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断され

る場合には，当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり，また，評価の結果を通知表その他の方

法により，児童生徒や保護者，当該施設に積極的に伝えたりすることは，児童生徒の学習意欲に応え，自

立を支援する上で意義が大きいこと。 

   ７．不登校児童生徒の登校に当たっての受入体制 

不登校児童生徒が登校してきた場合は，温かい雰囲気で迎え入れられるよう配慮するとともに，保健室，

相談室及び学校図書館等を活用しつつ，徐々に学校生活への適応を図っていけるような指導上の工夫が重

要であること。 

   ８．児童生徒の立場に立った柔軟な学級替えや転校等の対応 

いじめが原因で不登校となっている場合等には，いじめを絶対に許さないき然とした対応をとることが

まずもって大切であること。また，いじめられている児童生徒の緊急避難としての欠席が弾力的に認めら

れてもよく，そのような場合には，その後の学習に支障がないよう配慮が求められること。そのほか，い

じめられた児童生徒又はその保護者が希望する場合には，柔軟に学級替えや転校の措置を活用することが

考えられること。また，教員による体罰や暴言等，不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合

は，不適切な言動や指導をめぐる問題の解決に真剣に取り組むとともに，保護者等の意向を踏まえ，十分

な教育的配慮の上で学級替えを柔軟に認めるとともに，転校の相談に応じることが望まれること。 

保護者等から学習の遅れに対する不安により，進級時の補充指導や進級や卒業の留保に関する要望があ

る場合には，補充指導等の実施に関して柔軟に対応するとともに，校長の責任において進級や卒業を留保

するなどの措置をとるなど，適切に対応する必要があること。また，欠席日数が長期にわたる不登校児童

生徒の進級や卒業に当たっては，あらかじめ保護者等の意向を確認するなどの配慮が重要であること。 

（4）不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保 

不登校児童生徒の一人一人の状況に応じて，教育支援センター，不登校特例校，フリースクールなどの

民間施設，ＩＣＴを活用した学習支援など，多様な教育機会を確保する必要があること。また，夜間中学

において，本人の希望を尊重した上での受入れも可能であること。 
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義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において，指導・助言等を受けている場

合の指導要録上の出席扱いについては，別記１によるものとし，高等学校における不登校生徒が学校外の

公的機関や民間施設において，指導・助言等を受けている場合の指導要録上の出席扱いについては，「高

等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応に

ついて」（平成21年３月12日付け文部科学省初等中等教育局長通知）によるものとすること。また，義務

教育段階の不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出席

扱いについては，別記２によるものとすること。その際，不登校児童生徒の懸命の努力を学校として適切

に判断すること。 

なお，不登校児童生徒が民間施設において相談・指導を受ける際には，「民間施設についてのガイドラ

イン（試案）」（別添３）を参考として，判断を行う際の何らかの目安を設けておくことが望ましいこと。 

また，体験活動においては，児童生徒の積極的態度の醸成や自己肯定感の向上等が期待されることから，

青少年教育施設等の体験活動プログラムを積極的に活用することが有効であること。 

〈 中略 〉 

 

（別記１）義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場

合の指導要録上の出欠の取扱いについて 

１ 趣旨 

不登校児童生徒の中には，学校外の施設において相談・指導を受け，社会的な自立に向け懸命の努力を

続けている者もおり，このような児童生徒の努力を学校として評価し支援するため，我が国の義務教育制

度を前提としつつ，一定の要件を満たす場合に，これらの施設において相談・指導を受けた日数を指導要

録上出席扱いとすることができることとする。 

 

２ 出席扱い等の要件 

不登校児童生徒が学校外の施設において相談・指導を受けるとき，下記の要件を満たすとともに，当該

施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり，かつ，不登校児童生徒が

現在において登校を希望しているか否かにかかわらず，不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に，円滑

な学校復帰が可能となるよう個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる場合，校長は指導要録

上出席扱いとすることができる。 

（１）保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

（２）当該施設は，教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関とするが，公的機関での指導の機

会が得られないあるいは公的機関に通うことが困難な場合で本人や保護者の希望もあり適切と判断される

場合は，民間の相談・指導施設も考慮されてよいこと。ただし，民間施設における相談・指導が個々の児

童生徒にとって適切であるかどうかについては，校長が，設置者である教育委員会と十分な連携をとって

判断するものとすること。このため，学校及び教育委員会においては，「民間施設についてのガイドライ

ン」（別添３）を参考として，上記判断を行う際の何らかの目安を設けておくことが望ましいこと。 

（３）当該施設に通所又は入所して相談・指導を受ける場合を前提とすること。 

（４）学校外の公的機関や民間施設における学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断され

る場合には，当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり，また，評価の結果を通知表その他の方

法により，児童生徒や保護者，当該施設に積極的に伝えたりすることは，児童生徒の学習意欲に応え，自

立を支援する上で意義が大きいこと。なお，評価の指導要録への記載については，必ずしもすべての教科

・観点について観点別学習状況及び評定を記載することが求められるのではないが，児童生徒のおかれて

いる多様な学習環境を踏まえ，その学習状況を文章記述するなど，次年度以降の児童生徒の指導の改善に

生かすという観点に立った適切な記載に努めることが求められるものであること。 

 

３ 留意事項 

（１）義務教育段階の学校は，各個人の有する能力を伸ばしつつ，社会において自立的に生きる基礎を養うと

ともに，国家・社会の形成者として必要とされる基本的な資質を培うことを目的としており，その役割は
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極めて大きいことから，学校教育の一層の充実を図るための取組がもとより重要であること。すなわち，

児童生徒が不登校になってからの事後的な取組に先立ち，児童生徒が不登校にならない，魅力ある学校づ

くりを目指すとともに，いじめ，暴力行為，体罰等を許さないなど安心して教育を受けられる学校づくり

を推進することが重要であること。 

（２） 不登校児童生徒への支援については児童生徒が不登校となった要因を的確に把握し，学校関係者や家庭，

必要に応じて関係機関が情報共有し，組織的・計画的な，個々の児童生徒に応じたきめ細やかな支援策を

策定することや，社会的自立へ向けて進路の選択肢を広げる支援をすることが重要であること。さらに，

既存の学校教育になじめない児童生徒については，学校としてどのように受け入れていくかを検討し，な

じめない要因の解消に努める必要があること。その際，保健室，相談室及び学校図書館等を活用しつつ，

徐々に学校生活への適応を図っていけるような指導上の工夫が重要であること。また，いじめられた児童

生徒又はその保護者が希望する場合には，柔軟に学級替えや転校の措置を活用することが考えられること。 

 

４ 指導要録の様式等について 

上記の取扱いの際の指導要録の様式等については，平成31年３月29日付け30文科初第1845号「小学校，

中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」を踏

まえ，出席日数の内数として出席扱いとした日数及び児童生徒が通所又は入所した学校外の施設名を記入

すること。 

 

 

（別記２）不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取

扱いについて 

 

１ 趣旨 

不登校児童生徒の中には，学校への復帰を望んでいるにもかかわらず，家庭にひきこもりがちであるため，

十分な支援が行き届いているとは言えなかったり，不登校であることによる学習の遅れなどが，学校への復

帰や中学校卒業後の進路選択の妨げになっていたりする場合がある。このような児童生徒を支援するため，

我が国の義務教育制度を前提としつつ，一定の要件を満たした上で，自宅において教育委員会，学校，学校

外の公的機関又は民間事業者が提供するＩＣＴ等を活用した学習活動を行った場合，校長は，指導要録上出

席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする。 

 

２ 出席扱い等の要件 

義務教育段階における不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を行うとき，当該児童

生徒が在籍する学校の長は，下記の要件を満たすとともに，その学習活動が，当該児童生徒が現在において

登校を希望しているか否かにかかわらず，自ら登校を希望した際に，円滑な学校復帰が可能となるような学

習活動であり，かつ，当該児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合に，指導要録上

出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる。 

（１）保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

（２）ＩＣＴ等を活用した学習活動とは，ＩＣＴ（コンピュータやインターネット，遠隔教育システムなど）

や郵送，ＦＡＸなどを活用して提供される学習活動であること。 

（３）訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は，当該児童生徒に対する学

習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。 

（４）学習活動は，当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお，

学習活動を提供するのが民間事業者である場合には，「民間施設についてのガイドライン（試案）」（別

添３）を参考として，当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。（「学習活動を提供する」

とは，教材等の作成者ではなく，当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。） 

（５）校長は，当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について，例えば，対面指導に当たってい

る者から定期的な報告を受けたり，学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施したりするな
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どして，その状況を十分に把握すること。 

（６）ＩＣＴ等を活用した学習活動を出席扱いとするのは，基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間

施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお，上記（３）のとお

り，対面指導が適切に行われていることを前提とすること。 

（７）学習活動の成果を評価に反映する場合には，学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課

程に照らし適切と判断される場合であること。 

 

３ 留意事項 

（１）この取扱いは，これまで行ってきた不登校児童生徒に対する取組も含め，家庭にひきこもりがちな義務

教育段階の不登校児童生徒に対する支援の充実を図り，社会的な自立を目指すものであることから，ＩＣ

Ｔ等を活用した学習活動を出席扱いとすることにより不登校が必要な程度を超えて長期にわたることを助

長しないよう留意すること。 

（２）ＩＣＴを活用する場合には，個人情報や著作権の保護，有害情報へのアクセス防止など，当該児童生徒

に対して必要な事前の指導を行うとともに，その活用状況についての把握を行うこと。その際，ＩＣＴの

活用について保護者にも十分な説明を行うとともに，活用状況の把握について必要な協力を求めること。 

（３）教職員や不登校児童生徒の教育に関する専門家以外の者が対面指導を行う場合には，教育委員会や学校

等が適切な事前の指導や研修，訪問活動中の援助を行うなど，訪問する者の資質向上等に努めること。 

（４）出席扱いの日数の換算については，学校や教育委員会が，例えば，対面指導の日数や学習活動の時間な

どを基準とした規程等を作成して判断することなどが考えられること。 

（５）ＩＣＴ等を活用した学習活動の成果を評価に反映する場合の指導要録への記載については，必ずしもす

べての教科・観点について観点別学習状況及び評定を記載することが求められるのではないが，児童生徒

の学習状況を文章記述するなど，次年度以降の指導の改善に生かすという観点に立った適切な記載がなさ

れるようにすること。また，通知表その他の方法により，児童生徒や保護者等に学習活動の成果を伝えた

りすることも考えられること。 

（６）このほか，本制度の活用に当たっては，別紙を参照すること。 

 

４ 指導要録の様式等について 

上記の取扱いの際の指導要録の様式等については，平成31年３月29日付け30文科初第1845号「小学校，中

学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」を踏まえ，

出席日数の内数として出席扱いとした日数及び児童生徒が通所又は入所した学校外の施設名を記入すること。 

 

 

（別紙）指導要録上の出席扱いに係る積極的な対応の留意点 

１ ＩＣＴ等を活用した学習活動とは例えばどのようなものがありますか。 

○ 「ＩＣＴ等を活用した学習活動」には，インターネットのほか，郵送や電子メ-ル，ＦＡＸなどを活用し

て提供されるものも含まれ，例えば次のような例があります。 

・ 民間業者が提供するＩＣＴ教材を活用した学習 

・ パソコンで個別学習できるシステムを活用した学習 

・ 教育支援センター作成のＩＣＴ教材を活用した学習 

・ 学校のプリントや通信教育を活用した学習 

・ ＩＣＴ機器を活用し，在籍校の授業を自宅に配信して行う学習（同時双方向型授業配信やオンデマン

ド型授業配信） 

２ 在籍校の校長が，出席扱いについて有効・適切であると判断する場合の基準がありますか。 

○ 一人一人の児童生徒の状況や学校，地域の実態が違うため，文部科学省から一律の基準を示すことはし

ていません。しかし，児童生徒の努力を学校として評価し，将来的な社会的自立に向けた進路選択を支援

するという趣旨から，学校や教育委員会において一定の基準を作成しておくことは必要であると考えます。

また，既に基準を作成している場合でも，それが古いものであれば，今の時代の状況にあったものになる
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よう見直すことも検討すべきです。 

３ 当該生徒が指導要録上の出席扱いになることにより，具体的にどんなメリットがありますか。 

○ 不登校であることによる学習の遅れなどが，学校への復帰や卒業後の進路選択の妨げになっている場合

もあることから，このような児童生徒に対し，学習等に対する意欲やその成果を認め，適切に評価するこ

とは，自己肯定感を高め，学校への復帰や社会的自立を支援することにつながります。 

４ 訪問等による対面指導は誰が行えばよいですか。 

○ 対面指導を行う者としては，在籍校の教員やスクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカーなど

の専門家のほか，教育支援センターの職員，教育委員会等による事前の指導・研修を受けたボランティア

スタッフなども想定されます。 

５ 計画的な学習プログラムとはどのようなものですか。 

○ 学年や個々の学習の理解の程度に応じたものであり，在籍校の年間指導計画に準拠した形で月ごとや学

期ごとなどある程度長期的な計画になっていることが望ましいと考えています。民間業者が提供する教材

を活用する場合などは，あらかじめ決められている学習プログラムを活用してもかまいません。 

６ 学習活動の評価はどのようにすればよいですか。 

○ 出席扱いとした場合，必ずその成果を評価に反映しなければならないわけではありませんが，すべての

教科・観点について観点別学習状況及び評定を記載できない場合でも，たとえば自宅における学習状況を

所見欄に文章記述するなど，学習の努力を認め，次年度以降の指導に生かすという観点から適切な記載が

のぞまれます。また，民間業者が提供する教材やインターネット上の学習システムを活用する場合は，当

該教材の学習履歴や学習時間，確認テストの結果などに基づいて評価を行うことも考えられます。 

７ 指導要録上の出席扱いと判断しなかった事例がありますか。 

○ 出席扱いと判断しなかったケースについては，教育委員会への聞き取りから，例えば次のような事例を

把握しています。 

・ 学校が，家庭訪問等による対面指導を設定したが，家庭の協力が得られないことから，当該児童の状

況や学習状況の様子が十分確認できなかった。 

・ 無料のインターネット学習プログラムを利用していたが，当該プログラムにおける学習のねらいや内

容が明確でなかった。 

８ 出席扱いと判断した場合に，留意すべき点はありますか。 

○ 自宅におけるＩＣＴ等を活用した学習活動を「出席扱い」とすることにより，不登校が必要な程度を超

えて長期にわたることを助長しないよう留意する必要があります。家庭にひきこもりがちな期間が長期化

しないよう，個々の児童生徒の状況を踏まえつつ学校外の公的機関や民間施設等での相談・指導を受ける

ことができるように段階的に調整していくことも大切だと考えます。 

 

 

[ 参考事例 ] 

【１】教育支援センターとの連携 

（１）学習活動の内容 

教育支援センターであらかじめ学習プログラムを内蔵しているパソコンを貸し出し，同プログラムの計

画に沿って自宅学習ができるようにしている。これによって，一人ひとりの学習履歴を管理することもで

きる。 

（２）対面指導 

教育支援センターの支援員が家庭訪問をするなどして面談するほか，在籍校の教職員による家庭訪問も

定期的に実施している。ＩＣＴ学習支援として研修を受けた対面指導員が，対面指導を行うこともある。 

（３）保護者との連携 

教育支援センターの支援員が家庭訪問をするなどして保護者とも面談しているほか，教育支援センター

から学校に毎月報告書を提出し，それをもとに学校が保護者とも学習状況の確認・共有をしている。 

（４）出席扱いと評価 

教育支援センターからの報告書等に基づき，学習内容や学習時間を踏まえて学校長の判断で出席扱いに
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している。通知表の所見欄にコメントとして記載する場合もある。 

【２】民間の学習教材を活用 

（１）学習活動の内容 

民間業者が提供するインターネット上の学習教材を活用し，同教材における個人に応じた学習計画（教

科書に準拠したもの）に沿って自宅学習をしている。 

（２）対面指導 

担任や学年主任，ＳＳＷが週１回（必要に応じてそれ以上）家庭訪問している。 

（３）保護者との連携 

担任等が定期的に電話連絡や家庭訪問を行い，学習状況等の聞き取りや取組へのアドバイス等を行って

いる。 

（４）出席扱いと評価 

学習内容や学習時間を踏まえて学校長の判断で出席扱いにしている。学校と民間の学習教材とでは評価

基準が異なるため，別途学校の課題プリントを送付し，その取組内容を確認して所見の評価としている。 

 

 

(別添３)指導民間施設についてのガイドライン（試案） 

このガイドラインは，個々の民間施設についてその適否を評価するという趣旨のものではなく，不登校児童

生徒が民間施設において相談・指導を受ける際に，保護者や学校，教育委員会として留意すべき点を目安とし

て示したものである。 

民間施設はその性格，規模，活動内容等が様々であり，民間施設を判断する際の指針をすべて一律的に示す

ことは困難である。したがって，実際の運用に当たっては，このガイドラインに掲げた事項を参考としながら，

地域の実態等に応じ，各施設における活動を総合的に判断することが大切である。 

１ 実施主体について 

法人，個人は問わないが，実施者が不登校児童生徒に対する相談・指導等に関し深い理解と知識又は経験

を有し，かつ社会的信望を有していること。 

２ 事業運営の在り方と透明性の確保について 

① 不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを主たる目的としていること。 

② 著しく営利本位でなく，入会金，授業料（月額・年額等），入寮費（月額・年額等）等が明確にされ， 

保護者等に情報提供がなされていること。 

３ 相談・指導の在り方について 

① 児童生徒の人命や人格を尊重した人間味のある温かい相談や指導が行われていること。 

② 情緒的混乱，情緒障害及び非行等の態様の不登校など，相談・指導の対象となる者が当該施設の相談・

指導体制に応じて明確にされていること。また，受入れに当たっては面接を行うなどして，当該児童生徒

のタイプや状況の把握が適切に行われていること。 

③ 指導内容・方法，相談手法及び相談・指導の体制があらかじめ明示されており，かつ現に児童生徒のタ

イプや状況に応じた適切な内容の相談や指導が行われていること。また，我が国の義務教育制度を前提と

したものであること。 

④ 児童生徒の学習支援や進路の状況等につき，保護者等に情報提供がなされていること。 

⑤ 体罰などの不適切な指導や人権侵害行為が行われていないこと。 

４ 相談・指導スタッフについて 

① 相談・指導スタッフは児童生徒の教育に深い理解を有するとともに，不登校への支援について知識・経

験をもち，その指導に熱意を有していること。 

② 専門的なカウンセリング等の方法を行うにあっては，心理学や精神医学等，それを行うにふさわしい専

門的知識と経験を備えた指導スタッフが指導にあたっていること。 

③ 宿泊による指導を行う施設にあっては，生活指導にあたる者を含め，当該施設の活動を行うにふさわし

い資質を具えたスタッフが配置されていること。 

５ 施設，設備について 
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① 各施設にあっては，学習，心理療法，面接等種々の活動を行うために必要な施設，設備を有しているこ

と。 

② 特に，宿泊による指導を行う施設にあっては，宿舎をはじめ児童生徒が安全で健康的な生活を営むため

に必要な施設，設備を有していること。 

６ 学校，教育委員会と施設との関係について 

児童生徒のプライバシ－にも配慮の上，学校と施設が相互に不登校児童生徒やその家庭を支援するために必

要な情報等を交換するなど，学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

７ 家庭との関係について 

① 施設での指導経過を保護者に定期的に連絡するなど，家庭との間に十分な連携・協力関係が保たれてい

ること。 

② 特に，宿泊による指導を行う施設にあっては，たとえ当該施設の指導方針がいかなるものであっても，

保護者の側に対し面会や退所の自由が確保されていること。 

 

 

 

10 配偶者からの暴力の被害者の子どもの就学について（通知）  

（平成21年７月13日，21生参学第７号，生涯学習政策局男女共同参画学習課長・  

  初等中等教育局初等中等教育企画課長 通知） 

  このたび，「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（平成13年法律第31号）及び「配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」（平成16年内閣府，国家公安委員

会，法務省，厚生労働省告示第１号）に基づく施策について，「配偶者からの暴力の防止等に関する政策評価

書」が取りまとめられ，総務大臣から関係省庁の大臣に対して勧告が行われました。文部科学省に対しては，

教育委員会に対し，配偶者からの暴力の被害者の子どもの円滑な就学のための手続の周知や居住地等の情報の

厳重な管理についての周知・徹底を行うことなどが勧告されています（別添１参照）。 

  配偶者からの暴力の防止等については，これまでも「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律に基づく『基本方針』について」（平成16年12月２日付け府共第726号内閣府男女共同参画局長等通知，平成

16年12月２日付け文部科学省生涯学習政策局等事務連絡，平成20年１月11日付け府共第１号内閣府男女共同参

画局長等通知，平成20年２月20日付け文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課等事務連絡）により御連

絡しているところですが，下記事項に十分留意の上，引き続き適切な対応をお願いします。 

  また，各都道府県教育委員会におかれては，所管の学校及び指定都市を除く域内の市町村教育委員会に対し

て，各指定都市教育委員会におかれては，所管の学校に対して，各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12

条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては，所轄の学校及び学校法人等に対して，各国立大学

長におかれては，その管下の学校に対して，このことを周知するとともに，配偶者からの暴力の被害者の子ど

もについて就学の機会が確実に確保されるよう，指導の徹底をお願いします。 

記 

１．就学手続について 

（１）就学手続 

  ①住民基本台帳に基づく学齢簿の編製による場合 

    学齢児童及び学齢生徒については，その住所の存する市町村の教育委員会が学齢簿を編製し，就学の通

知等の就学手続をとることとされており，学齢簿の編製は，住民基本台帳に基づいて行うこととされてい

ること（学校教育法施行令第１条，第５条）。 

  ②住民基本台帳に記載されていない者についての学齢簿の編製による場合 

    住民基本台帳に記載されていない者であっても，当該市町村に住所を有するものであれば，この者につ

いても学齢簿を編製し，就学の通知等の就学手続をとること。この場合，教育委員会は，住民基本台帳に

脱漏又は誤載があると認める旨を遅滞なく当該市町村長に通報することとされていること（「住民基本台

帳法の制定に伴う学校教育法施行令および学校教育法施行規則の一部改正について」（昭和42年10月２日

付け文初財196号文部省初等中等教育局長通達），住民基本台帳法第13条）。また，市町村の区域内に転住
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してきた学齢児童及び学齢生徒を学齢簿に記載したときは，当該教育委員会は，その旨をすみやかに前住

所地の教育委員会に通知するようにされたいこと（「学齢簿および指導要録の取扱について」（昭和32年

２月25日付け文初財83号文部省初等中等教育局長通達））。 

  ③区域外就学等による場合 

    市町村の教育委員会は，学齢児童又は学齢生徒について，保護者から区域外就学等の届出があった場合

には，就学手続を行うこと。就学させようとする小学校又は中学校（併設型中学校を除く｡）を設置する市

町村の教育委員会は，この場合，当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会と協議す

るものとされていること（学校教育法施行令第９条）。 

（２）配偶者からの暴力の被害者の子どもについての配慮事項 

    配偶者からの暴力の被害者の子どもについては，住民票の存する市町村外の学校への転学を希望する場

合がある。 

    このような特別の事情がある場合には，個々の事情に応じて，上記（１）の②又は③の方法をとること

を含めて，就学の機会が確実に確保されるようにすること。また，就学の際に必要な書類については，法

令上特に定められているものではないことを踏まえつつ，配偶者からの暴力の被害者の子どもが円滑に就

学できるよう，必要最小限のものとすること。 

    なお，配偶者からの暴力の被害者の子どもについては，転学先や居住地等の情報が配偶者（加害者）に

伝わることが懸念される場合があることから，住民基本台帳に脱漏又は誤載があると認める旨を市町村長

に通報する際，学齢簿に記載した旨を前住所地の教育委員に通知する際，及び区域外就学に関する協議を

住所地の教育委員会と行う際に，下記３の留意事項を参照した上で，配偶者からの暴力の被害者の子ども

の就学であることを関係者間で共有するとともに，転学先や居住地等の情報を知り得る者については必要

最小限の範囲に制限するなど，情報の厳重な管理について特に配慮すること。 

 

２．指導要録の取扱いについて 

（１）指導要録の取扱い 

    指導要録は，児童及び生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を記録し，その後の指導及び外部に

対する証明等に役立たせるための原簿となるものであり，児童及び生徒の転学の際には，転出元の校長が

転学先の校長に指導要録の写し等を送付すること（学校教育法施行規則第24条第３項）。これは，転学先

の学校において，進級や卒業の認定を行ったり調査書を作成したりする際に，転出元の指導要録の写し等

が必要なためであり，写し等が送付されないと転学先での指導等に支障が生じることがある。 

    また，児童及び生徒の転学の際には，転出元の指導要録に転学先の学校名及び所在地も記載すること（「小

学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学

校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等に

ついて」（平成13年４月27日付け13文科初第193号通知））。 

（２）配偶者からの暴力の被害者の子どもについての配慮事項 

     配偶者からの暴力の披害者の子どもについては，転学した児童及び生徒の指導要録の記述を通じて転学

先の学校名や所在地等の情報が配偶者（加害者）に伝わることが懸念される場合がある。 

     このような特別の事情がある場合には，下記３の留意事項を参照し，配偶者からの暴力の被害者の子ど

もの就学であることを関係者間で共有するとともに，転学先の学校名や所在地等の情報を知り得る者につ

いては必要最小限の範囲に制限するなど，情報を特に厳重に管理した上で，転出元の学校から転学先の学

校へ児童及び生徒の指導要録の写し等を送付すること。 

 

３．転学先や居住地等の情報の管理について 

   配偶者からの暴力の被害者の子どもの転学先や居住地等の情報については，各地方公共団体の個人情報保

護条例等に則り，配偶者暴力相談支援センターや福祉部局等との連携を図りながら，厳重に管理すること。 

   また，就学事務に携わる職員及び学齢簿や指導要録等の保存の責任者は，配偶者からの暴力の被害者の子

どもであるなどの特別の事情があることを十分認識し，転学先や居住地等の情報を記している学齢簿や指導

要録等の開示請求等については，特に慎重に対応すること。配偶者（加害者）が児童及び生徒の法定代理人
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として学齢簿や指導要録等の開示請求をしたような場合でも，教育委員会や学校にあっては，「個人情報の

保護に関する法律」（平成15年法律第57号）において，「本人又は第三者の生命，身体，財産その他の権利

利益を害するおそれがある場合」はその全部又は一部を開示しないことができる（同法第25条第１項）とさ

れていることや，「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべ

き措置に関する指針」（平成16年文部科学省告示第161号）において，個人データの開示に関し，「本人の法

定代理人から当該本人に関する保有個人データの開示を求められた場合におけるその開示又は非開示の決定

に当たっては，当該本人に対する児童虐待（児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号）第２条

に規定する児童虐待をいう｡）及び当該本人が同居する家庭における配偶者からの暴力（配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法律（平成13年法律第31号）第１条第１項に規定する配偶者からの暴力をい

う｡）のおそれの有無を勘案すること」とされていること等も踏まえながら，それぞれの地方公共団体の個人

情報保護条例等に則り，適切に対応すること。 

 

 

 

11 一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切な対応及び児童虐待防止対策に係る対

応について（通知）   （平成27年7月31日，27文科初第335号，文部科学省初等中等教育局長 通知） 

  児童虐待への対応については，「児童虐待の防止等のための学校，教育委員会等の的確な対応について」（平

成22年３月24日付け21文科初第777号）（参考資料１）等を踏まえ，学校や教育委員会等において，これまでも

様々な努力がなされているところですが，児童虐待の相談対応件数の増加傾向が続くなど，引き続き適切な対

応が求められています。 

  このような状況の下，「児童福祉法」（昭和22年法律第164号）に基づく一時保護の件数も増加しているとこ

ろ，この一時保護が行われる間は学校へ通うことができなくなることがあります。加えて，「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（平成13年法律第31号）及び「売春防止法」（昭和31年法律第118

号）等に基づき婦人相談所による一時保護が行われている児童生徒及び婦人保護施設に保護されている児童生

徒についても，これらの措置が行われる間は学校へ通うことができなくなることがあります。 

  一方，近年では，例えば，児童相談所の一時保護所において，退職教員等の学習指導協力員の配置や一定の

学習時間の確保等，一時保護が行われている児童の学習条件を向上させる取組も行われているところです。 

  ついては，こうした状況等を踏まえ，一時保護が行われている児童生徒及び婦人保護施設に保護されている

児童生徒（以下「一時保護等が行われている児童生徒」という。）の指導要録に係る適切な対応等を下記１．

のとおりお示しすることとしました。 

  また，関係府省庁によって「児童虐待防止対策等について」（平成26年12月26日児童虐待防止対策に関する

副大臣等会議）（参考資料２）が取りまとめられており，居住実態が把握できない児童生徒への取組のほか，

児童虐待の未然防止，早期発見・早期対応等のための速やかな実施に向けて取り組む主な対応策が示されてい

ます。 

  これを踏まえ，学校や教育委員会等における児童虐待防止に係る対応を進める上での留意事項を下記２．の

とおり整理しましたので適切な対応をお願いします。なお，居住実態が把握できない児童生徒への取組につい

ては，「居住実態が把握できない児童への対応について」（平成27年３月16日付け総行住第33号，26初初企第

53号，雇児総発9316第１号）が別途通知されていますので，併せて御留意願います。 

  ついては，都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して，

都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して，国立大学法人の長にあっては設置する附属学校に対して，

株式会社立学校を認定した地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して，これらの趣旨についての周知

を図るとともに，適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。なお，本通知に関しては，厚生労働省と

協議済みであり，同省に対し，関係機関等への本通知の内容の周知方を依頼済みであることを申し添えます。 

記 

１．一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切な対応等について 

   児童相談所の一時保護所の学習環境等については，その充実に向けこれまでも学習指導協力員の配置など

様々な取組が進められてきたところであるが，「児童虐待防止対策等について」において「学校と児童相談
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所等関係機関の連携」を推進することが示されたこと等を踏まえれば，一時保護等が行われている児童生徒

の学習状況の評価等についても関係機関が連携して適切な対応を進める必要がある。 

   したがって，一時保護等が行われている児童生徒の指導要録上の取扱い等について，別紙１及び別紙２に

よることとするので，これを踏まえて適切な対応を行うこと。 

   その際，都道府県教育委員会等においては，学校における指導要録上の取扱い等について各学校の円滑な

判断が行われるよう，児童相談所における相談・指導の状況等について，当該児童相談所からの情報提供を

踏まえ，域内の学校に情報提供することが考えられること。また，都道府県教育委員会等において，児童相

談所の求めに応じ，その学習環境を充実させる観点から，一時保護所の学習指導協力員となる者として退職

教員を紹介する等の協力を行うこと。  

 

２．児童虐待防止対策に係る対応について 

（1） 学校等の間の情報共有について 

     「児童虐待防止対策等について」においては，「進学・転学の際の学校等の間の情報共有」を推進する

ことが示されているが，指導要録に記されている学習状況や出席日数，健康診断票に記されている健康の

状況等は，支援が必要な幼児児童生徒を発見するに当たって重要な情報となる場合もあるものである。 

ついては，進学・転学に当たっては，法令にのっとり行うこととされている進学・転学先への文書の送

付はもとより，対面，電話連絡，文書等による学校間での引継ぎの実施，学校の担当者やスクールソーシ

ャルワーカー等によるケース会議の開催等により，支援が必要な幼児児童生徒に係る学校等の間の適切な

連携を進めること。 

      個人情報保護の観点からどこまで情報を引き継げるかについては，適用される関係法令に基づき各学校

等が判断することとなり，一般的には，公立学校には当該学校を設置する地方公共団体の個人情報保護条

例が，私立学校を設置する学校法人等には「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号）及び

関係条例が，国立大学法人には「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平成15年法

律第59号）が適用されるものであること。その際，一般的には， 

・  設置者を同じくする学校間での引継ぎについては，個人情報の利用目的の範囲内であることが原則で

あるが，利用目的の範囲外であっても，私立学校においては，人の生命，身体等の保護のためや児童

生徒の健全な育成の推進のために特に必要があり，本人の同意を得ることが困難である場合，国立大

学法人の設置する学校においては，法令の定める業務の遂行に必要な範囲で行われるものであり，か

つ，相当な理由がある場合は，保有個人情報の内部利用として認められるときがあること 

・  設置者を異にする学校間での引継ぎについては，個人情報の第三者提供に該当することから，本人の

同意を得ることが原則であるが，私立学校においては，人の生命，身体等の保護のためや児童生徒の

健全な育成の推進のために特に必要があり，本人の同意を得ることが困難である場合，国立大学法人

の設置する学校においては，明らかに本人の利益になる場合や，特別な理由がある場合であれば，関

係法令上，第三者提供が認められるときがあること 

・  公立学校においては，個人情報保護条例の利用目的や第三者提供に関する規定において，類似又は同

趣旨の定めがなされていることがあること 

   等に留意した上で必要な情報共有を図ること。また，個別の案件で疑義がある場合は，関係法令を所管す

る行政の部局へ問い合わせることが考えられること。 

（2） 児童虐待等に係る研修の実施について 

      「児童虐待防止対策等について」においては，「学校と児童相談所等関係機関の連携」を推進すること

が示されており，虐待を発見するポイントや，発見後の対応の仕方等について，教職員の理解を一層促進

することが求められる。 

ついては，学校や教育委員会等においては，以下の資料等を参考にするとともに，「児童虐待の防止等

のための学校，教育委員会等の的確な対応に関する状況調査結果について」（平成23年３月４日付け22初

児生第65号）（参考資料３）に沿って，児童相談所の職員を講師に招くなどして，今後とも教職員に対す

る研修の充実に努めること。 

   （参考資料） 
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    １ 児童虐待の定義，関連する法律などの基礎的な知識と近年の状況については「児童虐待防止対策」

（厚生労働省ＨＰに掲載）を参照。 

    ２ 児童虐待についての学校における対応について 

     ○ 学校生活の中における児童虐待の兆候等については「児童虐待防止と学校」（文部科学省ＨＰに

掲載）の「第３章学校生活での現れ」を参照。 

     ○ 学校と福祉機関との役割分担や通告後の対応等については「児童虐待防止と学校」（文部科学省

ＨＰに掲載）の「第６章疑いから通告へ」を参照。 

   (3) 児童虐待に係る通告についての組織的な対応等について 

     「児童虐待の防止等に関する法律」（平成12年法律第82号）の第５条第１項においては，学校及びその

教職員による児童虐待の早期発見の努力義務が定められており，また，「児童虐待防止対策等について」

においても，学校の組織としての「適切な通告の実施」の必要性が改めて示されていることから，学校及

びその教職員は法令の趣旨を理解して児童虐待に関し適切な通告を行う必要がある。 

     ついては，教育委員会等においては，「児童虐待に係る速やかな通告の一層の推進について」（平成24

年３月29日付け23文科初第1707号）（参考資料４）の別紙３に記載のとおり，虐待の事実が必ずしも明ら

かでなくとも一般の人の目から見れば主観的に児童虐待が疑われる場合は通告義務が生じることや，法の

趣旨に基づくものであれば，その通告が結果として誤りであったとしても，そのことによって刑事上，民

事上の責任を問われることは基本的には想定されないこと等を改めて学校に対し周知すること。 また，通

告は，教育機関と福祉機関の専門性の違いを尊重しつつ両者が協働していく契機と捉え，教職員個々人の

対応に加え，学校組織として関係法令に沿った適切な対応を行うよう周知すること。 

 

 

（別紙１）一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切な対応等について   

 

  児童福祉法に基づく一時保護が行われている児童生徒は，当該措置が行われる間，学校へ通うことができな

くなることがある。また，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律及び売春防止法等に基づ

き婦人相談所による一時保護が行われている児童生徒及び婦人保護施設において保護されている児童生徒につ

いても，これらの措置が行われる間は学校へ通うことができなくなることがある。 

  一方，近年では，例えば，児童相談所の一時保護所においては，退職教員等の学習指導協力員の配置や一定

の学習時間の確保等，一時保護が行われている児童生徒の学習条件を向上させる取組も行われている。 

  このような状況等を踏まえ，一時保護等が行われている児童生徒については次のように，指導要録に係る適

切な対応等を行うことが必要である。 

１．一時保護が行われている児童生徒が児童相談所の一時保護所において学習を行っている場合 

   児童相談所の一時保護所で一時保護が行われている児童生徒の中には，当該施設において，相談・指導を

受け，学校における学習活動に遅れが生じないよう努力している者もいる。このような者の努力を学校とし

て評価し支援するため，以下の要件を満たす場合には，当該施設において相談・指導を受けた日数を指導要

録上出席扱いとすることができることとする。 

  （出席扱いの要件） 

    一時保護が行われている児童生徒が児童相談所の一時保護所において相談・指導を受ける場合であって，

当該児童生徒の自立を支援する上で当該相談・指導が有効・適切であると判断され，かつ，以下の要件を

満たすときには校長は指導要録上出席扱いとすることができる。 

  １ 当該施設と学校との間において，児童生徒の生活指導や学習指導に関し，十分な連携・協力が保たれて

いること。 

２ 別紙２を参考としつつ，当該施設において，児童生徒の状況に適した学習環境が整えられているなど，

適切な相談・指導が行われていることが確認できること。 

    なお，指導要録上出席扱いとした場合，指導要録においては，「小学校，中学校，高等学校及び特別支

援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（平成22年５月11日付け

22文科初第１号（以下「平成22年通知」という。））を踏まえ，出席日数の内数として出席扱いとした日
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数及び当該施設において学習活動を行ったことを記入すること。 

２．一時保護等が行われている児童生徒が学習を行っていない場合  

   一時保護等が行われている児童生徒については，その心身の状態から学習が困難であったり，学校に出席

できなかったりすることがある。このため，一時保護等が行われている児童生徒が学校に出席できておらず，

かつ，一時保護所又は一時保護所以外の施設で学習を行っていない場合には，平成22年通知の別紙１，２及

び３中「出席停止・忌引等の日数」に含めることとされている「非常変災等児童（生徒）又は保護者の責任

に帰すことのできない事由で欠席した場合などで，校長が出席しなくてもよいと認めた日数」に含める扱い

とすることが適当である。 

   なお，指導要録においては，平成22年通知を踏まえ，一時保護等が行われている児童生徒であることを理

由として出席停止・忌引等の日数としたこと及びその日数を記入すること。 

３．その他の留意点 

（1） 一時保護所以外の施設で一時保護が行われている児童生徒及び婦人保護施設において保護されている児

童生徒が学校に出席できていないときは，これらの措置が児童の福祉を保障する観点等から行われるもの

であることに留意し，１．を参考としつつ，児童生徒の自立を支援する上で有効・適切であると判断され

る場合であって，当該児童生徒に対しこれらの措置の実施主体と学校との連携・協力の状況，学習環境等

の相談・指導の状況等を勘案して適切であると認められるとき，出席扱いとすることができることとする。 

 また，指導要録上出席扱いとした場合，指導要録においては，平成22年通知を踏まえ，出席日数の内数

として出席扱いとした日数及び当該施設において学習活動を行ったことを記入すること。 

（2） 一時保護等が行われている児童生徒が学校に復帰した際，当該学校は児童生徒の状況に応じ補習等を実

施し，小・中学校における各学校の課程の修了や高等学校における単位の認定等を適切に行うことが望ま

しいこと。 

 

 

（別紙２）児童相談所の一時保護所の学習環境が出席扱いを認めることができるかを判断する際の目安   

 

  児童相談所については「児童相談所運営指針」（平成２年３月５日付け児発第133号を累次改正）が定められ

ており，その中では，一時保護所の運営に関し，学習の実施に当たっての配慮事項が定められている。 

 学校長は，一時保護が行われている児童生徒について指導要録上出席扱いとする場合には，児童相談所に置

かれている児童福祉司等を通じ，児童生徒の状況に適した学習環境が整備されていることを確認することが必

要であり，その際の参考となるよう以下の目安を示すものである。 

（1） 教育指導の方法・内容 

   ○ 児童相談所運営指針に沿って，例えば，午前中は学習指導，午後はスポーツ等のプログラムが組まれる            

など，一定の教育指導の時間が確保されていること。 

   ○ 学校から聴取した状況等も踏まえ，当該児童生徒の学習到達の状況を適切に評価し，当該児童生徒の状 

況に応じた方針に基づき，教育指導が実施されていること。 

   ○ 児童相談所や児童生徒の実状に応じて，個別指導と併せて，集団指導が実施されていること。 

   ○ 児童相談所の運営・管理の許す限りにおいて，体験学習が取り入れられていること。 

（2） 教育指導の体制 

   ○ 教育指導に当たっては，教員経験やそれに準ずる教育指導の経験のある学習指導協力員や職員が中心と 

なるとともに，その他の職員の協力も得て，「不登校への対応の在り方について（通知）」（平成15年

５月16 日付け15文科初第255号）の中の「教育支援センター（適応指導教室）整備指針（試案）６指導

体制等」を参考にしつつ，個に応じたきめ細かな教育指導がなされる体制となっていること。 

○ 児童生徒の指導方針等については，心理や福祉に関する専門的な資格を有する者の協力を得て定めら 

  れていること。 

（3） 施設・設備等 

   ○ 施設・設備は，保健衛生上，安全上及び管理上適切なものであり，集団で活動するための部屋，相談室， 

    職員室などを備えていること。 
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   ○ 体育館等を備えていたり，体育館等を有しない場合は周辺に代替できる施設や環境が整えられていたり 

するなど，スポーツ活動や体験活動の実施に関する配慮がなされていること。 

   ○ 児童生徒の教育指導に必要な教具を備えていること。 

 

 

 

12 児童生徒のオリンピック・パラリンピック競技大会等への参加について（通知） 

  （平成27年10月30日，27ス庁第142号，スポーツ庁次長・文部科学省初等中等教育局長 通知） 

児童生徒の体力・運動能力の低下や体験不足が指摘される中，児童生徒が参加する運動競技は，生涯にわた

ってスポーツに親しむ資質や能力を育て，健康の増進と体力の向上を図るだけでなく，児童・生徒の自主性，

協調性，責任感，連帯感などを育成するなど教育効果は極めて大きいものです。 

  このような教育的効果が有効に発揮されるには，児童生徒の発達段階やバランスのとれた生活が考慮されな

ければならないことから，児童生徒が参加する運動競技は，引き続き，勝利至上主義に陥らず，その適正な実

施及び参加がなされる必要があります。 

  平成32年に東京おいてオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会が開催されることとされており，

今後，これらの競技大会及びこれらの競技大会に向けた選手強化合宿等に児童生徒が参加することが見込まれ

るところです。 

  こうした状況を踏まえ，文部科学省において，児童生徒がオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大

会並びにこれらの競技大会に向けた選手強化合宿等に参加するに当たっての配慮事項等を以下のとおり取りま

とめました。下記事項に御留意の上，今後とも，児童生徒の競技活動が活発かつ適切に行われるよう御協力願

います。 

  以上のことについて，都道府県及び指定都市教育委員会並びに都道府県知事にあっては，域内の市町村教育

委員会，所管又は所轄の学校に対して，国立大学長にあっては，その管下の学校に対し，御周知願います。 

記 

１ 児童生徒のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会並びにこれらの大会に向けた選手強化合宿

等（以下「オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会等」という。）への参加については，児童生

徒の個性・能力の伸長，競技力の向上の見地から，児童生徒の心身の発育・発達，学校教育への影響に配慮

しつつ，体力に優れ，著しく競技水準の高い者に限って参加を認めるものであること。 

２ 児童生徒のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会等への参加が，当該児童生徒の心身の発育

・発達の状況，学校教育への影響等を総合的に勘案し，教育上有意義であると認められる場合には，校長は，

学校教育活動の一環として参加させることができるものであること。その際，授業への出欠については「出

席」扱いとすることが適当であること。なお，この取扱は，「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校

等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）」（平成22年５月1日付け22文科

初第１号）別紙１から別紙３における「指導要録の出欠の記録においては出席扱いとすることができる」と

する取扱に該当するものであること。 

３ 学校においては，オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会等に児童生徒が参加するに当たって

は，例えば各競技団体から児童生徒の活動等に関する事項を記載した書面を徴するなど，保護者や各競技団

体と連携して，児童生徒がオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会等に参加する状況を把握する

こと。 

 

 

 

13 「児童生徒のオリンピック・パラリンピック競技大会等への参加について（通知）」等に関する

周知及び留意事項について   

（平成29年４月３日，スポーツ庁競技スポーツ課・文部科学省初等中等教育局教育課程課 事務連絡） 

  児童生徒のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会並びにこれらの大会に向けた選手強化合宿等

の参加に当たっての配慮事項等については，「児童生徒のオリンピック・パラリンピック競技大会等への参加 
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について（通知）」（平成27年10月30日 27ス庁第142号 スポーツ庁次長，文部科学省初等中等教育局長通知。

以下「本通知」という。）にてお知らせしているところです。 

  また，本通知に関しては，平成29年１月18日に開催された都道府県・指定都市スポーツ主管課長会議におい

て，上記通知の趣旨が学校等に確実に伝わるよう適切な周知をお願いするとともに，オリンピック・パラリン

ピック以外の競技についても，部活動において実施されているか否かにかかわらず，本通知に従い取り扱うこ

とができる旨周知しているところですが，新年度になり，児童生徒の各種競技大会等への参加の申出や「出席」

扱いに関する相談が新たに行われることも見込まれることから，都道府県及び指定都市教育委員会担当課並び

に都道府県私立学校主管課にあっては，域内の市町村教育委員会，所管又は所轄の学校に対して，国立大学法

人主管課にあっては，その管下の学校に対し，改めて本通知の趣旨について御周知願います。 

  なお，本通知に関係する事務の取扱については下記の事項に留意していただくようにお願いします。あわせ

て，各学校における本通知に関係する事務の適切な取扱に資するため，「Ｑ＆Ａ」を作成しましたので，参考

として送ります。これらについてもあわせて御周知願います。 

 

 【留意事項】 

  １ オリンピック・パラリンピック以外の各種競技についても，学校部活動において実施されているか否か

にかかわらず，本通知に従い取り扱うことができるものであること。 

  ２ 校長は，体力に優れ，著しく競技水準の高い児童生徒から各種競技大会等への参加について申出があっ

た場合，①児童生徒の各種競技大会等への参加に伴う教育的効果（生涯にわたってスポーツに親しむ資

質や能力の育成，健康の増進，体力の向上，児童生徒の自主性，協調性，責任感，連帯感の育成等）を

適切に把握した上で，②当該児童生徒の心身の発育・発達の状況，③当該児童生徒の学校教育上の状況，

等について懸念される事項（各種競技大会等への参加が，当該児童生徒の心身の発育・発達に悪影響を

与える可能性や当該児童生徒の学業や生活への支障等）がある場合，当該教育的効果とこれらの懸念さ

れる事項を照らし合わせる等の方法を通じて，各種競技大会等への参加が教育上有意義であるか否かを

判断すること。 

  ３ 校長は，当該児童生徒の各種競技大会等への参加が決定した後のみならず，２の判断を行うに当たって

も，当該児童生徒が各種競技大会等に参加する教育的効果や活動状況を具体的に把握できるよう，児童

生徒の活動等に関する事項を記載した書面の作成を依頼するなど各種競技団体等と必要な意思疎通を図

ること。 

  ４ 校長は，２の判断を行った場合には，判断の理由を当該児童生徒の保護者に対して丁寧に説明するなど，     

保護者と適切に意思疎通を図ること。 

 

「Ｑ＆Ａ」 

Ｑ１ ある生徒から○○という競技の全国大会に県代表として参加したいので「出席」扱いを認めてほしい   

旨の申出がありました。しかし，○○という競技については，近隣の市町村や学校ではほとんど行われて   

おらず，学校部活動で行われている競技以外の競技について出席扱いを認めた前例もないため，「地域性」   

や「前例」を理由に申出をお断りしようと思います。問題ありませんか。 

○ 「児童生徒のオリンピック・パラリンピック競技大会等への参加について（通知）」（平成27年10月30日 付

け・27ス庁第142号 スポーツ庁次長・文部科学省初等中等教育局長通知）に基づき，オリンピック・パラリ

ンピック以外の競技についても，各種競技大会等への参加が教育上有意義であるなど一定の要件を満たす場

合には，「出席」扱いとすることができることとされています。 

○ このため，校長は，このような申出があった場合，「地域性」や「前例」を理由とせず，通知の定める取扱

に従って，競技の種類の如何に関わらず，各種競技大会等への参加が教育上有意義であるかどうかを個別具

体的に判断する必要があります。 

 

Ｑ２ △△という競技については，その内容をよく知りませんが，遊びのようなものではないでしょうか。

そのようなものに，学校活動の一環として参加させることはできないのではないでしょうか。 

○ 本通知に示しているとおり，児童生徒が参加する運動競技は，生涯にわたってスポーツに親しむ資質や能
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力を育て，健康の増進と体力の向上を図るだけでなく，児童生徒の自主性，協調性，責任感，連帯感などを

育成するなど，教育的効果は極めて大きいものと考えられます。 

○ また，本通知において用いる運動競技という用語は，心身の健全な発達，健康及び体力の保持増進等とい

った観点から，一定の規則に従って，速力・技能などを競う身体活動を幅広く含むものであり，例えば，舟

艇，車，ボード類及びそりその他の様々な器具（発動機を動力として要するものを含む）を用いる競技も含

むことに留意してください。 

○ 児童生徒から，各種競技大会等への参加や「出席」扱いに関する相談があった場合で，校長が各種競技大

会等への参加が教育上有意義かどうか判断する場合には，通知の定める取扱いに従って，責任ある判断を行

うことができるよう，必要な情報の収集に努めることが求められます。 

○ 例えば，当該児童生徒や保護者から当該活動に参加する教育的効果について聞き取りを行うとともに，書

面を徴することをはじめとして各競技団体等と必要な意思疎通を図るなどの方法が考えられます。 

 

Ｑ３ ある児童生徒とその保護者から，「近隣の□□市では「出席」扱いが認められたのだから，自分たち

も「出席」扱いを認めてほしい」と申出がありました。このような場合，必ず「出席」扱いを認めなけ

ればならないのでしょうか。 

○ 本通知及び本事務連絡に示しているとおり，校長は，体力に優れ，著しく競技水準の高い児童生徒から各

種競技大会等への参加について申出があった場合，①児童生徒の各種競技大会等への参加に伴う教育的効果

を適切に把握した上で，②当該児童生徒の心身の発育・発達の状況，③当該児童生徒の学校教育上の状況等

を総合的に勘案し，児童生徒の各種競技大会等への参加が教育上有意義であるか否かを判断することが必要

です。 

○ 個々の児童生徒に関する②・③に示した状況は，児童生徒毎に異なることが想定されるとともに，校長に

よる判断は個々の児童生徒の置かれた状況を適切に踏まえた上で個別具体的に行われる必要があることから，

単に他の地方公共団体や学校で他の児童生徒について「出席」扱いが認められたことのみを持って，申出の

あった当該児童生徒についても自動的に「出席」扱いを認めるという運用は不適切であると考えられます。 

○ 逆に，近隣の地方公共団体や学校において，「出席」扱いを認めた事例がないということのみをもって，

「出席」扱いを認めないとすることが不適当であることについては，Ｑ１に対する回答で説明したとおりで

す。 

 

Ｑ４ 学校の勉強に遅れないように，大会や強化合宿等に参加する児童生徒に，一定の課題を与えることは

差し支えありませんか。 

○ 一般に，児童生徒の学習状況に応じて，必要に応じ，一定の課題を与えたり，補習等の機会を設けること

は差し支えありませんが，その際には，児童生徒が競技等に参加する状況を競技団体等を通じて適切に把握

するなど，与える課題が児童生徒にとって負担過重なものとならないよう配慮することが求められます。 

 

 

 

14 指導要録等の電子化に関する参考資料について 

（平成22年９月30日，初等中等教育局教育課程課 事務連絡） 

  学習評価と指導要録の改善等について，平成22年５月11日付けで「小学校，中学校，高等学校及び特別支援

学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（22文科初第１号文部科学省初等中等教育

局長通知）」（以下，通知とする。）を発出するとともに，本年８月30日付けの事務連絡により，校務の情報

化を推進する観点から，指導要録の「参考様式」の電子ファイル（エクセル様式）を電子メールにより送付し

たところです。この事務連絡の中でお伝えしていた「情報技術を活用した指導要録の作成，保存，送付につい

ての参考資料」を作成しましたので，別添の通り送付します。 

  各設置者におかれましては，指導要録の様式の設定等の検討に当たって本事務連絡で送付した参考資料を参

考にしていただきたいと考えています。また，このことについて関係機関に周知していただくようお願いしま

す。 
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15 表簿・指導要録等の電子化に係る基本的な考え方等について 

 （平成24年3月29日，文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育課程課 事務連絡） 

 １. これまでの経緯 

文部科学省では，これまで，指導要録の作成，保存及び送付を情報通信技術を活用して行うことが可能で

ある旨を「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善

等について(平成22年５月11日付け 22文科初第１号)」(以下「通知」という。)(※別紙1)において示すとと

もに，情報通信技術の活用の際の留意点などをまとめた「指導要録等の電子化に関する参考資料」(平成22年

９月30日付け事務連絡)を作成し，送付しております。 

その後，平成23年２月には，「学校教育の情報化に関する懇談会(文部科学副大臣決定)」の教員支援ワー

キンググループにおいて，「指導要録等のＩＣＴ化」等について留意すべき基本的な考え方等を整理した「検

討のまとめ」(※別紙２)が取りまとめられました。これを受けて，文部科学省では，平成23年４月に教育の

情報化に関する総合的な推進方策「教育の情報化ビジョン」(以下「ビジョン」という。)をまとめました。

ビジョンでは，校務の情報化は，「教職員等学校関係者が必要な情報を共有することによりきめ細かな指導

を可能とするとともに，校務の負担軽減を図り，教員が子どもたちと向き合う時間や教員同士が相互に授業

展開等を吟味し合う時間を増加させ，ひいては，教育の質の向上と学校経営の改善に資するものである」と

し，その推進を提言しています。 

さらに，平成23年８月に高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が決定した「情報通信技術利活用の

ための規制・制度改革に係る対処方針」(※別紙３)において，文部科学省は指導要録・表簿の電子化に当た

り，基本的な考え方を整理し，学校設置者等に対して周知することとされました。 

 ２. 本事務連絡の趣旨 

    このような状況を踏まえ，今回，表簿・指導要録，その写し及び抄本(以下「指導要録等」という。)の電

子化に係る基本的な考え方等について，改めてお示しすることとしました。表簿・指導要録等の電子化を進

めるに当たっては，以下に示す事項を含め，上記の提言等を参考にしながら，地域や学校の実情に応じて，

また，個人情報保護条例等との整合性を図りつつ対応いただきますようお願いします。 
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      なお，表簿・指導要録等の電子化に当たり，多様な漢字が使われている児童生徒の氏名の正確な表記をす

るため，コンピュータに標準搭載されていない文字への対応として，独立行政法人情報処理推進機構におい

て戸籍統一文字や住民基本台帳ネットワークシステム統一文字から人名漢字等を中心に約６万の文字情報

(IPAmj明朝フォント)を整備しております(※別紙４)ので，参考までにお知らせします。 

      これらのことについて，所管の学校に周知していただくとともに，都道府県教育委員会におかれては域内

の市町村教育委員会に対しても周知していただくようお願いします。 

(1)  表簿の電子化について 

     ①  表簿の電子化及び電子化した表簿の備え方  

         学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第１項の表簿については，行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する法律(平成14年 法律第151号)第６条及び民間事業者等が行う書面の保存等

における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第３条の規定により，情報通信技術

を利用して保存することは可能となっていること。 

     ②  表簿の真正性・機密性の確保について  

         表簿を電子化する場合には，以下の事項にも留意する必要があること。 

        (a) 内容の真正性の確保のため，電子署名などを活用する手法，内容の機密性の確保のため，表簿の

データへのパスワード設定や暗号化する手法，又はそれらを組み合わせる手法など，様々なものが

考えられること。 

(b) あらかじめ学校におけるセキュリティポリシーに必要な事項を定め，教職員間で共有しておくこと 

が重要であること。 

(2)  指導要録等の電子化について 

表簿の中でも特に指導要録等については，上記(1)に加え，以下に示す事項についても御留意願います。 

 ①  項目の標準化の考え方 

設置者等において指導要録等の電子化を進めるに当たっては，その効率的運用を図る観点から，上記通

知に示した参考様式を基本とし，例えば，「観点」に学校独自の観点を追加する欄や「総合所見及び指導

上参考となる諸事項」等を活用するなど，各学校の取組の特色を反映した記述が可能となるように項目を

工夫しつつ，同一のシステムを共同して利用する学校においては基本的に同じ項目等を用いることが重要

と考えられること。なお，現在，例えば，財団法人全国地域情報化推進協会(APPLIC)において，指導要録

等の電子化の際の標準化に関する検討が進められており，こうした検討結果についてもまとまり次第，情

報提供する予定であること。 

   ②  押印の取扱い  

         押印を省略して指導要録等を電子的に作成・送付・保存する場合は，従来の押印により担保されてきた

校長の関与等，適正かつ組織的な手順を担保すること，また，送付の際は，学校(又は校長)名の電子署名

を付すなど，一般の行政事務における取扱いなども踏まえつつ，文書の真正性を担保する手段を講じるこ

とが求められること。なお，国公立学校においては，指導要録等の送付時に第三者の認証局を通じた電子

署名を行い，当該電子署名に係る電子証明書をデータと併せて学校のパソコンに備えられたファイルに記

録する必要があること(文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15

年文部科学省令第９号) 第６条第３項)。 

     ③  電子的に送付する文書のデータ形式の在り方  

         設置者の枠を越えて様式が異なる指導要録等を送付する際の課題を解消するため，他の設置者の設置す

る学校に指導要録の写しや抄本を電子的に送付する場合，当面の間，例えばＰＤＦ形式などのように環境

に依存せず広くオリジナルの帳票のイメージをほぼ再現して見読可能な電子ファイルに変換して送付する

ことを基本とすることが考えられること。あわせて，必要性があり共通して標準化できる項目については，

例えばＸＭＬ形式のようなデータ交換に適したファイル形式で送付することも考えられること。 

         なお，指導要録等を他の学校に送付する場合，事前に送付先の学校に送付方法及びそのファイル形式に

ついて連絡し，承諾を得ておく必要があること(文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する省令第６条第２項，民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関す

る法律施行令第２条第１項及び第２項)。 
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   ④  ネットワーク環境や認証基盤の在り方  

     学校の校務処理のためのネットワークを整備する際は，送付する文書の真正性や機密性を確保するため

に， 既存の「総合行政ネットワーク」(通称ＬＧＷＡＮ) 及び同ネットワーク上で提供されている「地方

公共団体組織認証基盤」(通称ＬＧＰＫＩ)のサービスの活用を検討していくことが重要と考えられること。 

 

 

 

16 小・中学校等における病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行った場合の指導要録上の出 

欠の取扱い等について （通知） 

（平成30年９月20日，30文科初第837号，文部科学省初等中等教育局長 通知） 

  疾病による療養のため又は障害のため，相当の期間学校を欠席すると認められる児童生徒（以下「病気療

養児」という。）に対する教育については，関係者においてその充実を図るための様々な取組が行われてい

るところです。 

   この度，病気療養児に対する教育の一層の充実を図るため，小学校，中学校，義務教育学校，中等教育学校

の前期課程，特別支援学校小学部・中学部（以下「小・中学校等」という。）において，病院や自宅等で療養

中の病気療養児に対し，インターネット等のメディアを利用してリアルタイムで授業を配信し，同時かつ双方

向的にやりとりを行った場合（以下「同時双方向型授業配信」という。）の指導要録上の出欠の取扱い等につ

いては，下記によることとしましたので，適切に対応されるようお願いします。 

  また，各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の指定都市を除く市町村教育委員会に対して，

各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して，各都道府県知事及び構造改革特別区域法（平成14年

法律第189号）第12条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては所轄の学校及び学校法人等に対し

て，附属学校を置く各国公立大学法人の長におかれては管下の学校に対して，このことを十分周知願います。 

記 

  第１ 趣旨 

     小・中学校等では，病院や自宅等で療養中の病気療養児に対する学習支援として同時双方向型授業配信や

それを通じた他の児童生徒との交流を行っている場合があり，それにより病気療養児の教育機会の確保や学

習意欲の維持・向上，学習や学校生活に関する不安感が解消されることによる円滑な復学につながるなどの

効果が見られている。このような状況を踏まえ，病気療養児に対する教育の一層の充実を図るため，小・中

学校等において同時双方向型授業配信を行った場合，校長は，指導要録上出席扱いとすることができること

とするものである。 

  第２ 指導要録上の取扱い等 

    小・中学校等において，当該学校に在籍する病院や自宅等で療養中の病気療養児に対し，受信側に教科等

に応じた相当の免許状を有する教師を配置せずに同時双方向型授業配信を行った場合，校長は，指導要録上

出席扱いとすること及びその成果を当該教科等の評価に反映することができることとする。なお，同時双方

向型授業配信を行うに当たっては，学校教育法（昭和22年法律第26号），学校教育法施行規則（昭和22年文

部省令第11号），小・中学校の設置基準及び学習指導要領等の関係法令の規定に留意して行う必要があるこ

と。特に，以下のような事項に留意すること。 

（1） 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）の規定を踏まえ，配信側の教師は，当該病気療養児が在籍する

学校の教師の身分を有する者であり，中学校等においては同時双方向型授業配信を行う教科等に応じた相

当の免許状を有する者である必要があること。 

（2） 配信側及び受信側で同時に授業を受ける一学級の児童生徒の合計数は，小学校，中学校，義務教育学校，

中等教育学校の前期課程にあっては，小学校設置基準（平成14年文部科学省令第14号）第４条及び中学校

設置基準（平成14年文部科学省令第15号）第４条の規定を踏まえ，原則として40人以下とすること。特別

支援学校の小・中学部にあっては，学校教育法施行規則第120条第２項の規定を踏まえ，視覚障害者又は聴

覚障害者である児童生徒に対する教育を行う学級では原則として10人以下を，知的障害者，肢体不自由者

又は病弱者（身体虚弱者を含む。）である児童生徒に対する教育を行う学級では原則として15人以下を標

準とすること。 
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（3） 教室等で授業を受ける場合と同様，教科用図書や教材については，学校教育法第34条（同法第49条，第

49条の８，第70条第１項，第82条において準用する場合を含む。）の規定や「学校における補助教材の適

切な取扱いについて」（平成27年３月４日付け26文科初第1257号文部科学省初等中等教育局長通知）等に

基づき，適切に対応すること。なお，小・中学校等のうち，特別支援学級及び特別支援学校の小・中学部

にあっては，同法附則第９条の規定にも留意すること。 

第３ 留意事項 

   本取扱いに当たっての留意事項は，以下のとおりであること。 

１ 本取扱いにおける病気療養児に該当するか否かの判断は，疾病や障害に関する医師等の専門家による診

断書や，文部科学省が就学事務の参考資料として作成し配布している「教育支援資料」に示された障害種

ごとの障害の状態等を基に，文部科学省が平成26年度に実施した長期入院児童生徒に対する教育支援に関

する実態調査で示された年間延べ30日以上の欠席という定義を一つの参考としつつ，小・中学校等又はそ

の管理機関が行うこと。 

２ 受信側は，学校と保護者が連携・協力し，病気療養児の状態等を踏まえ，体調の管理や緊急時に適切な

対応を行うことができる体制を整えること。受信側で当該対応を行う者としては，例えば，保護者自身，

保護者や教育委員会等が契約する医療・福祉関係者等が考えられること。 

３ 同時双方向型授業配信を行うに当たっては，以下のような事項について配慮すること。 

    （1） 教師と病気療養児が，互いにやりとりを行うこと。なお，病気療養児の状態等を踏まえ，音声や文字

のみによるやりとりも可能であること。 

（2） 病気療養児の教師に対する質問の機会を確保すること。 

   （3） 画面では黒板の文字が見づらい等の状況が予想される場合には，あらかじめ病気療養児にプリント教

材等を準備するなどの工夫をすること。 

  （4） 病気療養児が同時双方向型授業配信に係るシステムを利用するに当たって必要な支援を行うこと。 

   （5） 病気療養児の体調の変化等に留意し，同時双方向型授業配信を行うことが適当でないと考えられる場

合には，直ちに中止できるようにすること。 

４ 配信側の教室等において実施している授業を配信する場合だけでなく，配信を行う場所には教師だけが

いて，授業を受けている児童生徒がいない場合も同時双方向型授業配信に含まれること。 

５ 同時双方向型授業配信と併せて，教師が定期的に病気療養児を訪問することにより，その学習や生活の

状況を把握し，適切な指導や必要な支援を行うことが望ましいこと。なお，病気療養児の状態等により訪

問することが難しい場合は，インターネット等のメディアを利用して行うことも考えられること。 

６ 本取扱いにおける病気療養児に対する同時双方向型授業配信は，原則として「学校の管理下」ではなく，

独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成14年法律第162号）による災害共済給付の対象とならない

が，独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令（平成15年政令第369号）で定める「学校の管理下」

の範囲において，学校が受信側に教職員や教育委員会等が契約する医療・福祉関係者などの安全管理を行

う者を配置することにより，病気療養児が，当該校の指示，監督の下で同時双方向型授業配信を受けてい

ると認められる場合は，給付の対象になり得るため，具体の事例については必要に応じて独立行政法人日

本スポーツ振興センターに照会されたいこと。 

７ このほか，高等学校段階におけるインターネット等のメディアを利用した授業等については，「学校教

育法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」（平成27年４月24日付け27文科初第289号文部科学

省初等中等教育局長通知）及び「特別支援学校高等部学習指導要領解説の一部改訂について」（平成27年

４月24日付け27文科初第195号文部科学省初等中等教育局長通知）を，病気療養児に対する教育については，

「病気療養児の教育について」（平成６年12月21日付け文初特第294号文部科学省初等中等教育局長通知）

及び「病気療養児に対する教育の充実について」（平成25年３月４日付け24初特支第20号文部科学省初等

中等教育局特別支援教育課長通知）を参照すること。 

特に，入院等により特別支援学校等に一時転学等している児童生徒に対し，復学を見据えた支援を行う

ことは重要であり，入院等の前に通学していた学校が転学先の特別支援学校等と連携し，交流及び共同学

習などの取組を行うことは有効であると考えられること。 
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第４ 指導要録における記載等 

１ 本通知に沿って病気療養児に対する同時双方向型授業配信を行い，指導要録上出席扱い等とする場合は，

指導要録の様式２（指導に関する記録）の「出欠の記録」において出席扱いとすることができること。そ

の際，出席日数の内数として出席扱いとした日数及び病気療養中の授業配信によることを記入すること。 

２ その他，指導要録における記載等については，引き続き，「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学

校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」（平成22年５月11日付け22文科初第１

号文部科学省初等中等教育局長通知）及び「学習指導要領の一部改正に伴う小学校，中学校及び特別支援

学校小学部・中学部における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」（平成28年７月29日付

け28文科初第604号文部科学省初等中等教育局長通知）によるところとすること。 

 

 

 

17 外国人の子どもの就学機会の確保に当たっての留意点について（通知） 

（平成24年７月５日，24文科初第388号，文部科学省初等中等教育局長 通知） 

  平成21年７月15日に住民基本台帳の一部を改正する法律（平成21年法律第77号）及び出入国管理及び難民認

定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法の一部を改正

する等の法律（平成21年法律第79号）が公布され，平成24年７月９日より施行されることとなりました。これ

により，現行の外国人登録制度は廃止され，新たに在留カードの交付対象者となる外国人住民（３月を超える

中長期在留者）や，特別永住者については，住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の対象となり，住民票が

作成されることになります。 

  我が国に居住する外国人の子どもに対する就学案内の徹底や就学手続時の居住地確認方法の弾力化について

は，「外国人児童生徒教育の充実について」（平成18年６月22日付け18文科初第368号初等中等教育局長通知）

（別添１参照）において周知しているところですが，貴職におかれては，上記の改正法の施行も踏まえ，下記

の点に留意し，引き続き外国人の子どもの就学機会の確保に一層努められるようお願いします。また，各都道

府県教育委員会においては，域内の市町村教育委員会に対して，この趣旨を徹底されるようお願いします。 

記 

１．就学案内等の徹底 

   外国人の子どもが義務教育諸学校への入学の機会を逸することのないよう，その保護者に対し，従来の外

国人登録原票等に代わり，住民基本台帳の情報に基づいて，公立義務教育諸学校への入学手続等を記載した

就学案内を通知すること。   

    また，市町村又は都道府県が発行している広報誌，市町村又は都道府県のホームページ等を利用し，外国

人の子どもの就学について広報することにより，就学機会が適切に確保されるように努めること。   

    なお，学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第１条第２項に規定する学齢簿の編製については，学齢

児童生徒等が対象であり，日本国籍を有しない外国人の子どもについては，引き続き学齢簿を編製する必要

がないものの，子どもの就学機会の確保の点から，外国人の子どもについても，住民基本台帳等の情報に基

づいて学齢簿に準じるものを作成するなど，適正な情報管理に努めること。 

２．外国人関係行政機関との連携の促進 

    外国人の子どもの就学機会を確保する観点から，市町村の住民基本台帳担当部署や福祉担当部署，公共職

業安定所（ハローワーク）等との連携を図りつつ，外国人の保護者に適切な情報提供を行うこと。例えば，

関係行政機関において，市町村教育委員会で就学案内を行っている旨の伝達や，就学ガイドブックの備付け

等の協力を求めることが考えられる。   

    なお，「被仮放免者情報の市町村への通知について」（平成24年５月15日付け法務省入国管理局警備課長

事務連絡）（別添２参照）において周知されたとおり，仮放免された者の情報が市町村に通知されることか

ら，仮放免された者の情報の中に，就学年齢の外国人の子どもが含まれる場合は，各担当部局と連携の上，

必要に応じて就学案内等を行うこと。 

３．就学手続時の居住地等確認方法 

    就学手続時の居住地等の確認については，従来の外国人登録証明書に代わり，在留カード又は特別永住者
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証明書による確認を行うこと。 

    なお，出入国管理に関する手続などにおいて，外国人登録証明書についても，一定期間は在留カード等と

みなされることとなっているので，当該有効期間中は，在留カード等の代替となり得ること。（別添３参照。）  

    仮に，在留カード等の提示がない場合であっても，一定の信頼が得られると判断できる書類により，居住

地等の確認を行うなど，柔軟な対応を行うこと。 

 

 

 

18 学習指導要領の一部改正に伴う小学校，中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生

徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知） 

（平成28年７月29日，28文科初第604号，文部科学省初等中等教育局長 通知） 

  平成27年３月27日付け26文科初第1339号「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定，小学校学習指

導要領の一部を改正する告示，中学校学習指導要領の一部を改正する告示及び特別支援学校小学部・中学部学

習指導要領の一部を改正する告示の公示並びに移行措置等について（通知）」でお知らせしたとおり， 平成

27年３月に，学校教育法施行規則及び小学校学習指導要領，中学校学習指導要領，特別支援学校小学部・中学

部学習指導要領（以下「小・中学校学習指導要領等」という。）の一部改正が行われ，従来の「道徳の時間」

が新たに「特別の教科 道徳」（以下「道徳科」という。）として位置づけられました。 

   道徳科の評価の在り方については，文部科学省において「道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会

議」（以下「専門家会議」という。）を設けて平成27年６月から検討を行い，本年７月22日に報告を受けたと

ころです。 

   文部科学省においては，専門家会議の報告を受け，各学校における道徳科の学習評価が円滑に行われるとと

もに，各設置者による指導要録の様式の決定や各学校における指導要録の作成の参考となるよう，学習評価を

行うに当たっての配慮事項，指導要録に記載する事項及び各学校における指導要録の作成に当たっての配慮事

項等を下記のとおり取りまとめました。 

ついては，下記に示す学習評価を行うに当たっての配慮事項等について十分に御了知の上，各都道府県教育

委員会におかれては，所管の学校及び域内の市町村教育委員会に対し，各指定都市教育委員会におかれては，

所管の学校に対し，各都道府県知事及び構造改革特別区域法第12条第１項の認定を受けた地方公共団体の長に

おかれては，所轄の学校及び学校法人等に対し，国立大学長におかれては，その管下の学校に対して，本報告

の趣旨も踏まえ，指導要録の様式が適切に設定され，新しい道徳科に対応した学習指導と学習評価が行われる

よう，これらの十分な周知及び必要な指導等をお願いします。その際，入学者選抜を行う高校学校等に対して

も，遺漏なく周知下さいますようお願いします。 

記 

１ 道徳科の学習評価に関する基本的な考え方について 

道徳科の評価を行うに当たっては，小・中学校学習指導要領等第３章の児童生徒の「学習状況や道徳性に

係る成長の様子を継続的に把握し，指導に生かすよう努める必要がある。ただし，数値などによる評価は行

わないものとする」との規定の趣旨や，「道徳に係る教育課程の改善等について（答申）」（平成26年10月

21日中央教育審議会）の「道徳性の評価の基盤には，教員と児童生徒との人格的な触れ合いによる共感的な

理解が存在することが重要」であり，道徳性の評価は「児童生徒が自らの成長を実感し，更に意欲的に取り

組もうとするきっかけとなるような評価を目指すべき」との評価に当たっての考え方等を十分に踏まえる必

要がある。 

具体的には以下の点に留意し，学習活動における児童生徒の「学習状況や道徳性に係る成長の様子」を，

観点別評価ではなく個人内評価として丁寧に見取り，記述で表現することが適切である。 

  （1） 児童生徒の人格そのものに働きかけ，道徳性を養うことを目標とする道徳科の評価としては，育むべき

資質・能力を観点別に分節し，学習状況を分析的に捉えることは妥当ではないこと。 

  （2） このため，道徳科については，「道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，物事を（広い視

野から）多面的・多角的に考え，自己（人間として）の生き方についての考えを深める」という学習活動

における児童生徒の具体的な取組状況を，一定のまとまりの中で，児童生徒が学習の見通しをもって振り
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返る場面を適切に設定しつつ見取ることが求められること。 

   （3） 他の児童生徒との比較による評価ではなく，児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め，

励ます個人内評価として記述式で行うこと。 

   （4） 個々の内容項目ごとではなく，大くくりなまとまりを踏まえた評価とすること。 

   （5） その際，特に道徳教育の質的転換を図るという今回の道徳の特別教科化の趣旨を踏まえれば，特に，学

習活動において児童生徒がより多面的・多角的な見方へと発展しているか，道徳的価値の理解を自分自身

との関わりの中で深めているかといった点を重視することが求められること。 

２ 多様な指導方法の確立や評価の工夫・改善について 

別添の専門家会議の報告を踏まえ，多様な指導方法の確立や評価の工夫・改善に向けて積極的に取り組む

ことが求められること。 

３ 小学校，中学校及び特別支援学校小学部・中学部の指導要録について 

道徳科については，児童生徒の学習状況や道徳性に係る成長の様子について，特に顕著と認められる具体

的な状況等について記述による評価を行うこと。 

４ 入学者選抜における取扱について 

道徳科における学習状況や道徳性に係る成長の様子の把握については，  

・児童生徒の人格そのものに働きかけ，道徳性を養うという道徳科の目標に照らし，その児童生徒がいかに

成長したかを積極的に受け止め，励ます観点から行うものであり，個人内評価であるとの趣旨がより強く

要請されること。 

・児童生徒自身が，入学者選抜や調査書などを気にすることなく，真正面から自分のこととして道徳的価値

に多面的・多角的に向き合うことこそ道徳教育の質的転換の目的であることから，「各教科の評定」や「出

欠の記録」，「行動の記録」，「総合所見及び指導上参考となる諸事項」などとは基本的な性格が異なる

ものであり，調査書に記載せず，入学者選抜の合否判定に活用することのないようにすること。 

５ 発達障害等のある児童生徒への必要な配慮について 

（1） 道徳科の指導に当たっては，児童生徒の障害による学習上の困難さ，集中することや継続的に行動をコ

ントロールすることの困難さ，他人との社会的関係を形成することの困難さなどの状況ごとに，指導上の

必要な配慮を行うこと。こうした配慮を継続的に行うことができるよう，個別の指導計画等に指導上の必

要な配慮を記載することが考えられること。 

（2） 評価を行うに当たっても，困難さの状況ごとの配慮が必要であり，前述のような配慮を伴った指導を行

った結果として，相手の意見を取り入れつつ自分の考えを深めているかなど，児童生徒が多角的・多面的

な見方へ発展させていたり道徳的価値を自分のこととして捉えていたりしているかを丁寧に見取る必要が

あること。 

６ その他 

本通知に記載するところのほか，児童生徒の評価等の在り方については，引き続き，平成22年５月11日付

け22文科初第１号「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要

録の改善等について（通知）」によるところとする。 

 

 

 

19 小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善

等について（通知）    （平成31年3月29日，30文科初第1845号，文部科学省初等中等教育局長 通知） 

この度，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において，「児童生徒の学習評価の在り方につい

て（報告）」（平成31年１月21日）（以下「報告」という。）がとりまとめられました。 

  報告においては，新学習指導要領の下での学習評価の重要性を踏まえた上で，その基本的な考え方や具体的

な改善の方向性についてまとめられています。 

  文部科学省においては，報告を受け，新学習指導要領の下での学習評価が適切に行われるとともに，各設置

者による指導要録の様式の決定や各学校における指導要録の作成の参考となるよう，学習評価を行うに当たっ

ての配慮事項，指導要録に記載する事項及び各学校における指導要録作成に当たっての配慮事項等を別紙１～
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５及び参考様式のとおりとりまとめました。 

  ついては，下記に示す学習評価を行うに当たっての配慮事項及び指導要録に記載する事項の見直しの要点並

びに別紙について十分に御了知の上，各都道府県教育委員会におかれては，所管の学校及び域内の市区町村教

育委員会に対し，各指定都市教育委員会におかれては，所管の学校に対し，各都道府県知事及び小中高等学校

を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長にお

かれては，所轄の学校及び学校法人等に対し，附属学校を置く各国公立大学長におかれては，その管下の学校

に対し，新学習指導要領の下で，報告の趣旨を踏まえた学習指導及び学習評価並びに指導要録の様式の設定等

が適切に行われるよう，これらの十分な周知及び必要な指導等をお願いします。さらに，幼稚園，特別支援学

校幼稚部，保育所及び幼保連携型認定こども園（以下「幼稚園等」という。）と小学校（義務教育学校の前期

課程を含む。以下同じ。）及び特別支援学校小学部との緊密な連携を図る観点から，幼稚園等においてもこの

通知の趣旨の理解が図られるようお願いします。 

  なお，平成22年５月11日付け22文科初第１号「小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童

生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」のうち，小学校及び特別支援学校小学部に関する部分は2020

年３月31日をもって，中学校（義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）及

び特別支援学校中学部に関する部分は2021年３月31日をもって廃止することとし，また高等学校（中等教育学

校の後期課程を含む。以下同じ。）及び特別支援学校高等部に関する部分は2022年４月１日以降に高等学校及

び特別支援学校高等部に入学する生徒（編入学による場合を除く。）について順次廃止することとします。 

  なお，本通知に記載するところのほか，小学校，中学校及び特別支援学校小学部・中学部における特別の教

科である道徳（以下「道徳科」という。）の学習評価等については，引き続き平成28年７月29日付け28文科初

第604号「学習指導要領の一部改正に伴う小学校，中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童生徒

の学習評価及び指導要録の改善等について」によるところとし，特別支援学校（知的障害）高等部における道

徳科の学習評価等については，同通知に準ずるものとします。 

記 

１．学習評価についての基本的な考え方 

（1） カリキュラム・マネジメントの一環としての指導と評価 

     「学習指導」と「学習評価」は学校の教育活動の根幹であり，教育課程に基づいて組織的かつ計画的に

教育活動の質の向上を図る「カリキュラム・マネジメント」の中核的な役割を担っていること。 

（2） 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善と評価 

      指導と評価の一体化の観点から，新学習指導要領で重視している「主体的・対話的で深い学び」の視点

からの授業改善を通して各教科等における資質・能力を確実に育成する上で，学習評価は重要な役割を担

っていること。 

（3） 学習評価について指摘されている課題 

       学習評価の現状としては，(1)及び(2)で述べたような教育課程の改善や授業改善の一連の過程に学習評

価を適切に位置付けた学校運営の取組がなされる一方で，例えば，学校や教師の状況によっては， 

      ・ 学期末や学年末などの事後での評価に終始してしまうことが多く，評価の結果が児童生徒の具体的な

学習改善につながっていない， 

      ・ 現行の「関心・意欲・態度」の観点について，挙手の回数や毎時間ノートをとっているかなど，性格

や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価であるような誤解が払拭しきれていない， 

      ・ 教師によって評価の方針が異なり，学習改善につなげにくい， 

      ・ 教師が評価のための「記録」に労力を割かれて，指導に注力できない， 

      ・ 相当な労力をかけて記述した指導要録が，次の学年や学校段階において十分に活用されていない， 

     といった課題が指摘されていること。 

（4） 学習評価の改善の基本的な方向性 

       （3）で述べた課題に応えるとともに，学校における働き方改革が喫緊の課題となっていることも踏ま

え，次の基本的な考え方に立って，学習評価を真に意味のあるものとすることが重要であること。 

     【1】 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと 

     【2】 教師の指導改善につながるものにしていくこと 
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     【3】 これまで慣行として行われてきたことでも，必要性・妥当性が認められないものは見直していく

こと 

     これに基づく主な改善点は次項以降に示すところによること。 

 

２．学習評価の主な改善点について 

（1） 各教科等の目標及び内容を「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」，「学びに向かう力，人

間性等」 の資質・能力の三つの柱で再整理した新学習指導要領の下での指導と評価の一体化を推進する

観点から，観点別学習状況の評価の観点についても，これらの資質・能力に関わる「知識・技能」，「思

考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態度」の３観点に整理して示し，設置者において，これに

基づく適切な観点を設定することとしたこと。その際，「学びに向かう力，人間性等」については，「主

体的に学習に取り組む態度」として観点別学習状況の評価を通じて見取ることができる部分と観点別学習

状況の評価にはなじまず，個人内評価等を通じて見取る部分があることに留意する必要があることを明確

にしたこと。 

（2）「主体的に学習に取り組む態度」については，各教科等の観点の趣旨に照らし，知識及び技能を獲得し

たり，思考力，判断力，表現力等を身に付けたりすることに向けた粘り強い取組の中で，自らの学習を調

整しようとしているかどうかを含めて評価することとしたこと（各教科等の観点の趣旨は，本通知の別紙

４及び別紙５に示している）。 

（3） 学習評価の結果の活用に際しては，各教科等の児童生徒の学習状況を観点別に捉え，各教科等における

学習状況を分析的に把握することが可能な観点別学習状況の評価と，各教科等の児童生徒の学習状況を総

括的に捉え， 教育課程全体における各教科等の学習状況を把握することが可能な評定の双方の特長を踏

まえつつ，その後の指導の改善等を図ることが重要であることを明確にしたこと。 

（4） 特に高等学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）高等部における各教科・

科目の評価について，学習状況を分析的に捉える観点別学習状況の評価と，これらを総括的に捉える評定

の両方について，学習指導要領に示す各教科・科目の目標に基づき学校が地域や生徒の実態に即して定め

た当該教科・科目の目標や内容に照らし，その実現状況を評価する，目標に準拠した評価として実施する

ことを明確にしたこと。 

 

３．指導要録の主な改善点について  

   指導要録の改善点は以下に示すほか，別紙１から別紙３まで及び参考様式に示すとおりであること。設置

者や各学校においては，それらを参考に指導要録の様式の設定や作成に当たることが求められること。 

（1） 小学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）小学部における「外国語活動の

記録」については，従来，観点別に設けていた文章記述欄を一本化した上で，評価の観点に即して，児童

の学習状況に顕著な事項がある場合にその特徴を記入することとしたこと。 

（2） 高等学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）高等部における「各教科・科

目等の学習の記録」については，観点別学習状況の評価を充実する観点から，各教科・科目の観点別学習

状況を記載することとしたこと。 

（3） 高等学校及び特別支援学校（視覚障害，聴覚障害，肢体不自由又は病弱）高等部における「特別活動の

記録」については，教師の勤務負担軽減を図り，観点別学習状況の評価を充実する観点から，文章記述を

改め，各学校が設定した観点を記入した上で，各活動・学校行事ごとに，評価の観点に照らして十分満足

できる活動の状況にあると判断される場合に，○印を記入することとしたこと。 

（4） 特別支援学校（知的障害）各教科については，特別支援学校の新学習指導要領において，小・中・高等

学校等との学びの連続性を重視する観点から小・中・高等学校の各教科と同様に育成を目指す資質・能力

の三つの柱で目標及び内容が整理されたことを踏まえ，その学習評価においても観点別学習状況を踏まえ

て文章記述を行うこととしたこと。 

（5） 教師の勤務負担軽減の観点から，【1】「総合所見及び指導上参考となる諸事項」については，要点を

箇条書きとするなど，その記載事項を必要最小限にとどめるとともに，【2】通級による指導を受けてい

る児童生徒について，個別の指導計画を作成しており，通級による指導に関して記載すべき事項が当該指
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導計画に記載されている場合には，その写しを指導要録の様式に添付することをもって指導要録への記入

に替えることも可能とするなど，その記述の簡素化を図ることとしたこと。 

４．学習評価の円滑な実施に向けた取組について  

（1） 各学校においては，教師の勤務負担軽減を図りながら学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう，学

校全体としての組織的かつ計画的な取組を行うことが重要であること。具体的には，例えば以下の取組が

考えられること 

・  評価規準や評価方法を事前に教師同士で検討し明確化することや評価に関する実践事例を蓄積し共有

すること。 

・ 評価結果の検討等を通じて評価に関する教師の力量の向上を図ること。 

・ 教務主任や研究主任を中心として学年会や教科等部会等の校内組織を活用すること。 

（2） 学習評価については，日々の授業の中で児童生徒の学習状況を適宜把握して指導の改善に生かすことに

重点を置くことが重要であること。したがって観点別学習状況の評価の記録に用いる評価については，毎

回の授業ではなく原則として単元や題材など内容や時間のまとまりごとに，それぞれの実現状況を把握で

きる段階で行うなど，その場面を精選することが重要であること。 

（3） 観点別学習状況の評価になじまず個人内評価の対象となるものについては，児童生徒が学習したことの

意義や価値を実感できるよう，日々の教育活動等の中で児童生徒に伝えることが重要であること。特に

「学びに向かう力，人間性等」のうち「感性や思いやり」など児童生徒一人一人のよい点や可能性，進歩

の状況などを積極的に評価し児童生徒に伝えることが重要であること。 

（4） 言語能力，情報活用能力や問題発見・解決能力など教科等横断的な視点で育成を目指すこととされた資

質・能力は，各教科等における「知識・技能」，「思考・判断・表現」，「主体的に学習に取り組む態

度」の評価に反映することとし，各教科等の学習の文脈の中で，これらの資質・能力が横断的に育成・発

揮されることが重要であること。 

（5） 学習評価の方針を事前に児童生徒と共有する場面を必要に応じて設けることは，学習評価の妥当性や信

頼性を高めるとともに，児童生徒自身に学習の見通しをもたせる上で重要であること。その際，児童生徒

の発達の段階等を踏まえ，適切な工夫が求められること。 

（6） 全国学力・学習状況調査や高校生のための学びの基礎診断の認定を受けた測定ツールなどの外部試験や

検定等の結果は，児童生徒の学習状況を把握するために用いることで，教師が自らの評価を補完したり，

必要に応じて修正したりしていく上で重要であること。 

      このような外部試験や検定等の結果の利用に際しては，それらが学習指導要領に示す目標に準拠したも

のでない場合や，学習指導要領に示す各教科の内容を網羅的に扱うものではない場合があることから，こ

れらの結果は教師が行う学習評価の補完材料であることに十分留意が必要であること。 

（7） 法令に基づく文書である指導要録について，書面の作成，保存，送付を情報通信技術を用いて行うこと

は現行の制度上も可能であり，その活用を通して指導要録等に係る事務の改善を推進することが重要であ

ること。特に，統合型校務支援システムの整備により文章記述欄などの記載事項が共通する指導要録とい

わゆる通知表のデータの連動を図ることは教師の勤務負担軽減に不可欠であり，設置者等においては統合

型校務支援システムの導入を積極的に推進すること。仮に統合型校務支援システムの整備が直ちに困難な

場合であっても，校務用端末を利用して指導要録等に係る事務を電磁的に処理することも効率的であるこ

と。 

      これらの方法によらない場合であっても，域内の学校が定めるいわゆる通知表の記載事項が，当該学校

の設置者が様式を定める指導要録の「指導に関する記録」に記載する事項を全て満たす場合には，設置者

の判断により，指導要録の様式を通知表の様式と共通のものとすることが現行の制度上も可能であるこ

と。その際，例えば次のような工夫が考えられるが，様式を共通のものとする際には，指導要録と通知表

のそれぞれの役割を踏まえることも重要であること。 

      ・ 通知表に，学期ごとの学習評価の結果の記録に加え，年度末の評価結果を追記することとすること。 

      ・ 通知表の文章記述の評価について，指導要録と同様に，学期ごとにではなく年間を通じた学習状況を

まとめて記載することとすること。 

      ・ 指導要録の「指導に関する記録」の様式を，通知表と同様に学年ごとに記録する様式とすること。 

第
４
章 

関
係
法
令
等 
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（8） 今後，国においても学習評価の参考となる資料を作成することとしているが，都道府県教育委員会等に

おいても，学習評価に関する研究を進め，学習評価に関する参考となる資料を示すとともに，具体的な事

例の収集・提示を行うことが重要であること。特に高等学校については，今般の指導要録の改善において，

観点別学習状況の評価が一層重視されたこと等を踏まえ，教員研修の充実など学習評価の改善に向けた取

組に一層，重点を置くことが求められること。国が作成する高等学校の参考資料についても，例えば，定

期考査や実技など現在の高等学校で取り組んでいる学習評価の場面で活用可能な事例を盛り込むなど，高

等学校の実態や教師の勤務負担軽減に配慮しつつ学習評価の充実を図ることを可能とする内容とする予定

であること。 

 

５．学習評価の改善を受けた高等学校入学者選抜，大学入学者選抜の改善について  

    「１．学習評価についての基本的な考え方」に示すとおり，学習評価は，学習や指導の改善を目的として行

われているものであり，入学者選抜に用いることを一義的な目的として行われるものではないこと。したが

って，学習評価の結果を入学者選抜に用いる際には，このような学習評価の特性を踏まえつつ適切に行うこ

とが重要であること。 

（1） 高等学校入学者選抜の改善について 

      報告を踏まえ，高等学校及びその設置者において今般の学習評価の改善を受けた入学者選抜の在り方に

ついて検討を行う際には，以下に留意すること。 

      ・ 新学習指導要領の趣旨を踏まえた各高等学校の教育目標の実現に向け，入学者選抜の質的改善を図る

ため，改めて入学者選抜の方針や選抜方法の組合せ，調査書の利用方法，学力検査の内容等について見

直すこと。 

      ・ 調査書の利用に当たっては，そのねらいを明らかにし，学力検査の成績との比重や，学年ごとの学習

評価の重み付け等について検討すること。例えば都道府県教育委員会等において，所管の高等学校に一

律の比重で調査書の利用を義務付けているような場合には，各高等学校の入学者選抜の方針に基づいた

適切な調査書の利用となるよう改善を図ること。 

      ・ 入学者選抜の改善に当たっては，新学習指導要領の趣旨等も踏まえつつ，学校における働き方改革の

観点から，調査書の作成のために中学校の教職員に過重な負担がかかったり，生徒の主体的な学習活動

に悪影響を及ぼしたりすることのないよう，入学者選抜のために必要な情報の整理や市区町村教育委員

会及び中学校等との情報共有・連携を図ること。 

（2） 大学入学者選抜の改善について 

       国においては新高等学校学習指導要領の下で学んだ生徒に係る「2025年度大学入学者選抜実施要項」の

内容について2021年度に予告することとしており，予告に向けた検討に際しては，報告及び本通知の趣旨

を踏まえ以下に留意して検討を行う予定であること。 

      ・ 各大学において，特に学校外で行う多様な活動については，調査書に過度に依存することなく，それ

ぞれのアドミッション・ポリシーに基づいて，生徒一人一人の多面的・多角的な評価が行われるよう，

各学校が作成する調査書や志願者本人の記載する資料，申告等を適切に組み合わせるなどの利用方法を

検討すること。 

      ・ 学校における働き方改革の観点から，指導要録を基に作成される調査書についても，観点別学習状況

の評価の活用を含めて，入学者選抜で必要となる情報を整理した上で検討すること。  

 

 

 

20 感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒の学習指導について 

（通知）（令和3年2月19日，2文科初第1733号，文部科学省初等中等教育局長 通知） 

各設置者及び学校等におきまして、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応を含め、児童生徒

の学習機会の確保・充実に御尽力いただいていることに対し、感謝申し上げます。 

さて、平成31 年４月の「新しい時代の初等中等教育の在り方について」の諮問を受け、令和３年１月26 日

に中央教育審議会において「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出
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す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答申）」が取りまとめられました。同答申においては、「「令

和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性」として「感染症や災害の発生等を乗り越えて学びを保障

する」が示されるとともに、災害や感染症等の発生などの緊急時にも教育活動の継続を可能とするために ICT 

の活用が極めて大きな役割を果たしうるとされています。そして、感染症や自然災害等により、臨時休業等が

行われるなど、児童生徒等がやむを得ず登校できない場合においても、児童生徒等の学びの保障を着実に実施

するため、制度的な措置等について検討・整理することが必要であるとされています。 

また、令和２年12 月22 日に規制改革推進会議において取りまとめられた「当面の規制改革の実施事項」に

おいて、災害を含めた非常時に、対面授業に相当する効果が得られるとされる状況であれば、オンラインを活

用した教育を実施した場合に、特例の授業として認めるとされたところです。 

これらを踏まえ、この度、小学校（義務教育学校の前期課程を含む。）、中学校（義務教育学校の後期課程

及び中等教育学校の前期課程を含む。）全日制・定時制課程の高等学校、特別支援学校（幼稚部を除く。）に

おいて、非常時（本通知において、学校保健安全法第19 条による出席停止や第20 条による臨時休業の対象と

なっている感染症の予防のため又は学校教育法施行規則第 63 条に規定する非常変災その他急迫の事情による

ものをいう。）に臨時休業又は出席停止等（非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由

で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた場合を含む。）により、やむを得ず学校に登校で

きない児童生徒に対する学習指導について、下記のとおりまとめましたのでお知らせします。 

なお、「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導

について」（令和２年４月10 日付け２文科初第87号初等中等教育局長通知）については本通知をもって廃止

し、今後は本通知によることとします。 

本件につきまして、各都道府県教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対し、

各指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対し、各都道府県知事及び小中高等学校を設置する学校設置

会社を所轄する構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学

校及び学校法人等に対し、附属学校を置く各国公立大学長におかれてはその管下の学校に対し、周知ください

ますようお願いします。 

記 

１．平常時からの準備 

学校教育は教師と児童生徒との関わり合いや児童生徒同士の関わり合い等を通じて行われるものであるこ

と。学校においてはこのことを踏まえ、非常時に臨時休業又は出席停止等により児童生徒がやむを得ず学校

に登校できない場合であっても、児童生徒の学習の機会を確保することができるよう、平常時から非常時を

想定した備えをしておくことが重要であること。具体的には、例えば、学校外での学習を含む児童生徒の学

習習慣の確立など学びに向かう力の育成を図ることや、各学校が持っている教育課程の編成・実施に関する

裁量を明確にし、学校や地域の実態に応じて責任を持って柔軟に判断できるようにするなどカリキュラム・

マネジメントの充実・強化を図ること、学校と児童生徒・保護者及び地域の関係者との関係の強化など学校

・家庭・地域が一体となった学校運営を展開すること等が重要であること。また、非常時に登校できない児

童生徒が発生した際の学習指導に関し、あらかじめ可能な対応策等について、地域や学校、児童生徒の実情

等を踏まえて検討を行い、保護者等の理解を得ておくなどの取組も必要であること。 

学校教育活動の継続に当たっては、ICT の活用が大きな役割を果たしうるものであることから、平常時か

ら積極的な ICT 環境の整備とその活用を推進するとともに、非常時を想定して、例えば端末や通信環境が整

っていない場合には学校に整備された端末やルータ等の貸出し・持ち帰りを積極的に行えるようにしておく

こと、自宅等からの接続を試行しておくことなど、自宅等においても ICT を活用して学習を継続できるよう

環境を積極的に整えることが重要であること。 

 

２．非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導 

⑴ 基本的な考え方 

感染症や災害の発生等の非常時においても、当該感染症や災害等の状況に応じて、地域や学校、児童生

徒の実情等を踏まえながら、まずは学校において可能な限り感染リスクを低減させ、あるいは安全を確保

した上で、学校運営の方針について保護者の理解を得ながら、早期に教育活動を再開させ、児童生徒が登
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校して学習できるようにすることが重要であること。 

同時に、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対しては、

学習に著しい遅れが生じることのないようにするとともに、規則正しい生活習慣を維持し、学校と児童生

徒 との関係を継続することが重要であること。このため、感染症や災害等の状況に応じて、地域や学校、

児童生徒の実情等を踏まえながら、学校において必要な措置を講じること。特に非常時において、一定の

期間児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合などには、例えば同時双方向型のウェブ会議システム

を活用するなどして、指導計画等を踏まえた教師による学習指導と学習状況の把握を行うことが重要であ

ること。 

学習指導を行う際には、感染症や災害等の状況に応じて、地域や学校、児童生徒の実情等を踏まえなが

ら、主たる教材である教科書に基づいて指導するとともに、教科書と併用できる教材等（例えばデジタル

又はアナログの教材、オンデマンド動画、テレビ放送等）を組み合わせたり、ICT 環境を活用したりして

指導することが重要であること。また、課題を配信する際には児童生徒の発達の段階や学習の状況を踏ま

え、適切な内容や量となるよう留意すること。 

家庭の事情等により特に配慮を要する児童生徒に対しては、ICT 環境の整備のため特段の配慮措置を講

じたり、地域における学習支援の取組の利用を促したり、特別に登校させたりするなどの対応をとること

が必要であること。 

⑵ 自宅等における学習の取扱い 

非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対して、指導計画等

を踏まえながら、教師による学習指導を行う際には、日々その状況を適宜把握し、児童生徒の学習の改善

や教師の指導改善に生かすことが重要であること。また、学習の状況や成果は学校における学習評価に反

映することができること。 

非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対して行われた教師

による学習指導が以下の要件を満たしており、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習

内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと校長が判断したときには、当該内容を再度学校にお

ける対面指導で取り扱わないこととすることができること。 

＜要件＞ 

① 教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること。 

② 教師が児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること。 

この場合、学級全体の学習状況及び成果に鑑み再度授業において取り扱わないこととする場合であって、

一部の児童生徒への学習内容の定着が不十分であ場合には、別途、個別に補習を実施するなどの必要な措

置を講じること。 

⑶ 指導要録上の取扱い 

非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒については、従前から

指導要録上の出欠の扱いにおいて、登校できなかった日数は「欠席日数」としては記録しないこととされ

ているため留意すること。 

その上で、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、

以下の方法によるオンラインを活用した学習の指導（オンラインを活用した特例の授業）を実施したと校

長が認める場合には、指導要録の「指導に関する記録」の別記として、本通知の別紙１から別紙４までに

示す記載することが適当な事項に留意しながら、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の

記録について学年ごとに作成すること。 

① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導 

② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実

施する学習指導（オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む） 

なお、オンラインを活用した特例の授業は非常時のやむを得ない場合の対応であり、登校再開後の学校

での学習への円滑な接続に資するよう行われることが重要であること。 

このことに関し、小学校及び中学校並びに特別支援学校小学部及び中学部に関する「小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」（平成 31 年
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３月29 日 30 文科初第1845 号初等中等教育局長通知。以下「平成31 年改善等通知」という。）別紙１

及び別紙２に、それぞれ本通知の別紙１及び別紙２のとおり記載の事項を追加し、令和３年４月１日から

これによるところとすること。 

また、高等学校及び特別支援学校高等部に関する「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等にお

ける児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」（平成22 年５月11 日22 文科初第１号初等中

等教育局長通知。以下「平成22 年改善等通知」という。）別紙３に本通知の別紙４のとおり記載の事項を

追加し、令和３年４月１日からこれによるところとするとともに、平成 31 年改善等通知別紙３に本通知

の別紙３のとおり記載の事項を追加し、令和４年４月１日以降に高等学校及び特別支援学校高等部に入学

する生徒（編入学による場合を除く。）について、これによるところとすること。 

ただし、特段の事情がある場合はこの限りでないこと。また、設置者の判断により、令和３年４月１日

より前から指導要録に記載する事項を本通知を踏まえて追加することは妨げられないこと。 

 

３．登校再開後の対応並びに各学年の課程の修了及び卒業の認定等 

児童生徒が登校可能となった時点で、対面により学習状況を把握し、必要に応じて、教育課程内での補充

のための授業や教育課程に位置付けない補習等の措置を講じること。その際、児童生徒や教職員の負担にも

配慮すること。 

なお、非常時に臨時休業を行い、学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程

の授業時数を下回った場合、そのことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされないこと。ま

た、高等学校及び特別支援学校高等部において、非常時に臨時休業を行い、学習指導要領に定める標準（35 

単位時間の授業を１単位として計算）を踏まえて編成した教育課程の単位時間数を下回った場合であっても、

弾力的に対処し、単位の修得の認定を行うことができること。 

また、非常時にやむを得ず学校に登校できない状況にあった児童生徒について、各学年の課程の修了又は

卒業の認定に当たっては、弾力的に対処し、進級・進学等に不利益が生じないよう配慮すること。 

 

 

 別紙１ 小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等に追加する事項  

 

「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」

（ 平成31 年３ 月29 日30 文科初第1845 号初等中等教育局長通知）別紙１小学校及び特別支援学校小学部の

指導要録に記載する事項等中「Ⅱ 指導に関する記録」に以下を加える。 

 

別記 非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録 

以下の事項を記入する。 

⑴ 児童が登校できない事由 

感染症や災害の発生等の児童がやむを得ず学校に登校できなかった事由を記入する。 

⑵ オンラインを活用した特例の授業 

非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童について， 以下の方法による

オンラインを活用した学習の指導（オンラインを活用した特例の授業）を実施したと校長が認める場合には， 

①から③ までの事項を記入する。 

・同時双方向型のオンラインを活用した学習指導 

・課題の配信・提出，教師による質疑応答及び児童同士の意見交換をオンラインを活用して実施する学習

指導（オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む） 

① 実施日数 

オンラインを活用した特例の授業の実施日数を記入する。 

② 参加日数 

オンラインを活用した特例の授業への参加日数を記入する。学校の臨時休業中のオンラインを活用した

特例の授業を実施している日に，家庭の事情等により学校に登校して参加する児童についても，オンライ
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ンを活用した特例の授業への参加日数として記入する。 

③ 実施方法等 

オンラインを活用した特例の授業の実施方法等を簡潔に記入する。 

⑶ その他の学習等 

必要に応じて，オンラインを活用した特例の授業以外に 非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得

ず学校に登校できなかった児童が行った学習その他の特記事項等について記入する。 

 

 

 別紙２ 中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等に追加する事項  

 

「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」

（ 平成 31 年３ 月 29 日 30 文科初第 1845 号初等中等教育局長通知） 別紙２中学校及び特別支援学校中学部

の指導要録に記載する事項等中「Ⅱ 指導に関する記録」に以下を加える。 

 

別記 非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録 

以下の事項を記入する。 

⑴ 生徒が登校できない事由 

感染症や災害の発生等の生徒がやむを得ず学校に登校できなかった事由を記入する。 

⑵ オンラインを活用した特例の授業 

非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童について， 以下の方法による

オンラインを活用した学習の指導（オンラインを活用した特例の授業）を実施したと校長が認める場合には， 

①から③ までの事項を記入する。 

・同時双方向型のオンラインを活用した学習指導 

・課題の配信・提出，教師による質疑応答及び生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施する学習

指導（オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む） 

① 実施日数 

オンラインを活用した特例の授業の実施日数を記入する。 

② 参加日数 

オンラインを活用した特例の授業への参加日数を記入する。学校の臨時休業中のオンラインを活用した

特例の授業を実施している日に，家庭の事情等により学校に登校して参加する生徒についても，オンライ

ンを活用した特例の授業への参加日数として記入する。 

③ 実施方法等 

オンラインを活用した特例の授業の実施方法等を簡潔に記入する。 

⑶ その他の学習等 

必要に応じて，オンラインを活用した特例の授業以外に，非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを

得ず学校に登校できなかった生徒が行った学習その他の特記事項等について記入する。 

 

 

［参考］文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について 教育活動

の実施等に関するQ&A」より抜粋 

 

問１ 臨時休業期間において、指導要録の「出欠の記録」にはどのように記載すればよいか。 

 

○ 令和2年4月1日以降の小学校等については、平成31年3月 29日の通知「小学校、中学校、高等学校及

び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」に示す通り、中学校等及び

高等学校等については、平成22年 5月11日の通知「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等におけ

る児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」に示す通り、学校保健安全法第20条に基づき、学校
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の全部を臨時休業とした場合には、授業日数には含まないものとして記録を行うようにしてください。 

 

○ また、学校の一部を臨時休業とし、授業日としての登校日を設けることも可能ですが、その場合における

出欠の取扱いについては、 

・ 学年の全部を休業とした場合（例．学年ごとに登校日を分けた場合）、その日数は授業日数に含めない 

・ 学年の一部を休業とした場合（例．学年の中で学級ごとに登校日を分けた場合や、学級を複数のグルー

プに分割し登校日を分けた場合）、その日数は授業日数に含まれ、授業のある児童生徒については出欠を

記録するとともに、授業のない児童生徒については「出席停止・忌引等の日数」として記録することとし

てください。 

 

 

問２ 令和 3年 2月 19日付け初等中等教育局長通知「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登

校できない児童生徒の学習指導について」においては、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず

学校に登校できない児童生徒に対して行われた学習指導の内容について、一定の要件の下で再度学校で指導

しなくてもよいものとすることができるとされているが、具体的にはどのような場合が考えられるのか。 

 

○ 令和 3年 2月 19日付け初等中等教育局長通知「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に登校

できない児童生徒の学習指導について」では、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登

校できない児童生徒に対して行われた教師による学習指導が一定の要件を満たしており、児童生徒の学習状

況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと校長が判断し

たときには、当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととすることができるとしています。 

 

○ 要件としては、 

① 教師による学習指導が教科等の指導計画に適切に位置付くものであること 

② 教師が児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること 

をお示ししています。 

 

○ また、一部の児童生徒への学習内容の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施するなどの

必要な措置を講じることを求めることにより、全ての児童生徒の学習の機会を保障するためのきめ細かい取

組を各学校に対してお願いしているところです。 

 

 

問３ 上記措置をとる場合において、授業時数の扱いはどうなるのか。 

 

○ 今般の措置は、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する

教師による学習指導の内容について、一定の要件を満たしており、かつ児童生徒の学習状況・成果が確認で

き、十分な学習内容の定着が見られる場合に、再度学校における授業で当該内容を取り扱わないことができ

ることとするものであり、その学習時間を授業時数に含めて扱うものではありません。 

 

○ ただし、非常時に臨時休業を行い、学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課

程の授業時数を下回った場合、そのことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされません。 

 

○ また、令和3年2月19日付け初等中等教育局長通知「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学校に

登校できない児童生徒の学習指導について」では、令和3年度から、非常時に臨時休業又は出席停止等によ

りやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、以下の①又は②の方法により、オンラインを活用した

学習の指導（オンラインを活用した特例の授業）を実施したと校長が認める場合には、指導要録の指導に関

する記録の別記として、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録について学年ごとに作
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成することとしています。 

① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導 

② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施する

学習指導（オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む） 

 

 

問４ 新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対し、オンラインを

活用した指導を行った場合、指導要録上どのように記録するべきか。 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒については、指導要録の

「出欠の記録」において、「欠席日数」としては記録しないこととしており、その詳細については、「教育

活動の実施等に関するQ&A【指導要録・学習評価に関すること】」問1及び問1-2をご確認ください。 

 

○ その上で、令和3年2月 19日付け初等中等教育局長通知「感染症や災害の発生等の非常時にやむを得ず学

校に登校できない児童生徒の学習指導について」では、令和 3年度から、非常時に臨時休業又は出席停止等

によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、以下の①又は②の方法によるオンラインを活用し

た学習の指導（オンラインを活用した特例の授業）を実施したと校長が認める場合には、指導要録の指導に

関する記録の別記として、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録について学年ごとに

作成することとしています。 

① 同時双方向型のオンラインを活用した学習指導 

② 課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施する

学習指導（オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む） 

 

 

問５ オンラインを活用した特例の授業等について、いつから指導要録に記録する必要があるのか。 

 

○ 非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、オンラインを

活用した特例の授業を実施したと校長が認める場合、原則として、令和3年 4月1日以降、指導要録の指導

に関する記録の別記として記録する必要があります。 

 

○ ただし、校務支援システム等を活用して指導要録を作成している学校において、システムの更新が間に合

わないなど、特段の事情がある場合は、この限りではありません。 

 

○ なお、校務支援システム等を活用して指導要録を作成している学校において、システムの更新が行われる

までの間に児童生徒の転学等により指導要録を作成する必要が生じた場合、表計算ソフトを使用して様式を

作成するなど、可能な範囲で必要な対応をしていただくことも考えられます。 

 

○ また、設置者の判断により、令和3年4月 1日より前から指導要録に記載する事項を追加することは、妨

げられるものではありません。 
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